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審議会等における女性委員の登用状況について 

１ 趣旨 

本市では、平成 28年度からスタートした「足利市男女共同参画基本計画（第 3期）」に

基づき、令和２年度末までに、審議会等の女性委員の構成比率 40％を目標として掲げ、

取り組んできました。 

このたび、令和２年度末の本市審議会等への女性委員の登用状況がまとまりましたの

で、報告するものです。 

 

２ 女性委員登用状況 

  令和 2年度の女性委員の登用率は、前年度に比べ 0.4ポイント減少し、33.1%となりま

した。主な原因としては、登用率が上昇した審議会等は、12から 22に増加し、登用率が

低下した審議会等は、14から 9に減少しましたが、新規の審議会等での女性の登用率が

低かったことなどが挙げられます。また、団体の長などを充て職で選任している団体か

らの推薦の結果など、女性を登用しにくい状況等も考えられます。 

 

３ 今後の対応 

   女性委員の登用を推進していくためには、企業や地域など、市全体で男女共同参画を 

 進めていくことが重要であることから、様々な機会をとらえて意識啓発を進めていきます。 

また、「足利市男女共同参画基本計画（第 4期）」に基づき、引き続き政策・方針を決定 

 するための各種審議会等における女性委員の登用率を上昇させ、多様な人材が活躍する 

 ことにより、一人ひとりの人権を尊重しながら、豊かで活力ある男女共同参画社会

に実現につなげていきます。 

 

  令和 2年度末 令和元年度末 

審議会等総数 委員総数 うち女性 登用率 審議会等総数 委員総数 うち女性 登用率 

88 1,588人 526人 33.1%  85 1,560人 522人 33.5% 

 

審議会等 令和 2年度末 令和元年度末 

女性委員が 40％以上  29（33.0 %） 27（31.8 %） 

女性委員が 35％以上（40％以上含む。）  33（37.5 %） 32（37.6 %） 

女性委員が 30％以上（35%、40％以上含む。） 38（43.2 %） 36（42.4 %） 

女性委員を含む 69 (78.4 %） 63 (74.1 %） 

登用率が上昇した 22（25.0 %） 12（14.1 %） 

登用率が低下した 9（10.2%） 14（16.5 %） 
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※県内市町平均及び全国市町村平均（内閣府：原則として各年度 4月 1日現在） 

※本市の数値は、各年度 3月 31日現在であるが、県内市町平均及び全国市町村平均で

は、翌年度の 4月 1日現在で集計しているため、1年度のずれが生じる。 
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総委員数 女性委員数

88 1,588 526 33.1 33.5

【総合政策部】

総委員数 女性委員数

1 足利市民戦略会議 企画政策課 16 3 18.8 18.8 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

2
第8次足利市総合計画策定市民検
討委員会

企画政策課 17 6 35.3 新規の委員会のため

3 足利銀幕会議
映像のまち
推進課

17 3 17.6 17.6 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

4 あしかが映像まつり実行委員会
映像のまち
推進課

10 2 20.0 17.6 事務局も委員に含めていたため

5 足利市表彰審査委員会 秘書広報課 5 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

6
足利市公共施設再編計画策定検討
委員会

財産活用課 60.0 令和元年度中　廃止

65 14 21.5 21.8

【総務部】

総委員数 女性委員数

7 足利市行政改革推進委員会 行政管理課 9 4 44.4 44.4
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

8 足利市行政不服審査会 行政管理課 5 1 20.0 20.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

9
足利市制100周年記念事業実行委
員会

行政管理課 14 1 7.1 新規の委員会のため

10 足利市防災会議 危機管理課 40 3 7.5 5.0 充て職による委員の方が女性になったため

11 足利市国民保護協議会 危機管理課 40 3 7.5 5.0 充て職による委員の方が女性になったため

12 足利市個人情報保護審議会 情報管理課 8 5 62.5 37.5
任期満了に伴う新委員の推薦された結果に
よる

13 足利人権擁護委員協議会足利部会
人権・男女
共同参画課

13 7 53.8 53.8
任期満了に伴い新しい委員が選出されたが
男女の人数は変わらないため

14 足利市人権推進審議会
人権・男女
共同参画課

15 7 46.7 26.7 団体からの推薦の結果

15 足利市男女共同参画審議会
人権・男女
共同参画課

14 6 42.9 53.3 団体からの推薦の結果

16 かけはし編集委員会
人権・男女
共同参画課

5 2 40.0 40.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

17 足利市隣保館運営審議会 隣保館 13 5 38.5 30.8
充て職による新しい委員が女性であったこ
とと、団体からの推薦の結果

18 足利市同和対策専門委員 隣保館 2 1 50.0 0.0
年度途中で男性委員が辞任し、団体からの
推薦の結果

178 45 25.3 22.4

女性委員登用状況（課別）

審議会・委員会等名称
総委員会数

Ｒ２委員数（人）
Ｒ２登用
率(％）

R1登用率
(％）

増減理由等

総合政策部合計

R1登用率
(％）

増減理由等

総務部合計

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）

R1登用率
(％）

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人） Ｒ２登用

率(％）
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女性委員登用状況（課別）

【健康福祉部】

総委員数 女性委員数

19 民生委員・児童委員 社会福祉課 317 195 61.5 61.3
委員に欠員が生じ、構成割合が変わったた
め

20 足利市民生委員推薦会 社会福祉課 8 2 25.0 25.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

21 足利市障害支援区分認定審査会
障がい
福祉課

10 5 50.0 50.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

22 足利市地域自立支援協議会
障がい
福祉課

32 14 43.8 46.9
推薦団体の申し出により、委員が変更と
なったため

23 足利市老人ホーム入所判定委員会 元気高齢課 5 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

24 足利市介護認定審査会 元気高齢課 50 20 40.0 40.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

25 足利市介護保険等運営協議会 元気高齢課 16 7 43.8 35.3 団体からの推薦の結果

26 家庭相談員 児童家庭課 3 1 33.3 66.7 教育委員会からの推薦の結果

27 婦人相談員 児童家庭課 2 2 100.0 100.0
任期満了に伴い新しい委員を選任したが前
期と同じ人が継続して委員になったため

28 母子・父子自立支援員 児童家庭課 3 3 100.0 100.0
任期満了に伴い新しい委員を選任したが前
期と同じ人が継続して委員になったため

29
足利市要保護児童対策地域協議会
（代表者会議・実務者会議）

児童家庭課 55 7 12.7 34.0 団体からの推薦の結果

30 足利市子ども・子育て会議 こども課 15 11 73.3 73.3 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

31 予防接種健康被害調査会 健康増進課 6 1 16.7 0.0 充て職による委員の方が女性のため

32 足利市健康づくり推進協議会 健康増進課 23 10 43.5 38.1
新たに推薦をいただいた団体からの推薦の結果
と充て職により変更した委員が女性であったた
め

545 278 51.0 52.9

【生活環境部】

総委員数 女性委員数

33 足利市廃棄物減量等推進審議会
クリーン
推進課

12 5 41.7 41.7 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

34 足利市環境審議会 環境政策課 12 3 25.0 25.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

35 足利市国民健康保険運営協議会 保険年金課 20 8 40.0 40.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

36
足利市市民活動支援事業等選考委
員会

市民生活課 9 3 33.3 44.4 団体からの推薦によるため

37 足利市交通指導員 市民生活課 58 22 37.9 39.7 男女を問わない公募による委員選出のため

38 足利市地域公共交通会議 市民生活課 23 2 8.7 4.3 充て職による委員の方が女性のため

39 足利市姉妹都市委員会 市民生活課 17 6 35.3 35.3
推薦団体の申し出により、一部委員が変更
となったが、男女の人数は変わらないため

40
足利市民の消費生活をまもる委員
会

消費生活
センター

8 4 50.0 50.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

159 53 33.3 34.0

R1登用率
(％）

増減理由等

生活環境部合計

健康福祉部合計

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）

R1登用率
(％）

増減理由等
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女性委員登用状況（課別）

【産業観光部】

総委員数 女性委員数

41 足利市中小企業対策審議会 商業振興課 14 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

42 足利市中小企業融資振興会 商業振興課 19 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

43 足利市中小企業融資振興会審査会 商業振興課 16 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

44 足利市農業振興推進協議会 農政課 11 1 9.1 9.1
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員となったため

45
足利市農業・農村男女共同参画ビ
ジョン推進委員会

農政課 16 9 56.3 50.0 充て職による委員の方が女性のため

46 三重地区市有山林管理委員会 農林整備課 6 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

47 山前地区市有山林管理委員会 農林整備課 6 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

48 北郷地区市有山林管理委員会 農林整備課 6 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

94 10 10.6 11.9

【都市建設部】

総委員数 女性委員数

49 足利市都市計画審議会 都市計画課 14 3 21.4 21.4
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

50 足利市景観委員会 都市計画課 13 3 23.1 21.4 総委員数が減少したため

51
足利市再生可能エネルギー発電設
備設置審議会

都市計画課 7 2 28.6 28.6 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

52 足利市建築審査会 建築指導課 5 1 20.0 20.0
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員となったため

53 足利市空家等対策協議会 建築指導課 5 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

54 大日西土地区画整理審議会
市街地
整備課

2 0 0.0 0.0
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員となったため

55 大日西土地区画整理評価員
市街地
整備課

3 0 0.0 0.0
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員となったため

56 中央土地区画整理審議会
市街地
整備課

2 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

57 中央土地区画整理評価員
市街地
整備課

3 0 0.0 0.0
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員となったため

58 山辺西部第一土地区画整理審議会
山辺西部土地区
画整理事務所 2 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

59
山辺西部第一土地区画整理事業評
価員

山辺西部土地区
画整理事務所 5 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

60 山辺西部第二土地区画整理審議会
山辺西部土地区
画整理事務所 2 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

61
山辺西部第二土地区画整理事業評
価員

山辺西部土地区
画整理事務所 5 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

68 9 13.2 13.0

【消防本部】

総委員数 女性委員数

62 足利市賞じゅつ金等審査委員会 消防総務課 5 1 20.0 20.0
任期満了に伴い新しい委員を選任したが前
期と同じ人が継続して委員になったため

5 1 20.0 20.0消防本部合計

増減理由等

都市建設部合計

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）

R1登用率
(％）

増減理由等

R1登用率
(％）

増減理由等

産業観光部合計

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）

R1登用率
(％）

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）
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女性委員登用状況（課別）

【教育委員会事務局】

総委員数 女性委員数

63 教育委員会 教育総務課 5 2 40.0 40.0
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員になったため

64 奨学生選考委員会 教育総務課 5 2 40.0 40.0
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員になったため

65 足利市人権教育推進本部 教育総務課 19 5 26.3 15.8 各団体より推薦された委員のため

66 足利市学校教育環境審議会 教育総務課 13 2 15.4 新規の委員会のため

67 足利市生涯学習推進委員会 生涯学習課 30 13 43.3 40.0 所属団体の推薦による

68 足利市社会教育委員 生涯学習課 14 7 50.0 40.0
男女問わない公募による委員選出で、女性
委員が選出されたため

69 足利市社会教育指導員 生涯学習課 3 0 0.0 0.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

70 足利市青少年問題協議会
青少年
センター

27 7 25.9 25.9 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

71 足利市少年指導運営協議会
青少年
センター

10 2 20.0 20.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

72 足利市少年補導員
青少年
センター

128 23 18.0 17.7 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

73 足利市教育振興基金管理委員会 市立図書館 5 2 40.0 40.0
任期満了に伴い新しい委員が選任されたが
男女の人数は変わらないため

74 足利市立図書館協議会 市立図書館 7 5 71.4 75.0 委員が１名減になったため

75 足利市通学路安全推進会議 学校管理課 16 3 18.8 6.3
充て職による女性委員の人数が増となった
ため

76 足利市文化財保護推進員 文化課 17 2 11.8 11.8 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

77 足利市文化財専門委員会 文化課 10 1 10.0 10.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

78 史跡足利学校釋奠保存委員会 足利学校 16 3 18.8 17.6 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

79 足利市スポーツ推進委員会
市民

スポーツ課
46 16 34.8 29.8

男女問わない公募による委員選出であるも
の

80 足利市スポーツ推進審議会
市民

スポーツ課
13 1 7.7 7.7 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

81 足利市教育支援委員会 学校教育課 18 11 61.1 76.5 充て職による委員の方が男性のため

402 107 26.6 25.4

【行政委員会事務局】

総委員数 女性委員数

選挙管理委員会 選挙担当 4 2 50.0 50.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

選挙管理委員会補充員 選挙担当 4 2 50.0 50.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

83 監査委員 監査等担当 3 0 0.0 0.0 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

84 公平委員会 監査等担当 3 1 33.3 33.3 任期期間中により昨年度と同じ委員のため

85 固定資産評価審査委員会 監査等担当 3 1 33.3 33.3
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員となったため

17 6 35.3 35.3

【農業委員会事務局】

総委員数 女性委員数

86 農業委員会
農業委員会
事務局

15 2 13.3 13.3
任期満了に伴い委員を選任したが前期と同
じ人が継続して委員となったため

87 農地利用最適化推進委員
農業委員会
事務局

20 1 5.0 0.0 団体からの推薦によるため

88 足利市「人・農地プラン」検討会
農業委員会
事務局

20 4 20.0 22.7 充て職による委員の方が男性のため

55 3 5.5 5.7

R1登用率
(％）

増減理由等

農業委員会事務局合計

R1登用率
(％）

増減理由等

82

行政委員会事務局合計

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）

R1登用率
(％）

増減理由等

教育委員会事務局合計

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）

No. 審議会・委員会等名称 所管課
Ｒ２委員数（人）

Ｒ２登用
率(％）
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「足利市男女共同参画基本計画（第 3 期）」における  

令和 2 年度実施状況について  

 

総務部  人権・男女共同参画課  

 

１  趣旨  

  本市では、平成 28 年度からスタートした「足利市男女共同参画基  

本計画（第 3 期）」（推進期間：平成 28 年度～令和 2 年度）に基づき  

男女共同参画社会の実現に向けた各種施策を進めてきました。  

このたび、本計画に掲げた男女共同参画に関する施策について、

最終年度である令和２年度実施状況を報告するものです。  

 

２  令和２年度実施状況  

（１）評価  

  実施状況については、裏面の評価一覧のとおり、 A 評価の率は、基  

本目標Ⅰ「男女（だれも）が対等なパートナーとして尊重し合い参画  

できるまちづくり」が約 79％、基本目標Ⅱ「ワーク・ライフ・バラン  

スで多様な生き方の選択が可能なまちづくり」が約 60％、基本目標Ⅲ  

「男女（だれも）が健康に暮らせる安心・安全なまちづくり」が約 57％、

基本目標Ⅳ「 DV（配偶者等からの暴力）の根絶と被害者を守るまち

づくり」が 100％となりました。  

新型コロナウイルス感染症の影響により、計画通り実施できなかった 

事業があり、全体的に評価が下がりましたが、感染対策を取り、工夫

しながら、実施できる内容で事業や啓発を行いました。  

 今後は、今年度からスタートした「足利市男女共同参画基本計画  

（第４期）に基づき、様々な施策事業の充実を図り、さらなる男女共  

同参画社会の実現を目指します。  

 

（２）施策事業の内容  

・令和２年度実施状況一覧  別紙１のとおり  

・令和２年度実施状況  別紙２のとおり  

 

（３）計画が目指す数値目標の推移（実績値）  

  別紙３のとおり  
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＜参考＞  

令和２年度施策事業の評価一覧  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価基準  

Ａ  …  計画通りに実施できた。  

Ｂ  …  計画の 50％以上実施できた。  

Ｃ  …  計画の 50％未満しか実施できなかった。  

Ｎ  …  実績・該当なし  

 

 

 

基本目標Ⅰ 基本目標Ⅱ 基本目標Ⅲ 基本目標Ⅳ

男女（だれも）が対

等なパートナーとし

て尊重し合い参画で

きるまちづくり

ワーク・ライフ・バ

ランスで多様な生き

方の選択が可能なま

ちづくり

男女（だれも）が健

康に暮らせる安心・

安全なまちづくり

DV（配偶者等からの

暴力）の根絶と被害

者を守るまちづくり

Ａ 34 32 28 19 113

Ｂ 5 10 11 0 26

Ｃ 1 1 4 0 6

Ｎ 3 10 6 0 19

計 43 53 49 19 164

評　価 計

79.1

11.6

基本目標Ⅰ

60.4

18.9

基本目標Ⅱ

57.1
22.4

12.2

基本目標Ⅲ

100.0

基本目標Ⅳ

実施状況（％）

1.9

7.0
A 評価

B 評価

C評価

N 評価

2.3 18.9

8.2



【別紙１】

大項目 中項目 小項目 Ｈ３０ R１ R２

  男女共同参画週間事業における啓発 Ⅰ－１   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ ６月キャッチフレーズ募集、１２月表彰

  啓発講演会等の開催 Ⅰ－２   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ １２月ひとtoひとのフォーラムと同時開催、出前講座（２公民館）

  ひとｔｏひとのフォーラムの開催 Ⅰ－３   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ １２月ひとｔｏひとのフォーラム

  男女共同参画推進条例の周知 Ⅰ－４   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 条例概要版配布

  男女共同参画基本計画の周知 Ⅰ－５   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 基本計画概要版配布

  子ども向け啓発パンフレットの配布 Ⅰ－６   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 小学５年生に冊子（マンガ）配布

  男女共同参画セミナーによる啓発 Ⅰ－７   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ ２講座開催（「食事と健康の話」、「パパの子育て」

  人権尊重の社会づくり条例の理念の啓発 Ⅰ－８   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 概要版配布

  人権についての啓発資料の配布 Ⅰ－９   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 年１回「おもいやり」全戸配布

  人権に関する資料による啓発 Ⅰ－１０   生涯学習課 Ａ Ａ Ａ 人権絵本・ホームページ、ポスター等活用

  人権についての講演会の開催 Ⅰ－１１   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 人権講演会に代わり、人権冊子を配布、出前講座（３公民館）

  市役所内における啓発活動の充実 Ⅰ－１２   人事課 Ａ Ａ Ａ 階層別研修で実施

  人権研修会の開催 Ⅰ－１３   生涯学習課 Ａ Ａ N
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、人権教育研修会、人権
教育指導者養成講座中止

  情報紙「かけはし」の発行 Ⅰ－１４   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 年２回全戸配布

  ホームページによる情報提供 Ⅰ－１５   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 条例、基本計画概要、事業内容等発信

  情報コーナーの充実 Ⅰ－１６
  人権・男女共同参画課、
　生涯学習課

Ａ Ａ Ａ 男女共同参画ｾﾝﾀｰ･生涯学習ｾﾝﾀｰ及び所管施設等にて情報提供

  不適切な情報についての啓発 Ⅰ－１７   人権・男女共同参画課 Ｂ Ａ Ａ 市刊行物等への啓発、相談体制の整備

  環境浄化活動の推進 Ⅰ－１８   生涯学習課(青少年ｾﾝﾀｰ） Ａ Ａ Ａ 街頭補導、有害チラシ回収体制整備

  ア　幼児期からの性別にとらわ
れない教育の推進

  保育士の研修の充実（保育所(園)職員に対す
る意識の啓発）

Ⅰ－１９   こども課 Ａ Ａ Ａ 保育関係者人権研修会実施(９月)

  教職員の研修の充実と意識の高揚 Ⅰ－２０   学校教育課 Ａ Ａ Ａ 校内人権教育研修会実施

  各教科指導 Ⅰ－２１   学校教育課 Ｂ Ｂ Ａ
教師が性の多様性等を理解し、各教科指導
中学校で各学校の実情に合わせ、育児について学習

  道徳教育 Ⅰ－２２   学校教育課 Ａ Ａ Ａ
道徳性を育む指導工夫の周知
指導主事の指導助言による教員の指導力向上を図る

  特別活動等 Ⅰ－２３   学校教育課 Ｂ Ｂ Ａ 多様な集団での活動を通した指導

  総合的な学習の時間 Ⅰ－２４   学校教育課 Ｂ Ｂ Ａ
体験的な学習や問題解決的な学習から、男女平等の視点に立
ち、互いを尊重する心を育む

  家庭教育通信による啓発 Ⅰ－２５   生涯学習課 Ａ Ａ Ａ 家庭教育通信の配布等

  家庭教育懇談会の開催 Ⅰ－２６   生涯学習課 Ａ Ａ N
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、家庭教育懇談会３地区
中止

  学級・講座等の充実 Ⅰ－２７   生涯学習課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できる内容の学
級・講座を実施

  家庭教育学級の開設 Ⅰ－２８   生涯学習課 Ａ Ａ Ｂ YouTubeへアップし、受講生が自宅で視聴できる乳幼児学級を実施

  学校・家庭教育相談室 Ⅰ－２９   教育研究所 Ａ Ａ Ａ 子育て、青少年の悩み電話相談(年２４３日）

  家庭教育関係リーダーの養成 Ⅰ－３０   生涯学習課 Ａ Ａ Ｃ
新型コロナウイルス感染拡大防止に伴い、懇談会の中止により、
ｵﾋﾟﾆｵﾝﾘｰﾀﾞｰの活動機会提供なし

達成率評価値

令和２年度 実施状況

足利市男女共同参画基本計画（第３期）　令和２年度実施状況一覧

基本目標

項　　　　目
施策
Ｎｏ

担当課（室）

基本目標Ⅰ

　男女（だれも）が対
等なパートナーとして
尊重し合い参画でき
るまちづくり

  （1）男女の人権を認
め合う意識の高揚

  ア　啓発活動の充実

  イ　情報提供の充実

  ウ　公衆に表示する情報への配慮

  （２）男女平等観に
立った教育の推進

  イ　男女平等意識を育む学校に
おける人権教育の推進

  ウ　男女共同参画の視点に立っ
た家庭教育・社会教育の推進

評価基準

Ａ … 計画どおり Ｃ … 計画の５０％未満

Ｂ … 計画の５０％以上 Ｎ … 未実施・該当なし
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【別紙１】

大項目 中項目 小項目 Ｈ３０ R１ R２

達成率評価値

令和２年度 実施状況

足利市男女共同参画基本計画（第３期）　令和２年度実施状況一覧

基本目標

項　　　　目
施策
Ｎｏ

担当課（室）

評価基準

Ａ … 計画どおり Ｃ … 計画の５０％未満

Ｂ … 計画の５０％以上 Ｎ … 未実施・該当なし

  足利市女性大学(成人大学講座） Ⅰ－３１   生涯学習課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できる内容の講座
を実施

  男女共同参画センターの機能の充実 Ⅰ－３２   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 各種講座開催

  女性団体の育成・支援 Ⅰ－３３   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 女性団体連絡協議会支援等

  男女共同参画セミナー講座の開催 Ⅰ－３４   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ ２講座開催（「食事と健康の話」、「パパの子育て」

  地域リーダーの養成 Ⅰ－３５   人権・男女共同参画課 Ｂ Ａ Ｂ 「あしかがみ」等で参加を呼びかけたが応募なし

  各種審議会等委員への女性の登用 Ⅰ－３６   人権・男女共同参画課 Ｂ Ａ Ａ 女性委員登用への働きかけ

  自治会役員等への女性の参画促進 Ⅰ－３７   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 女性役員登用への働きかけ

  人材の発掘・育成とリストの整備・活用 Ⅰ－３８   人権・男女共同参画課 Ｂ Ａ Ａ 女性人材リスト登録者募集と活用の啓発

  市長を囲む市政懇談会及びふれあいトーク Ⅰ－３９   秘書広報課 Ａ Ｂ Ｂ
市政懇談会2団体実施、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、ふれあいﾄｰｸ中止

  市民企画セミナーの開設 Ⅰ－４０   人権・男女共同参画課 Ａ N N 講座事業の見直しにより中止

  足利市民の消費生活をまもる委員会の開催 Ⅰ－４１   市民生活課 Ａ Ａ Ａ ８月に委員会開催

  次世代育成支援対策推進法・足利市特定事
業主行動計画に基づく研修の実施

Ⅰ－４２   人事課 Ａ Ａ Ａ 階層別研修、専門研修実施

  女性の職業生活における活躍推進法・足利市
特定事業主行動計画の推進

Ⅰ－４３   人事課 Ａ Ａ Ａ 管理職等への女性職員登用、研修への参画

  他の機関と連携した総合調整機能の充実 Ⅱ－１   商業振興課 Ａ Ａ Ａ 県、労働局、ハローワーク等関係機関との連携

  新規学卒者求人説明会における啓発 Ⅱ－２   商業振興課 Ａ Ａ Ａ
ﾊﾛｰﾜｰｸや雇用協会との連携により新規学卒者求人説明会にて、
男女均等、女性雇用の啓発

  事業者への意識啓発 Ⅱ－３   商業振興課 Ａ Ａ Ａ 企業向け人権啓発パンフレットの配布等による啓発と周知

  パートタイム労働法及び最低賃金制度の周知 Ⅱ－４   商業振興課 Ａ Ａ Ａ パートタイム労働法や最低賃金の周知

  勤労者福祉の向上と充実 Ⅱ－５   商業振興課 Ａ Ａ Ａ 両毛メートへの加入促進

  相談体制の充実 Ⅱ－６
  人権・男女共同参画課、
　商業振興課

Ａ Ａ Ａ
「女性の生き方何でも相談」毎週木曜日、「労務相談」毎月第４水
曜日、「青少年の職業的自立を支援する相談」毎月第３金曜日実
施

  人材育成事業の推進と支援 Ⅱ－７   商業振興課 Ａ Ａ Ａ あしかがみによる公共施設での訓練PR、就職支援セミナー

  職業講座の開設 Ⅱ－８
  人権・男女共同参画課、
　商業振興課

Ａ Ａ Ａ
３講座開催（「再チャレンジ支援セミナー 話し方講座」、「日商簿記
３級合格準備講座」、「パソコン教室ワード基礎編」）

  再就職に関する情報の提供 Ⅱ－９
  人権・男女共同参画課、
　商業振興課

Ａ Ａ Ａ ハローワークの求人情報を提供

  再就職支援セミナー Ⅱ－１０
  人権・男女共同参画課、
　商業振興課

Ａ Ａ Ａ １講座開催「再チャレンジ支援セミナー 話し方講座」

  農村女性活動推進事業 Ⅱ－１１   農政課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修会中止

  とちぎ農業・農村男女共同参画ビジョンの実
現を目指した活動の推進

Ⅱ－１２   農政課 Ａ Ａ Ａ 足利市農業・農村男女共同参画ビジョン推進委員会を開催

  家族経営協定締結の推進 Ⅱ－１３   農政課 Ａ Ａ Ａ 家族経営協定の締結推進（実績２件）

  ア　女性のエンパワーメントの推進

  イ　審議会・自治会等への女性
　の参画促進

  ウ　市民意見の反映

  エ　市役所における男女共同参
　画の推進

(続き）基本目標Ⅰ

　男女（だれも）が対
等なパートナーとして
尊重し合い参画でき
るまちづくり

  （３）政策・方針決定
の場への女性の参画
の促進

基本目標Ⅱ

ワーク・ライフ・バラン
スで多様な生き方の
選択が可能なまちづ
くり

  （1）働く場における男
女平等の推進

  ア　男女の雇用機会の均等・待
　遇確保の啓発

  イ　職業能力開発と再就職支援

  ウ　農業における男女共同参画
　の推進
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【別紙１】

大項目 中項目 小項目 Ｈ３０ R１ R２

達成率評価値

令和２年度 実施状況

足利市男女共同参画基本計画（第３期）　令和２年度実施状況一覧

基本目標

項　　　　目
施策
Ｎｏ

担当課（室）

評価基準

Ａ … 計画どおり Ｃ … 計画の５０％未満

Ｂ … 計画の５０％以上 Ｎ … 未実施・該当なし

  男女共同参画セミナーの開設 Ⅱ－１４   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ ２講座開催（「食事と健康の話」、「パパの子育て」

  生活技術講座の開設 Ⅱ－１５   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

  家族のふれあい講座の開設 Ⅱ－１６   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

  育児講座 Ⅱ－１７   こども課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できる内容の講座
を実施

  各学校における社会科、家庭科、技術・家庭
科（男女共修）、「総合的な学習の時間」での指
導

Ⅱ－１８   学校教育課 Ｂ Ｂ Ｂ
社会科等の課題目標を達成する過程で男女平等のあり方を指導
学校の実情に合わせ育児についての学習を進める

  地域自治組織の支援 Ⅱ－１９   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 自治会長連絡協議会への支援・協力

  ボランティア研修の実施 Ⅱ－２０   市民生活課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

  学校ボランティアの募集・養成 Ⅱ－２１   生涯学習課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出前授業中止

  公民館の利用促進 Ⅱ－２２   生涯学習課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できる内容の講座
を実施

  趣味教養講座の開設 Ⅱ－２３   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１講座中止

  サークル活動の支援 Ⅱ－２４   生涯学習課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

  地域ふれあい事業 Ⅱ－２５   生涯学習課 Ａ Ａ Ｃ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止となった講座あり

  ボランティアに関する学習の推進 Ⅱ－２６   生涯学習課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、出前授業中止

  地域指導者としての人材の発掘・育成 Ⅱ－２７   生涯学習課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

  指導者の育成 Ⅱ－２８   人権・男女共同参画課 Ｂ Ｂ Ｂ 各種事業の情報提供を行ったが、参加申込なし

  男女共同参画地域推進員の活動の支援 Ⅱ－２９   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 各種講座、イベント等の情報提供

  ボランティア団体等の育成・支援 Ⅱ－３０   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 市民活動センターの活用

  消費者リーダーの養成 Ⅱ－３１   市民生活課 Ａ Ａ Ｂ HPでの周知や関係団体へ情報提供を行ったが、参加申込なし

  消費者団体への支援 Ⅱ－３２   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 各消費者団体へ情報提供

  民間保育園施設整備への助成 Ⅱ－３３   こども課 N N N 実施予定なし

  乳児保育・すこやか（発達障害）保育・特別支
援教育の充実

Ⅱ－３４   こども課 Ａ Ａ Ａ 受入体制整備

  延長保育の実施 Ⅱ－３５   こども課 Ａ Ａ Ａ 仕事と子育ての両立支援

  一時預かり事業の実施 Ⅱ－３６   こども課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら受入体制整備

  休日保育の実施 Ⅱ－３７   こども課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら休日保育を実施（両野保育園）

  病児保育事業 Ⅱ－３８   こども課 Ａ Ａ Ａ 病児保育事業により仕事と子育ての両立支援

  子育て支援総合ホームページの充実 Ⅱ－３９   こども課 Ａ Ａ Ａ 子育て支援ホームページ「いいとこだがネット」の内容充実

  家庭児童相談の実施 Ⅱ－４０   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ こどもの養育に関する相談の実施

  ファミリーサポートセンターの推進 Ⅱ－４１   こども課 Ｂ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら組織の活動を支援

  日常生活用具給付等 Ⅱ－４２   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ
在宅高齢者やその家族のために、日常生活用具（品）の給付や貸
与の実施

  （２）家庭・地域にお
ける男女共同参画の
促進

  ア　家庭におけるパートナーシッ
プの促進

  イ　地域活動における男女共同
参画の促進

  ウ　市民活動への支援体制の充実

（続き）基本目標Ⅱ

ワーク・ライフ・バラン
スで多様な生き方の
選択が可能なまちづ
くり

  （3）仕事やその他の
活動の両立を可能に
する環境の整備

  ア　子育て・介護サービス等の充実
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【別紙１】

大項目 中項目 小項目 Ｈ３０ R１ R２

達成率評価値

令和２年度 実施状況

足利市男女共同参画基本計画（第３期）　令和２年度実施状況一覧

基本目標

項　　　　目
施策
Ｎｏ

担当課（室）

評価基準

Ａ … 計画どおり Ｃ … 計画の５０％未満

Ｂ … 計画の５０％以上 Ｎ … 未実施・該当なし

  老人ホームの入所措置 Ⅱ－４３   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ 必要な方への養護老人ホームへの入所措置

  介護保険サービスの推進 Ⅱ－４４   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ 公募による施設整備を令和元年度に実施し、４月に開所

  介護慰労金の支給 Ⅱ－４５   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ
６５歳以上で在宅の要介護３以上の高齢者を介護している家族へ
の支給（499名）

  家族介護者褒賞制度 Ⅱ－４６   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ
６５歳以上の寝たきりまたは認知症の高齢者介護を在宅で３年以
上、年１回敬老会にて褒章状と記念品を授与（21名）

  放課後児童健全育成事業の推進 Ⅱ－４７   児童家庭課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大のため、職員研修会中止

  こども館活動の推進 Ⅱ－４８   こども課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら活動を支援

  児童遊園の整備事業 Ⅱ－４９   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 遊具等改修、修理支援

  地域活動クラブの運営支援 Ⅱ－５０   こども課 Ａ Ａ Ａ 運営支援

  子育て相談 Ⅱ－５１   こども課 Ａ Ａ Ａ 子育て環境の整備

  子育て支援拠点事業の実施 Ⅱ－５２   こども課 Ａ Ａ Ａ
地域の子育て力の育成と、支援体制の充実（さいこう子育て支援
センターほか７か所）

  地域包括支援センター運営事業 Ⅱ－５３   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ
高齢者の介護予防支援や在宅介護支援、権利擁護に関する支援
（地域包括支援センター　7か所）

  思春期講座 Ⅲ－1   健康増進課 Ａ Ａ Ａ 思春期講座実施（小学校17校、中学校10校）

  性に関する学習 Ⅲ－２   学校教育課 Ａ Ａ Ａ
「性に関する指導」の実施及び生命尊重の意識の育成に努めるよ
う周知

  性に関する授業研究への指導援助 Ⅲ－3   学校教育課 Ｂ Ｂ Ｂ
指導資料等による周知はしたが、直接的な指導までには至らな
かった

  エイズに関する指導の充実 Ⅲ－4   学校教育課 Ａ Ａ Ａ 各学校が、学級活動等において「エイズに関する指導」を実施

  各年代に応じた健康づくり Ⅲ－5   健康増進課 Ａ Ａ Ａ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら検診を実施

  特定健康診査 Ⅲ－6   健康増進課、保険年金課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら検診を実施

  各種がん検診 Ⅲ－7   健康増進課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら検診を実施

  おりひめ検診 Ⅲ－8   健康増進課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、中止とした期間あり

  歯周疾患検診 Ⅲ－9   健康増進課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染拡大防止のた、集団検診中止

  こども医療費助成 Ⅲ－10   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 医療費助成（200,389件）

  妊産婦医療費助成 Ⅲ－11   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 医療費助成（4,487件）

  健康に関する学習機会の提供 Ⅲ－12   生涯学習課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できる内容の講話
等を実施

  児童期・思春期における健康教育・健康診断 Ⅲ－13   学校教育課 Ａ Ａ Ａ
校医による検診実施
中学校の新学習指導要領により、がん教育実施

  スポーツ教室の開催 Ⅲ－14   市民スポーツ課 Ａ Ａ Ｃ 新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツ教室の開催数減

  スポーツ相談事業 Ⅲ－15   市民スポーツ課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大のため、事業中止

  総合型地域スポーツクラブの育成事業 Ⅲ－16   市民スポーツ課 Ａ Ａ Ｃ 新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツクラブの活動縮小

  学校開放の推進 Ⅲ－17   市民スポーツ課 Ａ Ａ Ａ 小中学校の体育館及び校庭の夜間開放

基本目標Ⅲ

男女（だれも）が健康
に暮らせる安心・安
全なまちづくり

  （1）生涯を通じた男
女の健康支援

  ア　性に関する正しい認識と理
解に関する教育・啓発

  イ　地域における子育て・介護
支援

  イ　年代に応じた男女の健康の
支援

（続き）
基本目標Ⅱ

ワーク・ライフ・バラン
スで多様な生き方の
選択が可能なまちづ
くり

  （続き）

（3）仕事やその他の活
動の両立を可能にす
る環境の整備

  （続き）

ア　子育て・介護サービス等の充
実
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【別紙１】

大項目 中項目 小項目 Ｈ３０ R１ R２

達成率評価値

令和２年度 実施状況

足利市男女共同参画基本計画（第３期）　令和２年度実施状況一覧

基本目標

項　　　　目
施策
Ｎｏ

担当課（室）

評価基準

Ａ … 計画どおり Ｃ … 計画の５０％未満

Ｂ … 計画の５０％以上 Ｎ … 未実施・該当なし

  ゴールドプラン21の推進 Ⅲ－18   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ 各種施策の推進

  ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム事業 Ⅲ－19   元気高齢課、通信指令課 Ａ Ａ Ａ
緊急通報装置の貸与
通報により協力員や消防への連絡

  介護予防・自立支援事業の充実 Ⅲ－20   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ 介護予防サービス実施、短期入所サービス(自立）

  高齢者暮らしのお手伝い事業 Ⅲ－21   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ 在宅ひとり暮らし高齢者へ日常生活の援助

  老人福祉センターの充実 Ⅲ－22   元気高齢課 Ｂ Ｂ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できる高齢者のた
めの活動の充実を図った

  老人クラブ活動の充実 Ⅲ－23   元気高齢課 Ｂ Ｂ Ａ スポーツ交流大会、作品展等

  ふれあいサロンの設置促進 Ⅲ－24   元気高齢課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できるサロンの設
置促進（新規開設サロン１か所）

  世代間交流事業 Ⅲ－25   こども課 Ａ Ａ Ａ 保育所園等児童と地域のお年寄りとの交流

  高齢者学級の開設 Ⅲ－26   生涯学習課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染対策を取りながら実施できる内容の学
級・講座を実施

  高齢者元気アップトレーニング事業の推進 Ⅲ－27   元気高齢課 Ａ Ａ Ｃ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、教室中止

  中高年スポーツ教室の開催 Ⅲ－28   市民スポーツ課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、縮小して事業実施

  母子・父子・寡婦福祉資金の貸付の斡旋 Ⅲ－29   児童家庭課 Ｂ Ｂ Ａ 就学支度資金など貸付金の斡旋

  ひとり親家庭等の雇用促進 Ⅲ－30   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 求人情報提供、就業相談

  母子寡婦福祉連合会への支援 Ⅲ－31   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 実施事業協力、活動支援、交流事業への補助金の交付

  ひとり親家庭等の相談事業（母子・父子福祉
　協力員）

Ⅲ－32   児童家庭課 Ｂ N N 令和元年度から事業廃止

  ひとり親家庭医療費助成 Ⅲ－33   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 医療費助成（14,937件）

  障害福祉計画の策定・推進 Ⅲ－34   障がい福祉課 Ａ Ａ Ａ 「あしかがし障がい児者福祉プラン（第６期計画）」策定

  障害福祉サービス等の利用推進 Ⅲ－35   障がい福祉課 Ａ Ａ Ａ
市、障がい者基幹相談支援ｾﾝﾀｰ、あしかがみ、HP等にて事業の
周知

  あおぞら青年学級の開設 Ⅲ－36   生涯学習課 Ａ Ａ Ａ 助戸公民館で全１０回講座

  重度心身障害者医療費助成 Ⅲ－37   障がい福祉課 Ａ Ａ Ａ 医療費助成  

  市民サービス体制の充実 Ⅲ－38   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 毎月２回多言語版あしかがみを配布。市民ガイドブックをＨＰで周知

  外国人相談の実施 Ⅲ－39   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 毎月第2水曜日に外国人のための在留資格相談を開催

  通訳ボランティアの募集・活用 Ⅲ－40   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 足利市ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ通訳人材バンク運営

  外国人のための日本語講座の開設 Ⅲ－41   市民生活課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

  消費生活展の開催 Ⅲ－42   市民生活課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、生活展中止

  消費生活情報の提供 Ⅲ－43   市民生活課 Ａ Ｂ Ｂ
ホームページ等による情報提供や啓発
消費生活展中止により、わたらせTVでの周知なし

  消費生活講座 Ⅲ－44   市民生活課 Ａ Ａ Ａ 出前講座実施（14回）

  「消費者月間」事業 Ⅲ－45   市民生活課 Ａ Ａ Ｂ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、街頭啓発中止
市民ホールモニターや商業施設電光掲示板等で啓発

  イ　ひとり親家庭の生活の安定
と自立の支援

  ウ　障がいのある人の生活の安
定と自立の支援

  エ　在住外国人への支援

（続き）
基本目標Ⅲ

男女（だれも）が健康
に暮らせる安心・安

全なまちづくり

  （2）誰もが安心して
暮らせる環境の整備

  オ　誰もが安心して暮らせる地
域づくりの支援

  ア　高齢者の生活の安定と自立
の支援
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【別紙１】

大項目 中項目 小項目 Ｈ３０ R１ R２

達成率評価値

令和２年度 実施状況

足利市男女共同参画基本計画（第３期）　令和２年度実施状況一覧

基本目標

項　　　　目
施策
Ｎｏ

担当課（室）

評価基準

Ａ … 計画どおり Ｃ … 計画の５０％未満

Ｂ … 計画の５０％以上 Ｎ … 未実施・該当なし

  自主防災組織の育成 Ⅲ－46   危機管理課 Ａ Ｂ Ｃ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、防災訓練・研修会を中
止

  住民に対する応急手当普及啓発活動 Ⅲ－47
  警防指揮課、中央消防
　署、河南消防署

Ｂ Ｂ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講習会中止

  避難行動要支援者名簿の整備 Ⅲ－48   社会福祉課 Ａ Ａ Ａ 名簿の更新及び避難時協力者への配布

  福祉避難所の設置体制の整備 Ⅲ－49   社会福祉課、危機管理課 Ａ Ａ Ａ
西宮林野火災において３か所の指定避難所を開設、要配慮者へ
のケアのため保健師等配置　緊急地区隊の運用見直し

  女性に対する暴力をなくす運動週間等におけ
る意識啓発

Ⅳ－１   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 男女共同参画ｾﾝﾀｰ内で、チラシ配置、ポスター掲示

  講演会等による意識啓発 Ⅳ－２   人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 12月ひとｔｏひとのフォーラムにてDV防止チラシの配布

  セクハラ防止等の啓発 Ⅳ－３
  商業振興課、人権・男女
　共同参画課

Ａ Ａ Ａ
男女共同参画ｾﾝﾀｰ内ﾎﾟｽﾀｰ掲示、パンフレット配置
企業関係各所へ企業向け人権啓発パンフレット配布

  イ　市職員に対する研修の充実   市職員に対する研修の充実 Ⅳ－４   人事課 Ａ Ａ Ａ 県とちぎ男女共同参画センター主催の研修へ１名派遣

  女性のための相談体制の充実 Ⅳ－５
  人権・男女共同参画課、
　市民生活課、児童家庭課

Ａ Ａ Ａ 関係各課で互いに連携

  相談員の資質の向上 Ⅳ－６
  人権･男女共同参画課、
　市民生活課、児童家庭課

Ａ Ａ Ａ 県主催の研修会へ参加

  法律相談の実施 Ⅳ－７
  人権･男女共同参画課、
　市民生活課、児童家庭課

Ａ Ａ Ａ 弁護士相談（毎月４回実施）への案内や法テラスの利用促進

  休日・夜間の緊急相談への対応 Ⅳ－８   児童家庭課 Ｂ Ｂ Ａ 警察対応、その後の自立支援への連携

  ＤＶ被害者相談シートの作成 Ⅳ－９
  人権・男女共同参画課、
　児童家庭課

Ａ Ａ Ａ
「女性の生き方何でも相談」受付表の活用
データで相談記録の一元管理

  対応マニュアル周知 Ⅳ－１０
  人権・男女共同参画課、
　児童家庭課

Ａ Ａ Ａ 相談員等に対応マニュアルの周知

  児童虐待とＤＶ被害への対応 Ⅳ－１１   児童家庭課 Ｂ Ｂ Ａ 「足利市子ども家庭総合支援拠点」を課内に設置

  被害者を孤立させない地域社会つくり Ⅳ－１２
  人権・男女共同参画課、
　児童家庭課

Ａ Ａ Ａ 相談連絡先を記載した啓発物品の配布

  相談窓口と関係課の連携 Ⅳ－１３
  人権・男女共同参画課、
　児童家庭課

Ａ Ａ Ａ 情報交換会、緊急時別途情報共有

  子ども接近禁止命令が発せられた際の対応 Ⅳ－１４   児童家庭課 Ａ Ｂ Ａ
子に対する接近命令はなし
必要に応じ、関係機関に速やかに連絡し対応

  自立支援に向けて関係課の調整 Ⅳ－１５   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 個々の事例の必要性に応じ、所管課と連絡調整

  ア　民間団体への支援と連携強化   民間団体への支援 Ⅳ－１６   市民生活課 Ａ Ａ Ａ (社)被害者支援ｾﾝﾀｰとちぎへの負担金支出

  イ　関連施設との連携強化   母子、高齢者、障がい者施設との連携 Ⅳ－１７
  元気高齢課、障がい福
　祉課、児童家庭課

Ａ Ａ Ａ
関係課の情報共有と連携
母子生活支援施設への入所、被害者の生活安定に向けた支援

  県の配偶者暴力相談支援センターとの連携 Ⅳ－１８   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 緊急性のある被害者への対応、迅速な被害者支援

  他市町村との連携 Ⅳ－１９   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 転出先、転入元市町村との連携、情報共有

基本目標Ⅳ
ＤＶ（配偶者等からの
暴力）の根絶と被害
者を守るまちづくり

  （1）暴力を許さない
社会づくり

  ア　市民への啓発・広報の充実

  （2）被害者の相談・
支援体制の充実

  ウ　被害者に対する情報提供及
　び自立支援体制の充実

  （3）関係機関・団体
等との連携

  ウ　県・他市町村との連携強化

  ア　相談体制の充実

  イ　早期発見への体制づくり

（続き）
基本目標Ⅲ
男女（だれも）が健康
に暮らせる安心・安
全なまちづくり

  （続き）
（2）誰もが安心して暮
らせる環境の整備

  （続き）
  オ　誰もが安心して暮らせる地
域づくりの支援
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【別紙２】

(1)男女の人権を認め合う意識の高揚

　ア　啓発活動の充実 目標Ｉ（１）ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-1
男女共同参画週間事
業における啓発

男女共同参画の意識を高めるために、小
中高校生から標語キャッチフレーズを募
集し、優秀作品を表彰します。（Ｒ３年
度訂正）

６月に、小中高校生からキャッチフレーズを募集し、１２月の「ひとtoひとのフォーラ
ム足利2020」（男女共同参画週間事業と同時開催）で表彰式を実施しました。

表彰：小学生の部、中学・高校生の部、各最優秀賞１点、優秀賞２点、佳作６点
応募状況：小学生の部５０５点、中学・高校生の部１，５６７点（計２，０７２点）

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-2 啓発講演会等の開催

女性団体連絡協議会との共催により、講
演会等を開催します。
・男女共同参画週間事業
・出前講座

・男女共同参画週間事業
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から６月に実施を予定していた「男女共同参
画週間事業」を１２月開催の「ひとtoひとのフォーラム足利２０２０」と同時開催とし
て実施した。
内容：映画上映会「パパはわるものチャンピオン」（参加者数１０２名）

・出前講座
２公民館において、男女共同参画に関する講座を実施しました。
１０月　北郷公民館　受講者２３名
１２月　毛野公民館　受講者１４名

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-3
ひとtoひとのフォー
ラムの開催

男女共同参画社会の実現を目指し、講演
会等を開催します。

12月に「ひとtoひとのフォーラム足利２０２０」を開催しました。
・人権ポスター・書道・作文、男女共同参画キャッチフレーズの表彰式
・映画上映「パパはわるものチャンピオン」

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-4
男女共同参画推進条
例の周知

講演会等において、概要版を配布し周知
します。

条例の概要版を「ひとtoひとのフォーラム足利２０２０」で配布しました。 Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-5
男女共同参画基本計
画の周知

講演会等において男女共同参画基本計画
を配布し周知します。

基本計画の概要版を「ひとtoひとのフォーラム足利２０２０」で配布しました。 Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-6
子ども向け啓発パン
フレットの配布

児童期から男女共同参画意識の醸成を図
るため、市内の小学校５年生児童に読み
物形式のパンフレットを配付します。

４月のキャッチフレーズの募集に併せて、小学校５年生児童に啓発冊子を配付し、啓発
を推進しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-7
男女共同参画セミ
ナーによる啓発

セミナー等により、男女共同参画に基づ
いた新しいライフスタイルのための意識
づくりを図ります。
・男性向け　・男女向け

・男女共同参画センターにおいて、１１月～１２月に、社会人を対象に、「食事と健康
の話」（延９３名参加）を開催しました。
・同センターにおいて、２月に、社会人を対象に、「パパの子育て」（延２７名参加）
を開催しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-8
人権尊重の社会づく
り条例の理念の啓発

あらゆる機会において、市民・団体等を
対象に条例の理念の啓発を図ります。

市ホームページにおいて、人権に関する動画視聴ができるページを作成するなどによ
り、人権意識の啓発を図りました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-9
人権についての啓発
資料の配布

さまざまな人権問題を取り上げたリーフ
レット等を作成し配布します。

１２月に人権推進広報紙「おもいやり」を全戸配布しました。 Ａ 人権・男女共同参画課

「足利市男女共同参画基本計画（第３期）」令和２年度実施状況

基本目標Ⅰ
 男女(だれも)が対等なパートナーとして尊重し合い参画できるまちづくり

評価基準

Ａ … 計画どおり実施できた。

Ｂ … 計画の５０％以上実施できた。

Ｃ … 計画の５０％未満しか実施できなかった。

Ｎ … 未実施・該当なし
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【別紙２】

　ア　啓発活動の充実（続き） 目標Ｉ(１) ア
事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-10
人権に関する資料に
よる啓発

同和問題をはじめとするさまざまな人権
問題の早期解決に向けた啓発資料を作成
し、人権週間等に併せた啓発活動を行い
ます。

人権月間には足利市のホームページに人権啓発記事を掲載しました。
12月の人権週間に合わせて、市内９７か所（市民会館、市民プラザ、市内小中学校な
ど）に作成したポスターを掲示し、啓発を行いました。
人権かみしばい「いきる のびる ちから」は関連イベントでの展示や関係団体への貸
し出しを行いました。

Ａ 生涯学習課

Ⅰ-11
人権についての講演
会の開催

市民一人ひとりが人権の大切さを認識す
るため、講演会を開催します。
・人権問題講演会
・出前講座

・人権啓発冊子の配布
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講演会に代えて、人権の各テーマについて

記載されている冊子を人権に関わりの深い自治会長等に配布することにより、人権の大
切さについて認識を深めました。

・出前講座
　３公民館において、人権啓発に関する講座を実施しました。
　　９月　三重公民館　受講者１２名
　１０月　北郷公民館　受講者２３名
　１２月　毛野公民館　受講者１４名

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-12
市役所内における啓
発活動の充実

職員を対象とした研修や講演会に、男女
共同参画の視点を取り入れます。
・階層別研修
・人権問題研修

階層別研修で講義を実施しました。 Ａ 人事課

Ⅰ-13 人権研修会の開催

市及び関係機関・団体等と連携して、人
権に関する研修会を開催します。
・人権問題学習会
・幼保小中学校関係人権教育研修会
・人権教育指導者養成講座

幼保小中学校人権教育研修会、人権教育指導者養成講座ともに新型コロナウイルス感染
症拡大のため中止となりました。

Ｎ 生涯学習課

　イ　情報提供の充実 目標Ｉ(１) イ
事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-14
情報紙「かけはし」
の発行

女性のエンパワーメントや男性への意識
啓発を進め、男女共同参画に向けた啓発
と情報提供を行います。

１０月、４月の年２回、市民意識調査の結果や、事業の結果報告等を掲載して発行し、
全戸配布しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-15
ホームページによる
情報提供

ホームページを充実し、タイムリーな情
報を発信します。

基本計画の概要の他、ひとtoひとのフォーラムの案内や男女共同参画情報紙「かけは
し」などの内容を発信しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-16 情報コーナーの充実

男女共同参画センターや生涯学習セン
ターの情報コーナー及び市内公民館の男
女共同参画コーナーにおいて、関係行政
機関等からの案内や情報を提供します。

男女共同参画センターにおいて、国・県等から送付される啓発パンフレット等の各種啓
発資料を提供しました。（人権・男女共同参画課）

各施設において、男女共同参画コーナーを設置し情報発信を行いました。（生涯学習
課）

Ａ
人権・男女共同参画課

生涯学習課

　ウ　公衆に表示する情報への配慮
目標Ｉ(１)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-17
不適切な情報につい
ての啓発

固定的な役割分担や人権侵害を助長する
ような表現がないよう啓発します。ま
た、市の刊行物等の作成にあたり、必要
に応じて相談に乗る体制を整えます。

相談体制を整えるとともに、職員研修において、市の刊行物を作成する際のチェック項
目等を挙げ、男女共同参画の視点を取り入れ作成するよう啓発しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-18 環境浄化活動の推進 有害チラシの撤去を行います。

街頭補導開設日数　年間　９６日
少年補導員人数　　延　６１６人
有害チラシ撤去　　　　　　０件
※街頭補導時に公衆電話ボックス内などを調査したが、有害チラシは見当たらなかっ
た。

Ａ
生涯学習課（青少年セ

ンター）

19



【別紙２】

(2)男女平等観に立った教育の推進

　ア　幼児期からの性別にとらわれない教育の推進 目標Ｉ(２)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-19
保育士の研修の充実
（保育所(園)職員に
対する意識の啓発）

職員が男女平等を含めた人権教育につい
て、共通理解を深めるため研修を実施し
ます。

新型コロナウイルス拡大防止の観点から、公立保育所、民間保育園関係者主任保育士を
対象に人権研修会を実施。研修後、各施設にて研修報告会を実施し、情報共有を図る。
日時：令和2年9月14日（月）13時30分から15時30分
内容：「子どもの人権を考える」
講師：立正大学　社会福祉学部　子ども教育社会学科
　　　教授　大竹　智氏
参加者：公立15人　民間12人　合計27人

Ａ こども課

　イ　男女平等意識を育む学校における人権教育の推進 目標Ｉ(２)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-20
教職員の研修の充実
と意識の高揚

男女平等観に立った意識の高揚を図るた
め、校内研修等を充実します。

各学校において人権に係る校内研修を実施し、教師の多様性の理解や意識の向上に努め
ました。

Ａ 学校教育課

Ⅰ-21 各教科指導

保健体育や理科（人体）、家庭科などの
学習活動を通して、男女が互いに相手の
立場と特性を理解し、認め合い、励まし
合うことの大切さを指導します。

各学校が、教科のねらいを達成する中で、人権尊重に貫かれた男女平等の在り方や多様
性の理解について指導しました。また、家庭、地域の人々や保育所(園)・幼稚園、認定
こども園との連携を図りながら、特に中学校において、学校の実情に合わせて、育児に
ついての学習を行いました。

Ａ 学校教育課

Ⅰ-22 道徳教育
誰に対しても差別をすることや偏見をも
つことなく公正、公平に接する態度を養
います。

学校教育指導計画に、「道徳教育・情操教育の充実」を位置付け、人としてよりよく生
きるための基盤となる道徳性を育む指導の工夫に努めるよう周知しました。また、指導
主事が、道徳の授業を参観し指導助言することを通して教員の指導力向上を図りまし
た。

Ａ 学校教育課

Ⅰ-23 特別活動等

学級活動、児童生徒会活動、クラブ活動
（小学校）、学校行事など多様な集団で
の体験活動を通して、男女が互いに協力
し合うこと、認め合うことの素晴らしさ
を指導します。

各学校において、多様な集団での体験活動から男女が互いに協力し合うこと、認め合う
ことの素晴らしさを指導しました。

Ａ 学校教育課

Ⅰ-24 総合的な学習の時間

体験的な学習や問題解決的な学習を展開
する中で、男女平等の視点に立ち、互い
の教え合いや学び合いの態度を育むよう
にします。

各学校において、体験的な学習や問題解決的な学習を展開する中で、男女平等の視点に
立ち、互いに教え合ったり学び合ったりして、互いを尊重する態度を育みました。

Ａ 学校教育課

目標Ｉ(２)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-25
家庭教育通信による
啓発

子どもの年齢に合わせて家庭教育通信
「父の力・母の力」を配付し、家庭教育
についての情報の提供と啓発を行いま
す。

家庭教育通信を小中学生がいる全ての家庭に配布し、家庭教育についての情報の提供と
啓発を行いました。

Ａ 生涯学習課

Ⅰ-26
家庭教育懇談会の開
催

地区ごとに実施委員会を組織し、家庭教
育に関する自由な意見交換を行う懇談会
を開催します。

家庭教育懇談会（名草・筑波・葉鹿）は、新型コロナウイルス感染症拡大のため令和2
年度の実施は見送りました。

Ｎ 生涯学習課

Ⅰ-27 学級・講座等の充実

公民館において学級・講座等を開設し、
女性のライフスタイルに対応した知識・
技能の習得や今日的課題等についての学
習を行います。

全17公民館で女性学級を20学級を開催しました。
延べ受講者数　1,363名
新型コロナウイルス感染症対策のため上半期の実施を見送り、下半期から感染対策を取
りながら実施できる内容の学級・講座を実施しました。

Ｂ 生涯学習課

　ウ　男女共同参画の視点に立った家庭教育・社会教育の推進
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【別紙２】

目標Ｉ(２)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-28 家庭教育学級の開設

公民館において家庭教育に関する学級を
開設し、家庭の教育的機能を高めるとと
もに、受講者の交流を通して地域の連帯
を深めます。
・家庭教育学級
・乳幼児学級
・父親学級

・家庭教育学級
　１学級　延べ受講者数１１５人
・乳幼児学級
　１１学級　延べ受講者数１，１６０人（Youtubeへの動画アップロード）
新型コロナ感染症対策のため、従来通りの学級の実施は難しく、多くを中止としたが、
乳幼児学級では５本の動画を作成しYoutubeへアップロードし、受講生が自宅で視聴で
きる学級として実施しました。

Ｂ 生涯学習課

Ⅰ-29
学校・家庭教育相談
室

子どものいる親等や青少年を対象に、家
庭生活や学校生活における悩みに対して
主として電話による相談を実施します。

子育ての悩み、青少年の悩みを聞く電話相談、来所相談を実施。
・開設日数　243日
・総受理件数　57件（親等より55件、青少年より2件）
・相談内容　人間関係、不登校、学校や進路等

Ａ 教育研究所

Ⅰ-30
家庭教育関係リー
ダーの養成

地域の子育てを支援するために、県教育
委員会主催の家庭教育関係リーダー研修
に受講者を推薦するとともに、各種団体
及びリーダーの活動を支援します。

新型コロナ感染症拡大により家庭教育懇談会の実施が見送りとなったため、家庭教育懇
談会の分科会での進行を栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合足利支部へ依頼はあり
ませんでした。研修会への案内は行いました。

Ｃ 生涯学習課

(3)　政策・方針決定の場への女性の参画の促進

　ア　女性のエンパワーメントの推進 目標Ｉ(３)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-31
足 利 市 女 性 大 学
（成人大学講座）

市民から企画運営委員を公募し、市民
ニーズに対応した学習を企画し提供しま
す。

10月から11月に助戸公民館において全３回の講座を実施しました。延べ受講者数 １３
９名
新型コロナ感染症対策を取りながら実施できる内容の講座を実施しました。

Ｂ 生涯学習課

Ⅰ-32
男女共同参画セン
ターの機能の充実

男女共同参画社会の実現に向け、男女共
同参画センターを活用して各種講座を開
催し、女性団体等の活動、また、市民へ
の啓発活動の拠点とします。

指定管理者と連絡を密にし、男女共同参画センターにおいて各種講座を開催し、また女
性団体連絡協議会や市民などの活動の支援をしました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-33
女性団体の育成・支
援

女性の地位向上を目標に、女性団体の育
成を一層推進し、組織の活性化を進めま
す。

女性団体連絡協議会に補助金を交付し、各種事業（Ｔサロン、広報紙の発行等）の実施
及び参加を支援しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-34
男女共同参画セミ
ナー講座の開催

女性の社会参画を推進する上で、必要な
技術や知識の習得と、男女共同参画への
理解を深めるための学習機会を提供しま
す。

・男女共同参画センターにおいて、１１月～１２月に、社会人を対象に、「食事と健康
の話」（延９３名参加）を開催しました。
・同センターにおいて、２月に、社会人を対象に、「パパの子育て」（延２７名参加）
を開催しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-35 地域リーダーの養成
幅広い視野に立った地域リーダーを養成
します。
・とちぎウーマン応援塾への派遣

県主催の「とちぎウーマン応援塾」について、市広報紙「あしかがみ」で応募の呼びか
けや、各分野で活躍している女性に情報提供をしましたが、参加申込はありませんでし
た。

Ｂ 人権・男女共同参画課

目標Ｉ(３)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-36
各種審議会等委員へ
の女性の登用

足利市の各種審議会等における女性委員
の登用率の上昇を図り、全庁を挙げて政
策・方針決定の場での男女共同参画を進
めます。
・登用率調査の実施、登用状況の把握
・委員会委員選任基準の見直しと設定
・女性委員０の委員会へ女性委員登用の
積極的な働きかけ、「女性委員０(ゼロ)
の委員会等を０(ゼロ)にする｣運動

３月に登用率調査を実施し登用状況の把握をしました。
委員数　1,588名中、女性委員　527名、登用率　33.2 ％
女性委員０の委員会へ女性委員登用の働きかけを実施しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

　イ　審議会・自治会等への女性の参画促進

　ウ　男女共同参画の視点に立った家庭教育・社会教育の推進（続き）
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【別紙２】

目標Ｉ(３)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-37
自治会役員等への女
性の参画促進

自治会長連絡協議会と連携し、自治会活
動において男女共同参画の推進が図れる
よう、女性役員の登用について協力を求
めます。

女性自治会長は４名が務めています。この他、自治会、地域団体にも女性役員がいま
す。

Ａ 市民生活課

Ⅰ-38
人材の発掘・育成と
リストの整備・活用

各種審議会・委員会等への女性委員を積
極的に登用するために、新たな人材の発
掘や育成を行い、的確な人材情報を提供
します。

女性人材リスト登録者を整備し、計３８名の登録となりました。 Ａ 人権・男女共同参画課

目標Ｉ(３)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅰ-39
市長を囲む市政懇談
会及びふれあいトー
ク

全市的、地域的な市民ニーズを把握し、
市政に反映させます。

市政懇談会
・11月25日に連合栃木わたらせ地域協議会と実施しました。
　参加者数　18名（男18名女0名）
・3月22日に足利市女性団体連絡協議会と実施しました。
　参加者数　28名（男0名女28名）
ふれあいトークについては、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため実施予定し
ませんでした。

Ｂ 秘書広報課

Ⅰ-40
市民企画セミナーの
開設

男女共同参画に関するセミナーを、公募
によりＮＰＯなどの団体に委託し、開催
します。

令和元年度廃止したため、令和２年度も実施なし Ｎ 人権・男女共同参画課

Ⅰ-41
足利市民の消費生活
をまもる委員会の開
催

足利市民の消費生活の安定と向上を図る
ために、市民各層からなる委員の意見・
提言等の把握に努めます。

8月に委員会を開催しました。5名の委員が出席し、令和元年度実績及び令和2年度事業
計画を説明し、相談状況や相談事例について紹介しました。

Ａ 市民生活課

Ⅰ-42

次世代育成支援対策
推進法・足利市特定
事業主行動計画に基
づく研修の実施

足利市特定事業主行動計画～子育て応援
プラン～に基づき、子育て支援に関する
諸制度について職員に周知するため、研
修を行います。
・階層別研修　・特別研修

・10月28日に中級職員を対象に研修を実施しました。
テーマ：「男女共同参画を考える」30名参加
・庶務担当者研修は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止としましたが、研修資料
を庁内ＬＡＮに掲載し、出産・育児に関する休暇制度の周知を行いました。

Ａ 人事課

Ⅰ-43

女性の職業生活にお
ける活躍推進法・足
利市特定事業主行動
計画の推進

足利市特定事業主行動計画に基づき、女
性の職業生活と家庭生活の両立に関し、
計画を推進します。

・新たに、部長級に1人、参事級に1人、課長級に1人、課長補佐級に3人、主幹級に12
人、副主幹級に7人の女性職員を昇任させました。管理監督職である副主幹級以上の職
員における女性職員の割合は20.1%となりました。
・7月1日に主査、副主幹、主幹の2年目の各職場の中心となる女性職員を対象とし、
「女性リーダー研修」を実施しました。12名参加
・市内企業等で働く女性を対象とした「女性活躍応援講座」に1名が参加しました。

Ａ 人事課

(1)働く場における男女平等の推進

　ア　男女の雇用機会の均等・待遇確保の啓発 目標Ⅱ(１)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-1
他の機関と連携した
総合調整機能の充実

労働の場における男女平等、男女共同参
画問題について、各機関の情報を把握
し、的確な指導が図れるよう、総合調整
機能の充実を進めます。

県労働政策課、栃木労働局、ハローワーク等関係機関と連携し、総合調整機能の充実を
図りました。

Ａ 商業振興課

　ウ　市民意見の反映

基本目標Ⅱ
ワーク・ライフ・バランスで多様な生き方の選択が可能なまちづくり

　イ　審議会・自治会等への女性の参画促進　（続き）
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【別紙２】

　ア　男女の雇用機会の均等・待遇確保の啓発（続き） 目標Ⅱ(１)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-2
新規学卒者求人説明
会における啓発

新規学卒者求人説明会の機会をとらえ、
男女雇用機会の均等確保と女性雇用の啓
発を行います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新規学卒者求人説明会は中止でしたが、企業
向け人権啓発等パンフレットの配布により、啓発を行いました。

Ａ 商業振興課

Ⅱ-3 事業者への意識啓発

関係機関と連携を図り、男女雇用機会の
均等確保と育児・介護休業制度等の啓発
を行います。・企業向け人権啓発パンフ
レットの配布・あしかがみ等による啓発
と周知

関係機関と連携を図り、企業向け人権啓発等パンフレットの配布等により、啓発を行い
ました。
・企業向け人権啓発等パンフレットの配布（3000部作成）
・国、県の作成するポスター等の掲示並びにパンフレット等の設置。

Ａ 商業振興課

Ⅱ-4
パートタイム労働法
及び最低賃金制度の
周知

多様な就業意識や就業実態を踏まえた適
切な雇用管理を行うよう、パートタイム
労働法の周知や最低賃金の周知をしま
す。

ポスターの掲示、パンフレットの配布やホームページ・あしかがみへの掲載等で周知を
図りました。

Ａ
商業振興課

Ⅱ-5
勤労者福祉の向上と
充実

勤労者の福利厚生事業を実施している
(一財)両毛地区勤労福祉共済会(両毛
メート)への加入促進を進めます。

あしかがみ等によるPR、事業所へのパンフレット送付等により加入促進を進めました。 Ａ 商業振興課

Ⅱ-6 相談体制の充実
働く女性が抱える仕事や職場の悩みにつ
いて、関係機関と連携を図り、情報提供
と相談体制を充実します。

毎週木曜日に「女性の生き方何でも相談」を実施しました。（人権・男女共同参画課）

毎月第４水曜日に「労務相談」を開催しました。また、毎月第３金曜日に「青少年の職
業的自立を支援する相談会」を実施しました。（商業振興課）

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課

目標Ⅱ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-7
人材育成事業の推進
と支援

女性の資質の向上のため、職業訓練や就
業機会の拡大などに向けた人材育成事業
を進めます。
・あしかがみによる公共施設での訓練Ｐ
Ｒ
・就職支援セミナー

公共職業訓練施設での訓練をあしかがみやホームページ等で周知しました。 Ａ 商業振興課

Ⅱ-8 職業講座の開設

資格取得のための講座や職業技術の向上
のための講座を開催します。
・パソコン講座
・調理師資格取得準備講座
・商業簿記講座
・ビジネスマナー講座等
（令和３年度訂正）

・8月～10月に、男女共同参画センターにおいて、社会人を対象に、「日商簿記３級合
格準備講座」（延114名）を開催しました。
・10月～11月に、足利大学附属高校において、パソコン教室ワード基礎編（延227名）
を開催しました。
・3月に、男女共同参画センターにおいて、社会人を対象に、「再チャレンジ支援セミ
ナー 話し方教室」（延42名）を開催しました。（人権・男女共同参画課）

関係機関が主催する講座等の周知を行いました。（商業振興課）

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課

Ⅱ-9
再就職に関する情報
提供

関係機関と連携し、求人情報や女性労働
者の再就職支援制度についての情報を提
供します。
・あしかがみ、ポスター等による周知
・市民ホールにおける求人情報の提供
・男女共同参画センターにおける求人情
報の提供

男女共同参画センターにおいて、求人情報の提供をしました。（人権・男女共同参画
課）

年間を通してハローワーク求人情報を市民ホールへ掲示し、児童家庭課へも情報提供し
ました。関係機関の主催する面接会、相談会等について、ホームページやあしかがみへ
の掲載、ポスターの掲示等を行いました。（商業振興課）

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課

Ⅱ-10 再就職支援セミナー
再就職を希望する社会人を対象に、職業
技術を習得する機会を提供します。

３月に、男女共同参画センターにおいて、社会人を対象に、「再チャレンジ支援セミ
ナー　話し方教室」（延４２名参加）を開催しました。（人権・男女共同参画課）

就職支援セミナーを開催することができませんでしたが、公共職業訓練施設での訓練を
あしかがみやホームページ等で周知しました。（商業振興課）

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課

　イ　職業能力開発と再就職支援
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【別紙２】

　ウ　農業における男女共同参画の推進 目標Ⅱ(１)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-11
農村女性活動推進事
業

農業経営や方針決定の場などに、自らの
意思で参画できるように、女性農業者等
の能力向上のための研修会や先進地視察
等を開催します。

2月に足利市農業・農村男女共同参画ビジョン推進事業農業技術研修会を行う予定でし
たが、新型コロナウイルス感染防止のため中止しました。

Ｎ 農政課

Ⅱ-12

とちぎ農業・農村男
女共同参画ビジョン
の実現を目指した活
動の推進

男女がともに築く豊かで活力ある農村社
会を実現するために、お互いの意識改革
や女性が責任を持った主体的な社会参
画、活動しやすい環境整備などを進めま
す。

H30年4月に策定した、第四次足利市農業・農村男女共同参画ビジョンを指針に、9月に
足利市農業・農村男女共同参画ビジョン推進委員会を開催しました。

Ａ 農政課

Ⅱ-13
家族経営協定締結の
推進

締結を推進することにより、農林業に従
事する女性について、適切な所得・労働
時間を確保し、環境の整備を図ります。

認定農業者の個別指導会又は後継者の就農を契機に適切な環境で働くことができるよう
家族協定の締結を推進しました。　実績2件

Ａ 農政課

　ア　家庭におけるパートナーシップの促進 目標Ⅱ(2)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-14
男女共同参画セミ
ナーの開設

男女共同参画の視点から、家庭内におけ
るパートナーシップの推進のためのセミ
ナーを開催します。

・１１月～１２月に、市民プラザにおいて、社会人を対象に、「食事と健康の話」（延
９３名参加）を開催しました。
・２月に、市民プラザにおいて、社会人を対象に、「パパの子育て」（延２７名参加）
を開催しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅱ-15 生活技術講座の開設
男性の自立を図るため、家庭生活に関す
る講座を開設します。
・男性料理教室

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止。 Ｎ 人権・男女共同参画課

Ⅱ-16
家族のふれあい講座
の開設

家族のふれあいと、子育てへの男女共同
参画を進めるための講座を開催します。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止。 Ｎ 人権・男女共同参画課

Ⅱ-17 育児講座
各保育所等で、保護者を対象とした育児
講座を開催します。

公立保育所　6ヶ所
民間保育園　5ヶ所で実施。
「親子交通安全指導」「年長児親子徒歩遠足」
「育児相談会」等

Ｂ こども課

Ⅱ-18

各学校における社会
科、家庭科、技術・
家庭科(男女共修)、
｢総合的な学習の時
間｣での指導

各学校における社会科等の中で、人権尊
重に貫かれた男女平等の在り方を指導し
ます。また、家庭、地域の人々や保育所
(園)・幼稚園、認定こども園との連携を
図りながら、育児についての体験的な学
習を進めます。

各学校が、社会科等の教科のねらいを達成する中で、人権尊重に貫かれた男女平等の在
り方を指導しました。また、家庭、地域の人々や保育所(園)・幼稚園、認定こども園と
の連携を図りながら、特に中学校において、学校の実情に合わせて、育児についての学
習を進めました。

Ｂ 学校教育課

　イ　地域活動における男女共同参画の促進 目標Ⅱ(２)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-19 地域自治組織の支援
身近な生活の課題解決を地域の人たちの
協力で進められるよう、地域自治組織の
強化及び活動を支援します。

市内全自治会長によって構成される自治会長連絡協議会に対し、支援・協力しました。 Ａ 市民生活課

Ⅱ-20
ボランティア研修の
実施

社会貢献活動の基礎となるＮＰＯやボラ
ンティア活動への参加のきっかけをつく
るため、講座を開催します。

2月にNPO・ボランティア講座の開催を予定していましたが、新型コロナウィルス感染症
対策のため、中止となりました。

Ｎ 市民生活課

(2)　家庭・地域における男女共同参画の促進
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【別紙２】

　イ　地域活動における男女共同参画の促進（続き） 目標Ⅱ(２)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-21
学校ボランティアの
募集・養成

市民が持つさまざまな体験や技術、学習
の成果を生かして、子ども達の学習を支
援する学校ボランティアを募集、登録し
ます。また、県教育委員会と共催により
研修会を開催し、ボランティアの養成と
資質を向上します。

子供の学び応援隊出前授業（学校ボランティア出前市から事業名変更）は新型コロナ感
染症拡大のため中止となりました。

Ｎ 生涯学習課

Ⅱ-22 公民館の利用促進
市民が学び集い、語り合える場として、
公民館の利用を進めます。

公民館学級講座　７４学級講座
延べ受講者数　５，７４８名
新型コロナ感染症対策を取りながら実施できる内容の講座を実施しました。

Ｂ 生涯学習課

Ⅱ-23 趣味教養講座の開設

趣味教養を高め心にゆとりを持ち、豊か
な生活を送るために、余暇を活用した講
座を開設し、修了生のサークル化を促進
します。

・２月～３月に、市民プラザにおいて、社会人を対象に、「書道教室」（延　未定　名
参加）を開催しました。
（※3/31終了予定）
・令和２年度予定していた「香りの教室」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点
から、中止としました。

Ｂ 人権・男女共同参画課

Ⅱ-24 サークル活動の支援
公民館のサークル活動を奨励・支援し、
活動を通して市民の知識や技術を地域に
還元できるようにします。

新型コロナ感染症拡大のため新規のサークル化、公民館等で活動するサークルによる市
民企画実践講座は実施されませんでした。

Ｎ 生涯学習課

Ⅱ-25 地域ふれあい事業

地域の子どもと大人の世代間の交流活動
を通して、高齢者の持つ優れた知識や技
術を地域に生かし、意欲的な社会参加を
進めます。

２公民館（富田、梁田）２講座、延べ受講者数　１６９名
山前、名草、矢場川、久野、小俣の５館は新型コロナ感染症拡大のため中止

Ｃ 生涯学習課

Ⅱ-26
ボランティアに関す
る学習の推進

公民館における学級・講座の中に、ボラ
ンティア活動に関する学習内容を取り入
れるほか、ボランティアを充実させて活
用します。

子供の学び応援隊出前授業（学校ボランティア出前市から事業名変更）は新型コロナ感
染症拡大のため中止となりました。

Ｎ 生涯学習課

Ⅱ-27
地域指導者としての
人材の発掘・育成

文化活動、ボランティア活動及び各種学
習活動への市民の参加を進めるため、地
域の指導者となる人材を発掘、育成して
いきます。また、能力を発揮する場の提
供として、市民企画実践講座を実施しま
す。

新型コロナ感染症拡大のため公民館等で活動するサークルによる市民企画実践講座は実
施されませんでした。

Ｎ 生涯学習課

目標Ⅱ(２)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-28 指導者の育成

地域の指導者として積極的に行動できる
市民となるよう、国、県等が主催する各
種事業、学習講座へ人材を派遣します。
・男女共同参画社会づくりに向けての全
国会議
・日本女性会議

人材の派遣までは到らなかったが、地域推進員、女性人材リスト登録者等へ各種事業の
情報提供をしました。

Ｂ 人権・男女共同参画課

Ⅱ-29
男女共同参画地域推
進員の活動の支援

県が委嘱する栃木県男女共同参画地域推
進員の活動の支援をします。

「とちぎ県民のつどい」、「とちぎウーマン応援塾２０２０」、「ひとtoひとのフォー
ラム足利２０２０」等の情報提供をしました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅱ-30
ボランティア団体等
の育成・支援

市民活動センターを運営し、ＮＰＯやボ
ランティア団体の活動がしやすいよう支
援します。

新型コロナウィルス感染症対策のため、休館になった期間もありましたが、市民活動に
関する情報の収集・発信、各種団体等の企画展の開催などの活動が行われました。

Ａ 市民生活課

　ウ　市民活動への支援体制の充実
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【別紙２】

目標Ⅱ(２)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-31
消費者リーダーの養
成

地域における消費生活の指導者を育成す
るため、県で開催する養成講座に男女を
問わず受講生を派遣します。
・かしこい消費者講座

ホームページでの周知や、各消費者団体へ情報提供をしましたが、参加申込はありませ
んでした。

Ｂ 市民生活課

Ⅱ-32 消費者団体への支援

消費者団体の活動が円滑に進められるよ
う、学習機会の提供や最新情報の提供を
行い、支援します。
・足利市くらしの会
・栃木県消費生活リーダー連絡協議会足
利支部会

各消費者団体へ随時情報提供を行いました。 Ａ 市民生活課

　ア　子育て・介護サービス等の充実 目標Ⅱ(3)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-33
民間保育園施設整備
への助成

多様な保育需要に対応するため、民間保
育園が行う施設・環境整備に対して支援
を行います。

実施なし Ｎ こども課

Ⅱ-34

乳児保育・すこやか
(発達支援)保育、特
別支援教育の充実
(令和２年度訂正)

乳児、発達支援が必要な児童の受け入れ
を円滑にし、仕事と子育ての両立を支援
し、安心して子育てができる環境づくり
を進めます。

【0歳児・1歳児受入れ児童数】
公立保育所　　143　 人
民間保育園　　364   人
認定こども園　115　 人
【すこやか保育・特別支援教育受入れ児童数】
公立保育所　　35　人
民間保育園　　28　人
認定こども園・幼稚園　45　人

Ａ こども課

Ⅱ-35 延長保育の実施
保護者の労働時間による保育ニーズに応
じられるよう、延長保育を実施し、仕事
と子育ての両立支援を行います。

【延長保育受入れ児童数】
公立保育所　 8408 人
民間保育園　17177 人
認定こども園 4208 人

Ａ こども課

Ⅱ-36
一時預かり事業の実
施

保護者の就労や就学、育児疲れ等の理由
により、一時的に保育を希望する保護者
のニーズに応え、一時保育事業を進めま
す。

【利用延べ児童数】
公立保育所　　679 人
民間保育園　　802 人
認定こども園　940 人

Ｂ こども課

Ⅱ-37 休日保育の実施
保護者の就労等により、日曜、祝日など
の休日の保育ニーズに応えるため、休日
保育を実施します。

両野保育園で実施
年間開設日数  68　日
利用延べ人数　298 人

Ｂ こども課

Ⅱ-38 病児保育事業

病気やけがのために集団保育の困難な乳
幼児及び小学校就学児童を一時的に施設
において保育をすることで、仕事と子育
ての両立を図れるよう支援します。

利用延べ児童数　41人
(小学生児童数再掲 5人)

Ａ こども課

Ⅱ－39
子育て支援総合ホー
ムページの充実

施設、育児、健康、福祉、教育 などの
子育て関連情報を集約したホームページ
の充実を図ります。

関係機関との連携をとりながら、一貫した情報提供ができる「いいとこだがネット」を
開設しています。

Ａ こども課

(3)　仕事やその他の活動の両立を可能にする環境の整備

　ウ　市民活動への支援体制の充実（続き）
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【別紙２】　ア　子育て・介護サービス等の充実（続き） 目標Ⅱ(3)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-40 家庭児童相談の実施
子どもの養育問題で困ったり、悩んでい
る人からの相談に応じ、必要な助言や指
導を行います。

令和２年度より子ども家庭総合支援拠点を設置し、児童及び妊産婦の福祉に関する各種
相談への対応を行いました。
相談受付件数　　202件
相談指導回数　9,616回

Ａ 児童家庭課

Ⅱ-41
ファミリーサポート
センターの推進

育児の手助けができる人と手助けが必要
な人が会員となって、相互に援助し合う
組織の活動を支援します。

育児の手助けができる人と手助けが必要な人が会員となって、相互に援助し合う組織の
活動を支援しました。
・会員数　543人  ・件数　472件

B こども課

Ⅱ-42
日常生活用具給付等

在宅の高齢者やその家族のために、日常
生活用具の給付を行います。
・寝具乾燥事業　　　　　　　　　　・
日常生活用具給付
・紙おむつ券給付

在宅高齢者やその家族のために、日常生活用具（品）の給付や貸与を行いました。
・寝具乾燥事業268 枚、リース　3枚
・日常生活用具（品）給付（3種類）3 台(IH2名、補聴器1名)
・紙おむつ券給付　1,628人

Ａ 元気高齢課

Ⅱ-43
老人ホームの入所措
置

65歳以上で環境上の理由や経済的理由な
どにより、家庭での生活が困難な方の養
護老人ホームへの入所措置を行います。

65歳以上で環境上の理由や経済的理由などにより、家庭での生活が困難な方の養護老人
ホームへの入所措置を行いました。
・年間延720名

Ａ 元気高齢課

Ⅱ-44
介護保険サービスの
推進

介護が必要な高齢者に住み慣れた自宅
で、本人の希望を尊重し、安心して生活
を送れるよう、在宅サービスを提供する
ことが困難な高齢者に施設サービスを提
供します。

足利市ゴールドプラン２１（第7期計画）に基づき、公募による施設整備を令和元年度
に実施し、令和２年４月に開所しました。
①特別養護老人ホーム　50床×1か所＝50床（開所済）
②グループホーム　18床（開所済）

Ａ 元気高齢課

Ⅱ-45 介護慰労金の支給
在宅で要介護3以上の高齢者を常時介護
している人に対し、慰労金を支給しま
す。

65歳以上で在宅の要介護3以上の認定を受けた高齢者を継続して介護している家族に対
し介護慰労金を支給しました。
・支給者　499　　名

Ａ 元気高齢課

　ア　子育て・介護サービス等の充実（続き） 目標Ⅱ(3)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-46 家族介護者褒賞制度
65歳以上のねたきりまたは認知症の高齢
者の介護を、在宅でおおむね3年以上し
ている家族の方を褒賞します。

65歳以上で在宅の寝たきり、または認知症の高齢者をおおむね３年以上介護している者
に対し家族介護者褒賞を支給しました。
・支給者　　21名

Ａ 元気高齢課

　イ　地域における子育て・介護支援 目標Ⅱ(3)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-47
放課後児童健全育成
事業の推進

保護者の就労等により、放課後児童の養
育が困難な家庭の児童を預かる放課後児
童クラブの開設と支援をします。

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施を予定していた職員研修会が中止となり
ました。

Ｎ 児童家庭課

Ⅱ-48 こども館活動の推進
市内4か所にあるこども館の活動を充実
させ、その利用を推進します。

【利用延べ人数】
山川こども館　　　9482人
梁田こども館　　　7388　人
八幡こども館　　 10227　人
にしこども館　　　7505　人
合計　　　　　　 34602　人

Ｂ こども課

Ⅱ-49 児童遊園の整備事業
自治会が設置する児童遊園の遊具等の改
修及び修理費用の一部を補助します。

自治会が管理する老朽化した遊具等の撤去について補助金を支給しました。市で管理す
る公園について、老朽化した遊具等の撤去を行いました。

Ａ 児童家庭課

Ⅱ-50
地域活動クラブの運
営支援

こども館を拠点として活動を行っている
地域活動クラブの運営を支援します。

地域活動クラブ4ケ所に補助金を交付し、運営を支援。
1クラブ　80,000円×4ケ所＝320,000円

Ａ こども課
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【別紙２】
　イ　地域における子育て・介護支援（続き） 目標Ⅱ(3)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅱ-51 子育て相談
各保育施設において、子育ての不安や悩
みの相談を行うとともに、人権や個人の
尊厳に配慮したアドバイスを行います。

各施設において、相談しやすい環境づくりを心がけました。
【子育て相談受付状況】
公立保育所 　　1055 件　　子育て支援センター（3か所）
民間保育園　　　969 件　　　　　　　　　　　2251　件
認定こども園　 1571 件　  こども館(5館)　　　956　件
幼稚園　　　　　107 件

Ａ こども課

Ⅱ-52
子育て支援拠点事業
の実施

地域における子育て支援を行うため、子
育て支援センター等の環境整備を行いま
す。

【子育てサロン利用状況】
　　　　　　　　　　　　　　　開設日数　　　利用人数
さいこう子育て支援センター　　236　日　　　　9549　人
やまがわ子育て支援センター　　242　日　　　　6010　人
にし子育て支援センター　　　　242　日　　　　2696　人
梁田こども館ふれあい広場　　　147　日　　　　 840　人
しゃんしゃん広場　　　　　　　181　日　　　　3056　人
おひさま　　　　　　　　　　　142　日　　　　 674　人
八幡こども館                  124  日         636  人
にしこども館                  132  日         760　人

Ａ こども課

Ⅱ-53
地域包括支援セン
ター運営事業

ひとり暮らしの方や在宅でねたきり等の
高齢者及びその家族の介護に関する総合
的な相談と、その利用者の希望に沿った
生活ができるよう支援を行います。

高齢者の介護予防支援や在宅介護支援、権利擁護に関する支援を行いました。
・地域包括支援センター　7か所

Ａ 元気高齢課

　ア　性に関する正しい認識と理解に関する教育・啓発 目標Ⅲ(１)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-１ 思春期講座

小・中学校と連携を図り、授業の一環と
して自己の性を受容し、自分を大切にす
ることを学び、性にかかわる自己決定能
力を獲得する場を設けます。

市内の小学校17校、中学校10校で実施
参加者：児童・生徒及び保護者等　2,227人

Ａ 健康増進課

Ⅲ-2 性に関する学習
男女の性の発達について理解させるとと
もに、生命を尊重する意識の育成を進め
ます。

学校教育指導計画に体育指導の充実と保健・安全指導の徹底を位置付け、「性に関する
指導」の実施及び生命尊重の意識の育成に努めるよう周知しました。

Ａ 学校教育課

Ⅲ-3
性に関する授業研究
への指導援助

体育・保健体育や学級活動などにおける
性に関する指導法の改善を図るため、学
校訪問や指導資料等の情報提供を行いま
す。

教師が多様性を認め合い、自分らしさを大切にできるような学級経営を通して、体育・
保健体育、家庭科、理科、学級活動等において、性に関する指導の実施及び生命尊重の
意識の育成に努めるよう周知しました。

Ｂ 学校教育課

Ⅲ-4
エイズに関する指導
の充実

発達段階に応じたエイズに関する指導資
料の活用をします。

各学校が、体育・保健体育や学級活動などにおいて、病気の予防の一環として「エイズ
に関する指導」行いました。

Ａ 学校教育課

　イ　年代に応じた男女の健康の支援 目標Ⅲ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-5
各年代に応じた健康
づくり

各年代に応じた健康づくりを生涯にわた
り一貫して推進するための事業を実施し
ます。
・成人の健康教育、健康相談
・妊産婦健康診査
・乳幼児健康診査
・親子歯科健診
・40歳未満の健幸づくり教室

　・成人の健康教育、健康相談
　・妊産婦健康診査　9,271件
　・乳幼児健康診査　2,075人
　・親子歯科健診　コロナのため中止
　・40歳未満の健幸づくり教室 実施回数3回　参加人数75人

Ａ 健康増進課

(1)生涯を通じた男女の健康支援

基本目標Ⅲ　男女(だれも)が健康に暮らせる安心・安全なまちづくり
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【別紙２】

　イ　年代に応じた男女の健康の支援（続き） 目標Ⅲ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-6 特定健康診査

生活習慣病(心臓病、脳卒中、糖尿病等)
の原因となるメタボリックシンドローム
(内臓脂肪症候群)に着目した検診で、早
期にメタボリックシンドローム及びその
予備群の人を見つけることを目的とし、
足利市国民健康保険加入の40歳から74歳
の方を対象として、集団及び個別検診を
実施します。

集団検診（8～12月実施）
　　　　　おりひめ検診(国保日）16回　991人
　　　　　臨時セット検診　　　　5回　241人
　　　　　（おりひめ検診6,7月中止分の代替検診）
　　　　　公民館検診　　　　5 回　 197 人
個別検診（6～12月実施）
　　　　　指定医療機関　59か所　   人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（健康増進課、保険年金課）

Ｂ
健康増進課
保険年金課

Ⅲ-7 各種がん検診
早期発見、早期治療を図るため、市内巡
回などによる集団検診と個人が医院に行
く個別検診を実施します。

集団検診
・公民館検診　　8月～　2月実施　　計　20　回
　　受診者　1,466　人
・女性のがん集団検診8月～　2月実施　　計　10　回
　　受診者　956　人
個別検診　6月～2月実施
　延べ31,832　人
　内訳胃がん2,899人　・肺がん6,688人　・大腸がん8,804　人
　　　乳がん7,587人・子宮頸がん　5,854　人

Ｂ 健康増進課

Ⅲ-8 おりひめ検診

定期的に健康診査や各種がん検診等を受
けることにより、自分の健康状態を把握
するため、保健センターにおいて集団に
よる検診を実施します。

集団検診として８～1月にかけて全25回実施
(新型コロナウイルス感染拡大により６～７月中止)
受診実人員1,572人

Ｂ 健康増進課

Ⅲ-9 歯周疾患検診

いつまでも自分の歯で楽しい食生活が送
れるよう、生活習慣病(糖尿病等)や歯の
喪失の原因となる歯周病等を予防するた
め実施します。

個別検診実施（集団検診は、新型コロナウイルス感染症の影響で中止）
受診実人員417人

Ｂ 健康増進課

Ⅲ-10 こども医療費助成
こどもの医療費の一部負担金を助成しま
す。

医療費を助成しました。
申請件数200,389件

Ａ 児童家庭課

Ⅲ-11 妊産婦医療費助成
妊産婦の医療費の一部負担金を助成しま
す。

医療費を助成しました。
申請件数4,487件

Ａ 児童家庭課

Ⅲ-12
健康に関する学習機
会の提供

心身の健康をテーマとした学習機会を提
供し、健康に関する市民の意識を高めま
す。

公民館学級講座にて、新型コロナ感染症対策を取りながら実施できる内容で健康に関す
る様々な講話や運動等の学習を実施しました。

Ｂ 生涯学習課

Ⅲ-13
児童期・思春期にお
ける健康教育・健康
診断

児童生徒の発育発達や疾患異常を把握
し、必要に応じて治療の指導や健康相談
を行なったり、自らの健康状態の把握に
より、健康の保持増進に対する意欲を向
上させ、健康な生活を送るための能力や
態度を養うなど健康教育の一環として実
施します。

各学校において、新型コロナウイルス感染症の感染対策を十分に行った上で６月から３
月にかけて、身長や体重等の計測による成長の様子の把握をはじめ、内科（運動器や結
核）・眼科・歯科・耳鼻咽喉科の校医による検診を実施しました。また、各学校におい
て、教材を工夫して、運動を推奨する取組を図っていました。中学校の新学習指導要領
に、がんの内容が盛り込まれたことを受け、がん教育を行いました。

Ａ 学校教育課

Ⅲ-14 スポーツ教室の開催
生涯スポーツを念頭に、各年齢層に応じ
る多様なスポーツニーズをとらえたス
ポーツ教室を開催します。

年間を通じて計241回を実施予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により89
回の開催、延1,489名の参加となりました。

C 市民スポーツ課

Ⅲ-15 スポーツ相談事業
体力測定を行い専門指導による個々の体
力に合わせた運動指導を行います。

新型コロナウイルス感染症の影響により未実施。 N 市民スポーツ課
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【別紙２】

　イ　年代に応じた男女の健康の支援（続き） 目標Ⅲ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-16
総合型地域スポーツ
クラブの育成事業

地域スポーツ活動の主体である体育協会
支部組織を核として、地域住民が中心と
なり運営するスポーツクラブを育成しま
す。

12月に本市で開催予定であった「安足地区総合型SCフェスタ」や、各総合型地域スポー
ツクラブでの活動等、多くの事業が新型コロナウイルス感染症の影響により中止となり
ました。

C 市民スポーツ課

Ⅲ-17 学校開放の推進
学校教育施設(小中学校、校庭)という地
域に密接した施設を、学校教育活動に支
障のない範囲で市民に開放します。

身近な運動施設として、学校施設の有効利用を図るため、開放を行いました。令和2年
度は体育館夜間開放事業33校38施設193チーム、校庭夜間開放事業17校17施設62チー
ム、合計4,714人が登録し、積極的に活動しました。

Ａ 市民スポーツ課

(2)誰もが安心して暮らせる環境の整備

　ア　高齢者の生活の安定と自立の支援 目標Ⅲ(2)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-18
ゴールドプラン21の
推進

｢ゴールドプラン21(足利老人福祉計画・
足利介護保険事業計画)」に基づき、各
種施策を進めます。

足利市ゴールドプラン21（第7期計画）に基づき、各種施策を進めました。 Ａ 元気高齢課

Ⅲ-19
ひとり暮らし高齢者
等緊急通報システム
事業

ひとり暮らし世帯等に緊急通報装置を貸
与し、通報により協力員や消防への連絡
を行います。

ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与し、通報により協力員や消防への連
絡を行いました。
　設置世帯数　　895世帯
　通報件数　延　　326件
　（救急車出動　　44件）
　協力員へ連絡　 99件
　相談　138件
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元気高齢課、通信指令課）

Ａ
元気高齢課
通信指令課

Ⅲ-20
介護予防・自立支援
事業の充実

高齢者に対して、要介護状態にならない
ためのサービス及び自立のためのサービ
スを実施します。

要支援1,2の方及び総合事業対象者への介護予防サービスを実施しました。
  要支援１、２　　2,392名
　総合事業対象者　  461名
ひとり暮らし高齢者等に対して、自立のためのサービスを実施しました。
　短期入所事業　703日

Ａ 元気高齢課

Ⅲ-21
高齢者暮らしのお手
伝い事業

在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、軽
昜な日常生活上の援助を行うことによ
り、高齢者等の自立と生活の質を維持し
ます。

在宅のひとり暮らし高齢者等に対して、簡易な日常生活上の援助を行うことにより、高
齢者等の自立と生活の質の確保を行いました。
　延　741  回

Ａ 元気高齢課

Ⅲ-22
老人福祉センターの
充実

高齢者のために各種相談、健康増進、教
養の向上及びレクリエーション活動の場
を提供するため、市内4か所ある老人福
祉センター事業を充実します。

高齢者のために各種相談、健康増進、教養の向上及びレクリエーション活動を行うた
め、市内に４か所ある老人福祉センターを充実しました。
・４幸楽荘入場者 54,192名

Ｂ 元気高齢課

Ⅲ-23
老人クラブ活動の充
実

高齢者が仲間と一緒に社会奉仕活動や趣
味・レクリエーション・健康増進などを
行うために、老人クラブ活動を充実しま
す。

高齢者が仲間といっしょに社会奉仕活動や趣味・レクリエーション・健康増進などを行
うために、老人クラブを充実しました。
・クラブ数　146クラブ
・会員数　6,441人

Ａ 元気高齢課

Ⅲ-24
ふれあいサロンの設
置促進

高齢者が閉じこもることなく、近隣との
ふれあいの中で、生きがいを持って生活
が送れるよう憩いの場の設置を進めま
す。

高齢者が閉じこもることなく、近隣とのふれあいの中で、生きがいを持って生活が送れ
るよう憩いの場の設置を進めました。
・新規開設サロン1か所

Ｂ 元気高齢課
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【別紙２】
　ア　高齢者の生活の安定と自立の支援（続き） 目標Ⅲ(2)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-25 世代間交流事業

保育所（園）の児童と老人クラブ員等と
の交流を通し、情操を豊かにし敬老の気
持ちを育てます。また、高齢者は、子ど
も達と触れ合うことにより、生きがいを
見つけるきっかけにつながっていきま
す。
公立保育所・民間保育園で実施。

公立保育所　11ヶ所　児童　 2135　人　参加者　　 274　人
民間保育園　10ヶ所　児童 　2761　人　参加者　　2061　人
【内容】
　　夏祭り　ふれあい運動会　ふれあい発表会
　　ふれあいじゃがいも植え

Ａ こども課

Ⅲ-26 高齢者学級の開設
一般教養、健康及び地域活動など、心豊
かな生活や生きがいの追求に関する学習
を各公民館で行います。

全17公民館で高齢者学級を18学級開催しました。
延べ受講者数　1,238名
新型コロナウイルス感染症対策を取りながら実施できる内容の学級・講座を実施しまし
た。

Ｂ 生涯学習課

Ⅲ-27
高齢者元気アップト
レーニング事業の推
進

高齢者に対する運動教室を開催し、要介
護状態にならないよう予防します。

高齢者に対する運動教室を開催し、要介護状態にならないよう予防を図りました。
・元気アップ教室3教室
　延回数30回　　延参加者数656名
・地域元気アップ教室　0自治会
　延回数 0回　　延参加者数 0名
・新規自主サークル
   2サークル22名

C 元気高齢課

Ⅲ-28
中高年スポーツ教室
の開催

中高年を対象としたスポーツ教室を開催
し、中高年世代の健康増進を図ります。

6～7月に65歳以上を対象に「足・腰元気スマイル体操」を6回実施予定でしたが、新型
コロナウイルス感染症の影響により中止。

N 市民スポーツ課

　イ　ひとり親家庭の生活の安定と自立の支援 目標Ⅲ(２)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-29
母子・父子・寡婦福
祉資金の貸付の斡旋

ひとり親家庭、寡婦に対し、県が行う就
学支度資金、事業開始資金などの貸付金
の斡旋を行います。

県が行う就学支度資金などの貸付金のあっせんを行っています。
貸付申請受付件数 2件

Ａ 児童家庭課

Ⅲ-30
ひとり親家庭等の雇
用促進

ひとり親家庭等に対して、求人情報の提
供や就業相談を行います。

ひとり親家庭等に対して、求人情報の提供や就業相談を行いました。
就職相談延べ件数 50件

Ａ 児童家庭課

Ⅲ-31
母子寡婦福祉連合会
への支援

母子寡婦福祉連合会が実施する事業に協
力するとともに、組織力の向上を支援し
ます。

令和２年度に実施された交流事業に対し補助金を交付しました。
交付額　89,851円

Ａ 児童家庭課

Ⅲ-32
ひとり親家庭等の相
談事業（母子・父子
福祉協力員）

各地区に、母子・父子福祉協力員を置
き、身近な相談相手として、日常生活等
の相談に応じます。

令和元年度から事業廃止 N 児童家庭課

Ⅲ-33
ひとり親家庭医療費
助成

ひとり親家庭の医療費の一部負担金を助
成します。

医療費を助成しました。
申請件数14,937件

Ａ 児童家庭課

目標Ⅲ(2)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-34
障害福祉計画の策
定・推進

障害者総合支援法に基づいて、障害福祉
計画を策定し実施します。

本年度、障害福祉関係団体等より選出した委員で構成する障害者計画等策定委員会を設
置、3回の会議を実施して「あしかがし障がい児者福祉プラン（第6期計画）」を策定し
ました。

Ａ 障がい福祉課

　ウ　障がいのある人の生活の安定と自立の支援
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【別紙２】

目標Ⅲ(2)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-35
障害福祉サービス等
の利用推進

障がい者（児）の放課後等デイサービ
ス、日中一時支援事業等の利用推進を図
ります。

障がい福祉課窓口や障がい者基幹相談支援センター、その他広報紙やホームページ等で
事業の周知を行いました。

Ａ 障がい福祉課

Ⅲ-36
あおぞら青年学級の
開設

心身に障がいをもつ青年を対象とした青
年学級の開設に併せて、学級運営のボラ
ンティアを募集し、障がい者の理解を進
めながら、ともに活動する機会を提供し
ます。

６月～翌年３月の間に助戸公民館で全１０回の講座を実施しました。
延べ受講者数　１５０名

Ａ 生涯学習課

Ⅲ-37
重度心身障害者医療
費助成

重度心身障害者の医療費の一部負担金を
助成します。

随時、助成申請のあった医療費について、内容を確認し、助成しました。 Ａ 障がい福祉課

目標Ⅲ(２)エ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-38
市民サービス体制の
充実

多言語によるホームページや多言語対応
パンフレットなど、外国人が理解しやす
い生活情報やイベント等の情報を提供す
るとともに、ニーズの把握に努めます。

毎月2回、多言語版あしかがみ（要約版）を配布及び市ホームページに掲載しました。
（英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語／約1,400部）
4月に、市民生活ガイドブック（多言語版）を更新し、市ホームページに掲載しまし
た。（英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語）

Ａ 市民生活課

Ⅲ-39 外国人相談の実施
本市在住の外国人が日常生活を送ってい
く上での各種生活相談等に対応するた
め、外国人相談事業を行います。

毎月第2水曜日に、外国人のための在留資格相談を開催しました。
なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、5月と2月の相談は中止となりました。
相談件数：9件

Ａ 市民生活課

Ⅲ-40
通訳ボランティアの
募集・活用

市民から通訳ボランティアを募集し、本
市を訪問したり、在住している外国人に
対して「ことばのサービス」を行いま
す。

足利市ボランティア通訳人材バンクを運営しました。
登録者41名、登録言語14言語、依頼6件、活動実績3件

Ａ 市民生活課

Ⅲ-41
外国人のための日本
語講座の開設

日本講座を開設し、日本語の習得と日本
の文化を学び交流を深めます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和２年度の日本語講座は中止となりまし
た。

N 市民生活課

　オ　誰もが安心して暮らせる地域づくりの支援 目標Ⅲ(２)オ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-42 消費生活展の開催

消費者団体、業界、行政が一体となっ
て、最新の消費情報を市民に提供し、男
女を問わず市民全体に消費者意識を高め
ます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2020消費生活展は中止となりました。 N 市民生活課

Ⅲ-43 消費生活情報の提供

地域の中で、男性も女性も自立した消費
者として生活できるよう、情報紙等を通
して啓発を図ります。
・「あしかがみ」掲載
・わたらせＴＶによる啓発

「あしかがみ」や市ホームページ、消費生活センター内展示コーナー、商業施設の電光
掲示板において最新情報の提供や啓発に努めました。
消費生活展中止により、わたらせTVでの周知なし

Ｂ 市民生活課

Ⅲ-44 消費生活講座
賢い消費者となるよう啓発講座等を開催
し、消費生活における自己管理能力を高
めます。

出前講座を14回実施、238名が受講しました。 Ａ 市民生活課

　ウ　障がいのある人の生活の安定と自立の支援（続き）

　エ　在住外国人への支援
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【別紙２】

　オ　誰もが安心して暮らせる地域づくりの支援（続き） 目標Ⅲ(２)オ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅲ-45 「消費者月間」事業
市民全体に消費者意識の啓発を図るた
め、消費者月間に合わせ街頭啓発を実施
します。

「あしかがみ」や市ホームページ、市民ホールのモニター、商業施設電光掲示板におい
て啓発を実施しました。

Ｂ 市民生活課

Ⅲ-46 自主防災組織の育成

「自分たちのまちは、自分たちで守る」
の意識のもと、防災活動に必要な知識、
技術の習得を支援します。
・防災訓練の実施
・防災リーダー研修会
・防災講話等の実施

・防災訓練　感染症まん延防止のため実施なし
・防災リーダー研修会　感染症まん延防止のため実施なし
・防災講話等を実施しました。

C 危機管理課

Ⅲ-47
住民に対する応急手
当普及啓発活動

住民に対して応急手当に関する正しい知
識と技術の習得を図るため講習会を開催
します。
・普通救命講習
・応急手当講習

新型コロナウイルスの影響により未実施。 N
警防指揮課
中央消防署
河南消防署

Ⅲ-48
避難行動要支援者名
簿の整備

災害発生時に、要介護者や障がい者等の
避難行動要支援者についての支援、安否
確認等、生命又は身体を保護するために
避難行動要支援者名簿の整備を行いま
す。

新規該当者へ制度を周知するとともに、避難行動要支援者名簿既登録者（一部）の更新
作業を行った上で、避難時協力者（民生委員・児童委員、自治会、警察、消防、社協）
へ配布しました。

Ａ 社会福祉課

Ⅲ-49
福祉避難所の設置体
制の整備

災害時、高齢者や障がい者等の要配慮者
が、安心して生活ができる福祉避難所の
設置体制の整備を行います。

・福祉避難所特有の必要物資の一部を、３７か所の指定避難所に配置しました。
・指定避難所内に、要配慮者用のスペースを整備しました。
・西宮林野火災において、３か所の指定避難所を開設し、保健師等の要配慮者のケアが
できる職員を配置しました。（社会福祉課）

令和２年度に緊急地区隊の運用を見直し、各指定避難所に２名の福祉避難所担当職員を
配置したほか、避難所の建物の中の避難スペースについてゾーニングを行いました。ま
た、間仕切りやベッド、救護物品等を配備しました。（危機管理課）

Ａ
社会福祉課
危機管理課

基本目標Ⅳ　ＤＶ(配偶者等からの暴力)の根絶と被害者を守るまちづくり

(1)暴力を許さない社会づくり

目標Ⅳ(１)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-1
女性に対する暴力を
なくす運動週間等に
おける意識啓発

女性に対する暴力をなくす運動、男女共
同参画週間、人権週間等において、ＤＶ
についての啓発を強化します。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、街頭啓発は中止しました。代わりに男女
共同参画センター内でチラシ配架、ポスター掲示をし、周知・啓発をしました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅳ-2
講演会等による意識
啓発

ひとtoひとのフォーラムや人権問題研修
等の講演会において、ＤＶ防止の啓発を
進めます。

１２月の「ひとtoひとのフォーラム足利２０２０」において、「女性の生き方何でも相
談」のパンフレット、ＤＶ防止啓発物品（メモ帳）を配布しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

Ⅳ-3
セクハラ防止等の啓
発

パンフレットの配布等により意識啓発を
行います。

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布や企業訪問によ
り、啓発を行いました。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）    (商業振興課)

チラシをカウンターに配架、ポスターを館内掲示して意識啓発を行いました。（人権・
男女共同参画課）

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

　ア　市民への啓発・広報の充実
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【別紙２】

目標Ⅳ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-4
市職員に対する研修
の充実

市職員にＤＶに対する正しい理解のため
の研修を行うほか、被害者支援に職務上
関連が深いと思われる窓口の職員に対し
ては、二次被害の防止と適切な対応をす
るために、他機関の研修に派遣を行いま
す。

栃木県とちぎ男女共同参画センターが主催する、配偶者からの暴力の被害者である女性
の保護等に関する研修会へ職員1名を派遣しました。

Ａ 人事課

目標Ⅳ(２)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-5
女性のための相談体
制の充実

女性のための相談について、関係各課が
連携を図り、助言等を行います。

相談内容に応じ、関係機関、関係課に連絡し、情報共有及び助言等を行いました。（人
権・男女共同参画課）

家庭内や夫婦間の問題等について、関係各課で連携をとり、相談体制の充実を図りまし
た。（市民生活課）

女性のための相談実施機関との連携会議を実施し、情報共有と意見交換を図りました。
（児童家庭課）

Ａ
人権・男女共同参画課

市民生活課
児童家庭課

Ⅳ-6 相談員の資質の向上
被害者に対する相談と適切な助言を行う
ため、専門研修を受講するなど、相談員
の資質を向上します。

相談員に、研修会及び関連資料の情報提供を行いました。（人権・男女共同参画課、市
民生活課）

県の婦人保護業務関係職員研修会へ参加 2回（延べ参加者数2名／ほか書面による研修
1回）
栃木県婦人相談員連絡協議会定例会・研修会に参加 3回（延べ参加者数 3名／ほか書面
による研修 1回）（児童家庭課）

Ａ
人権・男女共同参画課

市民生活課
児童家庭課

Ⅳ-7 法律相談の実施 被害者に対する法律相談を実施します。

法律相談が必要な案件は、随時、民間法律相談所等を紹介しました。（人権・男女共同
参画課）

弁護士相談が必要な方には、毎月４回実施している無料弁護士相談を案内しました。
（市民生活課）

離婚や親権に関わる相談など、専門的な知識を必要とする内容について増加しており、
無料弁護士相談や法テラスの利用を勧めました。（児童家庭課）

Ａ
人権・男女共同参画課

市民生活課
児童家庭課

Ⅳ-8
休日・夜間の緊急相
談への対応

休日・夜間の緊急相談に対応するため、
県をはじめ、関係機関との緊急連絡体制
をつくります。

休日・夜間の緊急時対応を行った警察等と、その後の被害者の自立支援を行うための連
携体制について検討しました。

Ａ 児童家庭課

Ⅳ-9
ＤＶ被害者相談シー
トの作成

相談や手続きの速やかな対応と相談者の
二次被害の防止を図るため、ＤＶ被害者
相談シートを作成し対応します。

「女性の生き方何でも相談受付表」を用いて、シートを作成しました。（人権・男女共
同参画課）

速やかに相談に対応できるよう、データで相談記録を一元管理しました。（児童家庭
課）

Ａ
人権・男女共同参画課

児童家庭課

目標Ⅳ(２)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-10 対応マニュアル周知
被害者に接する可能性のある関係機関向
けの実践的な対応マニュアルを周知しま
す。

相談員等に対応マニュアルの周知をしました。（人権・男女共同参画課、児童家庭課） Ａ
人権・男女共同参画課

児童家庭課

Ⅳ-11
児童虐待とＤＶ被害
への対応

児童虐待の背後にあるＤＶ被害に気づ
き、被害者の保護とそれに伴う子どもへ
の対応について関係機関の連携を強化し
ます。

令和２年度より子ども家庭総合支援拠点を設置し、児童及び妊産婦の福祉に関する各種
相談への対応を行いました。
相談受付件数　　202件   相談指導回数　9,616回

Ａ 児童家庭課

　イ　市職員に対する研修の充実

(2)被害者の相談・支援体制の充実

　ア　相談体制の充実

　イ　早期発見への体制づくり
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目標Ⅳ(２)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-12
被害者を孤立させな
い地域社会づくり

広く市民に通報先や相談機関について周
知を徹底し、被害者への理解、孤立させ
ない地域社会づくりのための啓発を行い
ます。

相談連絡先を記載された啓発物品を男女共同参画センター２階に配架及びポスター掲示
をして周知啓発しました（人権・男女共同参画課）

11月の「女性に対する暴力をなくす運動週間」中に相談連絡先を記載した配布物（カー
ド）により周知を図りました。（児童家庭課）

Ａ
人権・男女共同参画課

児童家庭課

　ウ　被害者に対する情報提供及び自立支援体制の充実 目標Ⅳ(２)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-13
相談窓口と関係課の
連携

被害者が速やかに安心して情報提供と支
援が受けられるよう、相談窓口と関係課
との連携を図ります。

担当課と情報交換会を行い、連携を円滑にとれるよう情報共有を行いました。（人権・
男女共同参画課）

担当課と情報交換、情報共有を行い、連携を図りました。（児童家庭課）

Ａ
人権・男女共同参画課

児童家庭課

Ⅳ-14
子どもの接近禁止命
令が発せられた際の
対応

子ども接近禁止命令が発せられた場合
等、学校や幼稚園、保育所(園)等におい
て、適切な対応が行われるよう制度と対
応について周知します。

子に関する接近禁止命令の実績はありませんでしたが、必要に応じ、学校や幼稚園、保
育所（園）など、関係機関に速やかに連絡をとり、適切な対応が行われるよう対応して
います。

Ａ 児童家庭課

Ⅳ-15
自立支援に向けて関
係課の調整

被害者の自立支援については多くの課が
関係しており、一元的に対応するため、
庁内関係課の調整を行います。

個々の事例の必要性に応じて、公営住宅や老人福祉、障がい者福祉等の所管課と連絡調
整を図りました。

Ａ 児童家庭課

　ア　民間団体への支援と連携強化 目標Ⅳ(３)ア
事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-16 民間団体への支援
被害者の相談と一時保護を行う民間団体
に対し、支援内容を検討します。

（社）被害者支援センターとちぎに負担金を支出し支援しました。 Ａ 市民生活課

　イ　関係施設との連携強化 目標Ⅳ(３)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-17
母子、高齢者、障が
い者施設との連携

一時保護退所後も施設における支援が必
要な母子については、母子生活支援施設
への入所について連携を強化します。被
害者が高齢者、障がい者で施設入所が適
切と認められる場合は、施設入所が柔軟
に行われるよう連携します。

事案が発生した場合に必要な支援が行えるように、関係者間で情報共有と連携を図りま
した。（やむを得ない事由による措置入所等）（元気高齢課、障がい福祉課）

支援が必要な母子について、母子生活支援施設に入所をさせるとともに、施設担当者と
密接に連携を図り、被害者の生活安定に向けた支援を行いました。入所世帯 延べ 3世
帯（母子延べ 11名）（児童家庭課）

Ａ
元気高齢課

障がい福祉課
児童家庭課

　ウ　県・他市町村との連携強化 目標Ⅳ(３)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和２年度実施状況 評価 担　当　課

Ⅳ-18
県の配偶者暴力相談
支援センターとの連
携

緊急性のある被害者には迅速かつ適切な
対応が必要な事から、県の配偶者暴力相
談支援センターと被害を支援するため
に、密接な連携をします。

複合的な課題がある相談者に対し、早急に連携を行い、一時保護につなぐなど、適切な
支援を行いました。

Ａ 児童家庭課

Ⅳ-19 他市町村との連携
被害者に対し適切な対応ができるよう、
他市町村等の関係機関と連携します。

市外に避難する被害者については、転出先の市町村担当者に情報提供をし、市外からの
転入者については当該市町村担当者から情報提供を受け、切れ目のない支援を適切に行
いました。

Ａ 児童家庭課

　イ　早期発見への体制づくり（続き）

(3)関係機関・団体等との連携
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【別紙３】

（１）男女（だれも）が対等なパートナーとして尊重し合い参画できるまちづくり

No 施策の方向 指標 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
目標値

令和２年度
担当課

1
男女の人権を認め合う意
識の高揚

来場者アンケート対象者
に占める
男性の割合（男女共同参
画週間事業）

15% 18.9% 22.7% 22.9% 19.5% 19.0% 29.6% 30% 人権・男女共同参画課

2
政策・方針決定の場への
女性の参画の促進

女性人材リスト登録
者数

34人 34人 34人 35人 35人 35人 38人 40人 人権・男女共同参画課

3
政策・方針決定の場への
女性の参画の促進

各種審議会等における
女性の登用率

34.2% 34.1% 32.7% 33.3% 33.1% 33.5% 33.1% 40% 人権・男女共同参画課

4
政策・方針決定の場への
女性の参画の促進

足利市役所の女性
管理監督職の割合

17.4%
18.1%

17.4% 18.5% 19.8% 20.3% 21.0% 20.1%
19.6%
23.7%

人事課

（２）ワーク・ライフ・バランスで多様な生き方の選択が可能なまちづくり

No 施策の方向 指標 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
目標値

令和２年度
担当課

1
働く場における男女平等
の推進

家族経営協定締結数 94人 97人 105人 108人 110人 114人 116人 109人 農政課

2
働く場における男女平等
の推進

市民意識調査で職場の
人事配置や昇進で「平
等、ある程度平等」と回
答した者の割合

44.1% - - - - 46.9% - 50% 人権・男女共同参画課

3
仕事やその他の活動の両
立を可能にする環境の整
備

ファミリーサポートセン
ター利用者の延人数

1,389人 901人 769人 588人 944人 725人 543人 1,500人 こども課

4
仕事やその他の活動の両
立を可能にする環境の整
備

地域包括支援センターの
数

6か所 6か所 7か所 ７か所 7か所 7か所 ７か所 7か所 元気高齢課

計画が目指す数値目標の推移（実績値）

※No4「足利市役所の女性管理監督職の割合」について
・基準日の見直しを行い、基準値（H２６ 年度）を１７.４％から１８.１％に修正しました。（Ｈ２９修正）
・目標値の見直しを行い、目標値（Ｒ２年度）を１９.６％から２３.７％に修正しました。（Ｈ３０修正）
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【別紙３】

（３）男女（だれも）が健康に暮らせる安心・安全なまちづくり

No 施策の方向 指標 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
目標値

令和２年度
担当課

1
生涯を通じた男女の健康
支援

思春期講座を実施する
小・中学校の割合

50% 57.6% 73.5% 72.7% 85.3% 94.1% 79.4% 60% 健康増進課

2
生涯を通じた男女の健康
支援

特定健康診査受診率
40%

31.7%
31.8% 34.0% 34.6% 33.7% 31.3% 29.6% 45%

健康増進課
保険年金課

3
生涯を通じた男女の健康
支援

子宮頸がん検診受診率 21.8% 22.2% 22.0% 21.8% 20.2% 18.6% 17.3%
45％

※平成30年
健康増進課

4
生涯を通じた男女の健康
支援

歯周疾患検診受診率 1.3% 1.0% 0.9% 0.9% 2.1% 1.8% 1.4%
4.9％

※平成30年 健康増進課

5
誰もが安心して暮らせる
環境の整備

ひとり暮らし高齢者等
緊急通報システム設置
世帯数

1,386世帯 1,334世帯 1,337世帯 1,220世帯 1,075世帯 966世帯 895世帯 1,460世帯 元気高齢課

（４）DV（配偶者等からの暴力）の根絶と被害者を守るまちづくり

No 施策の方向 指標 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度
目標値

令和２年度
担当課

1 暴力を許さない社会づくり
市職員に対して二次被
害防止に向けた研修へ
の派遣者数

0人 0人 3人 3人 0人 ２人 １人 毎年1人
人事課

行政管理課

2 暴力を許さない社会づくり

市民意識調査で夫婦間
等で平手で打つという行
為が行われた場合「どん
な場合でも暴力にあた
る」と回答した者の割合

67.4% - - - - 76.8% - 100% 人権・男女共同参画課

※No２「特定健康診査受診率」について
・基準値（H２６年度）の４０％は目標値だったため、実績値の３１.７％に修正しました。（H３０修正）
・担当課に、保険年金課を加えました。(H３０修正)
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「足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画」に係る 

令和２年度実施状況について 

 

 

総務部 人権・男女共同参画課 

 

１ 趣旨 

本市では、平成 29年 10月に策定した「足利市女性の職業生活における活躍の

推進に関する計画」（推進期間：平成 29 年度～令和２年度）に基づき、女性活

躍推進の取組を前進させるため、各種施策を進めてきました。 

このたび、本計画に掲げた女性活躍推進に関する施策の、最終年度である

令和２年度実施状況を報告するものです。 

なお、本計画は「足利市男女共同参画基本計画（第 3期）」に基づき連動した

事業もあります。 

 

２ 令和２年度実施状況 

（１）評価 

   実施状況については、裏面の評価一覧のとおり、A評価の率は、施策１「女性

の職業生活における活躍を推進するための支援措置」については約 91％、施策

２「職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備」については 

約 78％、施策３「女性の職業生活における活躍の推進施策に関するその他の重

要事項」については 100％となりました。 

新型コロナウイルス感染症の影響により、計画通り実施できなった事業もあり

ましたが、感染対策を取りながら工夫して事業や啓発を行っており、総合的に

見ると概ね計画通り実施できている状況です。 

   今後は、今年度からスタートした「足利市男女共同参画基本計画（第 4期）

に基づき、着実な施策の実施を図り、さらなる男女共同参画社会の実現を目指

します。 

 

（２）施策事業の内容 

  ・令和２年度実施状況一覧  別紙１のとおり 

  ・令和２年度実施状況    別紙２のとおり 

 

（３）計画が目指す数値目標の推移（実績値） 

  別紙３のとおり 
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＜ 参 考 ＞ 

 

令和２年度施策事業の評価一覧 

評価 施策１ 施策２ 施策３ 計 

A 31 28 2 62 

B 3 4 0 6 

C 0 0 0 0 

N 1 4 0 5 

計 35 36 2 73 

 

 

評 価 基 準 

Ａ … 計画通りに実施できた。 

Ｂ … 計画の 50％以上実施できた。 

Ｃ … 計画の 50％未満しか実施できなかった。 

Ｎ … 実績・該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.4

5.7

施策1

77.8

施策2

100.0

施策3

実施状況（％）

11.1
Ａ評価

Ｂ評価

Ｎ評価

2.9 11.1



【別紙１】

具体的取組
☆印は、男女共同参画基本計画掲載事業

（備考欄に事業番号記載）
Ｈ３０ R1 R２

  ア　様々な方法で事業主に対する啓発   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
企業活動と人権に関するガイドブック配布
ホームページ掲載

  イ　中小企業に対し策定に必要な情報の提供   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
市民ホールへの国県のチラシ設置や市ホームページへの掲載
男女共同参画センターでのパンフレット設置

 
１

  ア　女性の活躍推進好事例の周知、普及   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
ホームページ掲載
男女共同参画センターでのパンフレット設置

  イ　国が行う企業の取組等に関する情報の発信   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
ホームページ掲載
男女共同参画センターでのパンフレット設置

（３）
  女性の職業生活における活
躍の推進に取り組む企業認定
制度の周知

  ア　「企業の認定制度」に関する情報発信、取得事業所の
        増加

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ 企業活動と人権に関するガイドブックの配布

（１）   労働問題の解決への支援   ア　☆相談体制の充実   人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ
「女性の生き方何でも相談」毎週木曜日、「労務相談」毎月第４水曜日、
「青少年の職業的自立を支援する相談」毎月第３金曜日実施

  ア　国の「非正規雇用者処遇改善等支援」に関する情報
       の発信

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ 市民ホールにチラシの設置及びホームページ掲載

  イ　改正パートタイム労働法について、市内企業への啓発   商業振興課 Ａ Ａ Ａ 企業活動と人権に関するガイドブックの配布

  ウ　☆パートタイム労働法及び最低賃金制度の周知   商業振興課 A Ａ Ａ パートタイム労働法や最低賃金の周知

  ア　キャリアアップ講座や研修の実施、エンパワーメント支
       援取組の強化

  人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ｂ

女性活躍応援講座「アンコンシャスバイアス講座」実施（新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため１講座中止）、
センターで職業講座実施「日商簿記３級合格準備講座」「パソコン教室
ワード基礎編」「話し方教室」

施策１
 

（３）
  イ　女性人材の交流やネットワークづくり、女性グループの
       育成支援等による、人材の発掘・育成の推進

  人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ｂ 「女性活躍応援講座」を通じ、異業種間交流を図る

  ウ　女性団体の育成支援や研修会への参加者を推進・支
       援、人材の発掘・育成の推進

  人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 県管理「栃木県女性の人材情報」に１名推薦

  エ　足利市女性職員輝きプランに基づき、市役所内の女
       性職員の活躍の推進

  人事課 Ａ Ａ Ａ
管理監督職である副主幹級以上の職員における女性職員の割合：20.1%、
各職場の中心となる女性職員を対象とし、「女性リーダー研修」を実施

 
２   ア　県等の機関が実施する職業訓練等の周知   商業振興課 Ａ Ａ Ａ あしかがみやホームページ掲載

  イ☆人材育成事業の推進と支援   商業振興課 Ａ Ａ Ａ あしかがみによる公共施設での訓練PR、就職支援セミナー

  ウ☆職業講座の開設   人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ
「再チャレンジ支援セミナー 話し方講座」、「日商簿記３級合格準備講座」、
「パソコン教室ワード入門編」「パソコン教室ワード応用編」４講座開催

  エ☆再就職に関する情報の提供   人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ
男女共同参画センターでの情報提供及びセミナーに関するあしかがみ・ポ
スター等による周知、市民ホールでの求人情報の提供

  オ☆再就職支援セミナー   人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ 「再チャレンジ支援セミナー」、「就業支援セミナー」の開催

  カ　男女雇用機会均等法の周知、女性の就業機会の拡大   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
企業活動と人権に関するガイドブックの配布、男女共同参画センター内
で、就業機会に役立つ情報を掲示

  ア　創業塾や創業相談により女性の起業支援等を実施   商業振興課 Ａ Ａ Ａ 関係機関と連携を図り、創業塾を開講（２講座）

  イ　起業に要する資金の融資などの相談等による女性起
       業の支援

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ 女性の独立開業、「えるぼし」・「くるみん」認定企業への金利優遇

  ウ　起業に関する情報提供や相談、講座の実施による企
       業希望者の支援

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ チラシ等の設置やホームページ掲載

足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画　令和２年度実施状況一覧

施策
施策内容

令和２年度実施状況

評価

 
（５）

  （４）

担当課（室）

 
（２）

 
（１）

 
（２）

女性の職業生活にお
ける活躍を推進するた
めの支援措置

  女性の登用のための支援

  再就職支援

  起業・創業支援

内容

取組内容

  希望に応じた多様な
働き方の実現に向けた
支援措置

  中小企業における一般事業
主行動計画の周知啓発

  女性の活躍推進に関する好
事例の普及啓発等

  非正規雇用における雇用環
境等の整備

  中小企業における一
般事業主行動計画の
策定の支援等

評価基準
Ａ … 計画どおり
Ｂ … 計画の５０％以上
Ｃ … 計画の５０％未満
Ｎ … 未実施・該当なし

42



【別紙１】

具体的取組
☆印は、男女共同参画基本計画掲載事業

（備考欄に事業番号記載）
Ｈ３０ R1 R２

足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画　令和２年度実施状況一覧

施策
施策内容

令和２年度実施状況

評価

担当課（室）

内容

取組内容

評価基準
Ａ … 計画どおり
Ｂ … 計画の５０％以上
Ｃ … 計画の５０％未満
Ｎ … 未実施・該当なし

  ア　農林業、商工業等における男女共同参画の啓発   商業振興課、農政課、農林整備課 Ａ Ａ Ａ
企業活動と人権に関するガイドブックの配布、農林業従事者の適切な所
得・労働時間環境のため、家族経営協定を締結（実績２件）

  イ☆農村女性活動推進事業   農政課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、研修会中止

  ウ☆とちぎの農業・農村男女共同参画ビジョンの実現を目
        指した活動の推進

  農政課 Ａ Ａ Ａ 足利市農業・農村男女共同参画ビジョン推進委員会を開催

  エ　入札制度への女性活躍取組状況の反映について検討   契約検査課 Ａ Ａ Ａ
建設工事に係る令和３・４年度入札参加資格申請において、格付項目とし
て実施

  ア　中高生に職業に関する講演会の実施   商業振興課 Ａ Ａ Ａ
中高生対象のニート・フリーター未然防止講演会の開催（中学校９校、高
等学校１校）

(続き)施策１   イ　男女共同参画の視点に立ったｷｬﾘｱ教育の推進   学校教育課 Ｂ Ｂ Ｂ
学校教育指導計画をもとに、各学校において、キャリア教育を実施
小中教研の各部会は、コロナウイルス感染拡大防止のため中止

  人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ
男女共同参画センターにポスターの掲示やパンフレットを配置、ホーム
ページ掲載

  人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ
男女共同参画センターに、冊子「働く女性のための応援ブック」、就業に役
立つ情報チラシ「知っ得情報」を配置、国県チラシの市民ホールへの設置

  人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ 男女共同参画センターにてチラシを配置、企業訪問等で周知

  人権・男女共同参画課、商業振興課 Ａ Ａ Ａ
情報紙「かけはし」で、女性活躍推進につながる男性の育児参画の必要
性について啓発、国県チラシの市民ホールへの設置

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ 企業活動と人権に関するガイドブックの配布

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ
ﾊﾛｰﾜｰｸや雇用協会との連携により新規学卒者求人説明会にて、男女均
等、女性雇用の啓発

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ 企業向け人権啓発パンフレットの配布等による啓発と周知

  人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 情報紙「かけはし」で、市民意識調査の結果を掲載

  人権・男女共同参画課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

 
１

  人権・男女共同参画課 Ａ Ａ N 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、講座中止

  健康増進課 Ａ Ａ Ａ 県作成の父子手帳を母子健康手帳の交付に合わせて周知

  人事課 Ａ Ａ Ａ 女性管理者等を対象に、「女性リーダー研修」を実施

施策２   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ 市民ホール、男女共同参画センター内にチラシの設置

  ア　地域型保育事業への支援   こども課 Ａ Ａ Ａ 該当事業者（１か所）への支援

  イ　☆民間保育園施設・環境整備への助成   こども課 Ｎ Ｎ Ｎ 実施なし

  ウ　☆乳児保育・すこやか(発達支援)保育の充実   こども課 Ａ Ａ Ａ 受入体制整備

  エ　☆延長保育の実施   こども課 Ａ Ａ Ａ 仕事と子育ての両立支援

  オ　☆一時預かり事業の実施   こども課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら受入体制整備

  カ　☆休日保育の実施   こども課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら休日保育を実施（両野保育園）

  キ　☆病児保育事業の実施   こども課 Ａ Ａ Ａ 病児保育事業により仕事と子育ての両立支援

 
２

 
３

 
２

女性の職業生活にお
ける活躍を推進するた
めの支援措置

職業生活と家庭生活と
の両立を図るために必
要な環境の整備

  職業生活と家庭生活の両立
に向けた子育て支援環境の整
備

  男性の意識と職場風
土の改革

 
（７）

  イ　☆生活技術講座の開設

  ウ　☆家族ふれあい講座の開設

  エ　「父子手帳」の周知による育児への参加促進や意識啓発

  オ　管理者に対する、ワーク・ライフ・バランスセミナー等研修会の実施

  女性の職業生活にお
ける活躍を推進するた
めの情報の提供及び啓
発活動

  エ　法の趣旨や理念を様々な広告媒体により市民や事業主に対する啓発

  キャリア教育等の啓発活動

  女性の参画が少ない分野で
の職場環境整備等

 
（６）

  ア　国や県が収集整理した情報を様々な広告媒体による発信

  イ　ワーク・ライフ・バランスや起業など女性の職業活躍に関する情報提供

  (1)

  カ　国県の企業向けワーク・ライフ・バランスセミナー等の情報提供

  職業生活と家庭生活
の両立のための環境整
備

  (続き)

  希望に応じた多様な
働き方の実現に向けた
支援措置

  オ　「企業活動と人権に関するガイドブック」の配布等により市内企業への啓発

  カ　☆新規学卒者求人説明会における啓発

  キ　☆事業者への意識啓発

  ア　男女共同参画情報紙等におけるイクメン等の記事掲載

  ウ　県「とちぎ女性活躍応援団」への登録促進、「男女生き活き企業認定・表彰制度」の周知
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【別紙１】

具体的取組
☆印は、男女共同参画基本計画掲載事業

（備考欄に事業番号記載）
Ｈ３０ R1 R２

足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画　令和２年度実施状況一覧

施策
施策内容

令和２年度実施状況

評価

担当課（室）

内容

取組内容

評価基準
Ａ … 計画どおり
Ｂ … 計画の５０％以上
Ｃ … 計画の５０％未満
Ｎ … 未実施・該当なし

  ク　☆子育て支援総合ホームページの充実   こども課 Ａ Ａ Ａ 子育て支援ホームページ「いいとこだがネット」の内容充実

  ケ　☆家庭児童相談の実施   児童家庭課 Ａ Ａ Ａ 「足利市子ども家庭総合支援拠点」を課内に設置

  コ　☆ファミリーサポートセンターの推進 　こども課 Ｂ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら組織の活動を支援

  サ　☆日常生活用具給付等   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ
在宅高齢者やその家族のために、日常生活用具（品）の給付や貸与の実
施

  シ　☆老人ホームへの入所措置   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ 必要な方への養護老人ホームへの入所措置

  ス　☆高齢者に施設サービスの提供   元気高齢課 A Ａ Ａ 公募による施設整備を令和元年度に実施し、４月に開所

  (1)
  セ　地域子育て支援センターなどにおける子育て親子の
        交流促進と子育て情報の提供

  こども課 Ａ Ａ Ａ
地域の子育て力の育成と、支援体制の充実（さいこう子育て支援センター
ほか７か所）

  ソ　☆放課後児童健全育成事業の推進   児童家庭課 Ａ Ａ Ｎ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、職員研修会中止

  タ　☆こども館活動の推進   こども課 Ａ Ａ Ｂ 新型コロナウイルス感染対策を取りながら活動を支援

(続き)施策２

 
２

  チ　☆地域活動クラブの運営支援   こども課 Ａ Ａ Ａ 運営支援

  ツ　☆子育て相談   こども課 Ａ Ａ Ａ 子育て環境の整備

  テ　☆子育て支援拠点事業の実施   こども課 Ａ Ａ Ａ
地域の子育て力の育成と、支援体制の充実（さいこう子育て支援センター
ほか７か所）

  ト　☆地域包括支援センター運営事業   元気高齢課 Ａ Ａ Ａ
高齢者の介護予防支援や在宅介護支援、権利擁護に関する支援（地域
包括支援センター　7か所）

  ナ　市役所の男性職員の育児参画の促進   人事課 Ａ Ａ Ａ
中級職員研修「男女共同参画を考える」を実施（男性職員18名参加）、各
種休暇制度説明及び職場内の活用促進に関する助言の実施

  ア　「企業活動と人権に関するｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸ」配布　   商業振興課 Ａ Ａ Ａ 企業活動と人権に関するガイドブックの配布、企業訪問による啓発

  イ　有給休暇等の取得促進に向けた意識啓発   商業振興課 Ａ Ａ Ａ 市民ホールへのチラシの設置

  ウ　☆家族経営協定締結の推進   農政課、農林整備課 Ａ Ａ Ａ 家族経営協定の締結推進（実績２件）

  ア　育児・介護休業法等制度の周知   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
企業活動と人権に関するガイドブックの配布、企業訪問による啓発、男女
共同参画センター内でチラシの配置

  イ　次世代育成支援対策推進法の周知啓発   商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
国県チラシの市民ホールへの設置、県との企業訪問による啓発、男女共
同参画センター内で、チラシの配置

  ア　国の「テレワークの導入支援並びにフレックス制度の
       導入等」の情報発信

  商業振興課 Ａ Ａ Ａ 市民ホールへのチラシの設置

  イ　子育て中、在宅の方への有効な働き方の情報提供   商業振興課 Ａ Ｂ Ａ
働きたい子育て期の女性向けに、子育てをしながら市内企業で働く先輩の
体験談や就労支援情報の発信

  商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
男女共同参画ｾﾝﾀｰ内ﾎﾟｽﾀｰ掲示、パンフレット配置
企業関係各所へ企業向け人権啓発パンフレット配布

  商業振興課、人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
ハラスメント防止対策強化に伴う、事業主及び労働者の責務等が掲載さ
れたハラスメントに関するチラシを男女共同参画センター内に配置

  人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
本計画の見直しについて、推進本部関係各課と個別に施策事業の見直し
等を行い、計画を検討し、内容を精査

  人権・男女共同参画課 Ａ Ａ Ａ
推進本部で検討した「男女共同参画基本計画（第４期）」について足利市
男女共同参画審議会で協議

(※)パタニティハラスメントの略で、男性が育児をする権利や機会を職場の上司や同僚などが侵害する言動のこと。

　　　　　　施策３

女性の職業生活にお
ける活躍の推進施策に
関するその他の重要事
項

  長時間労働の是正・休暇の
取得促進

  職業生活と家庭生活の両立
に向けた企業の取組促進

  庁内横断的な推進体
制の整備

 
３

 
１

職業生活と家庭生活と
の両立を図るために必
要な環境の整備

  ア　☆「企業活動と人権に関するガイドブック」を企業に配布し、意識啓発

  ア　推進本部による、施策の総合的かつ効果的な推進

  ハラスメントのない職
場の実現

  柔軟な働き方の推進

  イ　推進本部及び男女共同参画審議会における、各種施策の推進状況を継続的に評価。
　　　関係各課等との連携による推進状況の公表

  (続き)

  （続き）

  職業生活と家庭生活の両立
に向けた子育て支援環境の整
備

 
（２）

 
（３）

  （４）

  職業生活と家庭生活
の両立のための環境整
備

  イ　セクハラ防止、マタハラ、パタハラ(※)に関する資料の活用、企業等への啓発
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【別紙２】

１　中小企業における一般事業主行動計画の策定の支援等

（１）　中小企業における一般事業主行動計画の周知啓発

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布等により、啓発を行いまし
た。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

【商業振興課】

女性活躍推進法についての啓発資料を市ホームページに掲載し、周知啓発しました。

 【人権・男女共同参画課】

国や県が作成したチラシを市民ホールへ設置し情報発信を行いました。

【商業振興課】

女性活躍推進法の改正に伴い、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が変わる内容について
紹介しているﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを、男女共同参画センター内に配架、また市HPに掲載し、情報提供を行いまし
た。

 【人権・男女共同参画課】

（２）　女性の活躍推進に関する好事例の普及啓発等

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

県が作成したチラシを市民ホールへ設置し周知啓発を行いました。

【商業振興課】

国や県が作成した中小企業における女性活躍推進の取組のための好事例や改善取組事例を男女共同
参画センター内に配架し周知啓発しました。

 【人権・男女共同参画課】

チラシ等を市民ホールへ設置し周知啓発を行いました。

【商業振興課】

「女性の活躍推進企業データベース」案内リーフレットを男女共同参画センター内に配架し、各企
業の働き方に関わる様々な情報を集約したサイトを周知しました。

 【人権・男女共同参画課】

ア
国や県が行う女性の活躍推進に関する好事例を
市ホームページ等において周知し、好事例の普
及啓発に努めます。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

イ

女性の活躍に関する情報公表の促進や、女性の
活躍に関する企業情報を一元的に集約した国の
データベースを活用し、効果的な発信に努めま
す。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

イ
一般事業主行動計画の策定に取り組む中小企業
に対し、策定に必要な情報提供を行います。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

施策１　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

ア
法の内容、制度趣旨等について、様々な広報媒
体により事業主に対する啓発を行います。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

評価基準
　　Ａ　…　計画どおり実施できた。
　　Ｂ　…　計画の５０％以上実施できた。
　　Ｃ　…　計画の５０％未満しか実施できなかった。
　　Ｎ　…　未実施・該当なし
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（３）　女性の職業生活における活躍の推進に取り組む企業認定制度の周知

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア

「女性の職業生活における活躍の推進に取り組
む企業の認定制度」に関する情報を発信し、
国・県、関係団体等とともに、当該認定を取得
する事業所の増加に努めます。

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布や企業訪問により、啓発を行
いました。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

Ａ 商業振興課

２　希望に応じた多様な働き方の実現に向けた支援借置

（１）　労働問題の解決への支援

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

毎週木曜日に「女性の生き方何でも相談」を実施しました。

 【人権・男女共同参画課】

毎月第４水曜日に「労務相談」を開催しました。また、毎月第３金曜日に「青少年の職業的自立を
支援する相談会」を実施しました。

【商業振興課】

（２）　非正規雇用における雇用環境等の整備　

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア

国が行う「非正規雇用者について働きに見合っ
た処遇改善を推進するための施策、非正規雇用
者のうち正社員への転換を希望する労働者に対
する支援等」に関する情報発信に努めます。

国が作成したチラシを市民ホールへ設置及びホームページに掲載し情報発信を行いました。 Ａ 商業振興課

イ

パート労働者の「公正な待遇の現実」を目的と
する改正パートタイム労働法について、「企業
活動と人権に関するガイドブック」などの配布
等により、市内企業へ啓発を行います。

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布等により、啓発を行いまし
た。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

Ａ
商業振興課

ウ

☆多様な就業意識や就業実態を踏まえた適切な
雇用管理を行うよう、事業主向けにパートタイ
ム労働法や最低賃金に関する情報提供を行いま
す。

ポスターの掲示、パンフレットの配布やホームページ・あしかがみへの掲載等で周知を図りまし
た。

Ａ
商業振興課

Ⅱ－４

ア
☆働く女性が抱える仕事や職場の悩みについ
て、関係機関と連携を図り、情報提供と相談体
制を充実します。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課
Ⅱ－６
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（３）　女性の登用促進のための支援　

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

・1月に開催予定の「女性活躍応援講座」は、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から中
止となりました。
・2月に「女性活躍応援講座アンコンシャスバイアス講座」を開催しました。(30名参加)
・男女共同参画センターにおいて社会人を対象に講座を開催しました。
　 8月～10月に「日商簿記３級合格準備講座」を1講座（延114名参加）
　 10月～11月に「パソコン教室ワード基礎編」を1講座（延227名参加）
　 再チャレンジセミナーとして3月に「話し方教室」を1講座（延42名参加）

 【人権・男女共同参画課】

関係機関が開催する講座の周知に努めました。

【商業振興課】

イ
女性人材の交流やネットワークづくりを推進す
るほか、女性グループの育成支援を図ることに
より、人材の発掘・育成を支援します。

市内企業で働く女性等に参加を呼びかけ実施した「女性活躍応援講座」において、講座を通じ、異
業種間での交流を図りました。

Ｂ 人権・男女共同参画課

ウ
女性団体の育成支援や男女共同参画に関する県
等の研修会への参加者を推薦・支援することに
より、人材の発掘・育成を推進します。

県で一元的に管理している「栃木県女性の人材情報」に、本市の各種事業で活躍している女性1名を
推薦し、女性の参画を推進しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

エ
足利市女性職員輝きプランに基づき、市役所内
の女性職員の活躍を推進します。

・新たに、部長級に1人、参事級に1人、課長級に1人、課長補佐級に3人、主幹級に12人、副主幹級
に7人の女性職員を昇任させました。管理監督職である副主幹級以上の職員における女性職員の割合
は20.1%となりました。
・7月1日に主査、副主幹、主幹の2年目の各職場の中心となる女性職員を対象とし、「女性リーダー
研修」を実施しました。12名参加

Ａ 人事課

（４）　再就職支援

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア
県やその他支援機関が実施する職業訓練等の講
座の周知広報に努めます。

県やその他支援機関が実施する職業訓練等の講座をあしかがみやホームページで周知しました。 Ａ 商業振興課

イ
☆職業訓練や就業機会の拡大などに向けた人材
育成事業を進めます。

公共職業訓練施設での訓練をあしかがみやホームページ等で周知しました。 Ａ 商業振興課 Ⅱ－７

ア
キャリアアップのための各種講座や研修を実施
し、意欲ある女性の活躍を広げるためのエンパ
ワーメントを支援する取組を強化します。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（続き） （４）　再就職支援

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

・8月～10月に、男女共同参画センターにおいて、社会人を対象に、「日商簿記３級合格準備講座」
（延114名）を開催しました。
・10月～11月に、足利大学附属高校において、パソコン教室ワード基礎編（延227名）を開催しまし
た。
・3月に、男女共同参画センターにおいて、社会人を対象に、「再チャレンジ支援セミナー 話し方
教室」（延42名）を開催しました。

 【人権・男女共同参画課】

関係機関が主催する講座等の周知を行いました。

【商業振興課】

男女共同参画センターにおいて、求人情報の提供をしました。

 【人権・男女共同参画課】

年間を通してハローワーク求人情報を市民ホールへ掲示し、児童家庭課へも情報提供しました。
関係機関の主催する面接会、相談会等について、ホームページやあしかがみへの掲載、ポスターの
掲示等を行いました。

【商業振興課】

３月に、男女共同参画センターにおいて、社会人を対象に、「再チャレンジ支援セミナー　話し方
教室」（延４２名参加）を開催しました。

 【人権・男女共同参画課】

就職支援セミナーを開催することができませんでしたが、公共職業訓練施設での訓練をあしかがみ
やホームページ等で周知しました。

【商業振興課】

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布や企業訪問により、啓発を行
いました。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

【商業振興課】

男女共同参画センターにおいて、求人情報の提供に合わせ、男女雇用機会均等法や県の最低賃金や
年次有給休暇など、就業機会に役立つ情報を掲示しました。

 【人権・男女共同参画課】

カ
男女雇用機会均等法の周知啓発を図り、女性の
就業機会の拡大に努めます。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

エ
☆関係機関と連携し、求人情報や女性労働者の
再就職支援制度についての情報を提供します。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課
Ⅱ－９

オ
☆再就職を希望する社会人等を対象に、職業技
術を習得する機会を提供します。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課
Ⅱ－１０

ウ
☆資格取得のための講座や職業技術の向上のた
めの講座を開設します。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課
Ⅱ－８
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（５）　起業・創業支援

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア
創業塾や創業相談等を実施し、女性の起業支援
等を実施します。

関係機関と連携を図り、創業塾を開講しました。
　８月～９月　１講座（１４人参加）
　１月～２月　１講座（８人参加）

Ａ 商業振興課

イ
起業に要する資金の融資などの相談や関係機関
との連携により、女性の起業を支援します。

足利市中小企業融資制度において、女性の独立開業への金利優遇を実施しました。（利用者が女性
の場合貸付利率を0.2%引下げ）
「えるぼし」「くるみん」認定企業への金利優遇を実施しました。（貸付利率を0.2%～0.4%引下
げ）

Ａ 商業振興課

ウ
起業に関する情報提供や相談、講座の実施等を
行い、起業希望者を支援します。

関係機関と連携を図り、チラシ等の設置やHPに掲載しました。 Ａ 商業振興課

（６）　女性の参画が少ない分野での職場環境整備等

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布により、啓発を行いました。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

【商業振興課】

認定農業者の個別指導会又は後継者の就農を契機に適切な環境で働くことができるよう家族協定の
締結を推進しました。実績2件

【農政課・農林整備課】

イ
☆農業経営や方針決定の場などに、自らの意思
で参画できるように、女性農業者等の能力向上
のための研修会や先進地視察等を開催します。

2月に足利市農業・農村男女共同参画ビジョン推進事業農業技術研修会を行う予定でしたが、新型コ
ロナウイルス感染防止のため中止しました。

Ｎ 農政課 Ⅱ－１１

ウ

☆男女がともに築く豊かで活力ある農村社会を
実現するために、互いの意識改革や女性の責任
を持った主体的な社会参画、活動しやすい環境
整備などを進めます。

H30年4月に策定した、第四次足利市農業・農村男女共同参画ビジョンを指針に、9月に足利市農業・
農村男女共同参画ビジョン推進委員会を開催しました。

Ａ 農政課 Ⅱ－１２

エ
建設工事の入札制度において、企業内における
女性の活躍を推進するための取組状況を評価に
反映させることを検討します。

建設工事に係る令和３・４年度入札参加資格申請において、格付項目として実施 Ａ 契約検査課

ア
農林業、商工業等における男女共同参画につい
ての啓発を行います。

Ａ
商業振興課

農政課
農林整備課
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（７）　キャリア教育等の啓発活動

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア
中高生を対象に職業等に対する講演会を実施し
ます。

中学生を対象に、ニート・フリーター未然防止講演会を開催しました。
・キャリアカウンセラーによる講演  中学校9校
高校生向けに企業出張説明会を開催　高等学校１校

Ａ 商業振興課

イ
性別にとらわれない、多様な生き方の実現に向
け、男女共同参画の視点に立ったキャリア教育
を推進します。

各学校においては、市教委作成の学校教育指導計画をもとに、特別活動等で一人一人のキャリア形
成や自己実現につながるよう、キャリア教育の指導を工夫しました。(小中教研の各部会について
は、コロナウイルス感染拡大防止のため中止）

Ｂ 学校教育課

３　女性の職業生活における活躍を推進するための情報の提供及び啓発活動

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

男女共同参画センターにおいて、女性活躍に関する情報のチラシや、様々な分野で活躍している女
性をロールモデルとして紹介している冊子を配架し周知しました。

 【人権・男女共同参画課】

国や県の作成したチラシを市民ホールへ設置し情報提供を行いました。

【商業振興課】

働く女性の生活に役立つ基礎知識を掲載した冊子「働く女性のための応援ブック」と、市独自の就
業機会に役立つ情報を掲載したチラシ「知っ得情報」を、男女共同参画センター内に配架し周知し
ました。

 【人権・男女共同参画課】

国や県の作成したチラシを市民ホールへ設置し情報提供を行いました。

【商業振興課】

男女共同参画センター内にチラシを配架し、制度を周知しました。

 【人権・男女共同参画課】

チラシの設置及び関係機関との企業訪問等で周知を行いました。

【商業振興課】

男女共同参画情報紙「かけはし」で、「女性活躍応援講座」の結果を掲載し、女性活躍推進につな
がる男性の育児参画の必要性について啓発しました。

 【人権・男女共同参画課】

国や県の作成したチラシを市民ホールへ設置し啓発を行いました。

【商業振興課】

Ａ

エ
法の趣旨や理念について、様々な広報媒体によ
り市民や事業主に対する啓発を行います。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課

イ
ワーク・ライフ・バランスや起業など、女性の
職業生活における活躍に関する情報提供を行い
ます。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課

ウ
ＨＰ等で県が行う「とちぎ女性活躍応援団」へ
の登録を促すとともに、「男女生き活き企業認
定・表彰制度」について周知をします。

Ａ
人権・男女共同参画課

商業振興課

施策１　女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置

ア
国や県が収集・整理した情報を様々な広報媒体
により積極的に発信します。

人権・男女共同参画課
商業振興課
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（続き）３　女性の職業生活における活躍を推進するための情報の提供及び啓発活動

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

オ
女性活躍推進法等について「企業活動と人権に
関するガイドブック」の配布等により、市内企
業へ啓発を行います。

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布等により、啓発を行いまし
た。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

Ａ 商業振興課

カ
☆新規学卒者求人説明会の機会をとらえ、企業
に対して男女雇用機会の均等確保と女性の雇用
についての周知広報を行います。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため新規学卒者求人説明会は中止でしたが、企業向け人権啓
発等パンフレットの配布により、啓発を行いました。

Ａ 商業振興課 Ⅱ－２

キ
☆関係機関と連携を図り、男女雇用機会の均等
確保と育児・介護休業制度等の啓発を行いま
す。

関係機関と連携を図り、企業向け人権啓発等パンフレットの配布等により、啓発を行いました。
・企業向け人権啓発等パンフレットの配布（3000部作成）
・国、県の作成するポスター等の掲示並びにパンフレット等の設置。

Ａ 商業振興課 Ⅱ－３

施策２　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備

１　男性の意識と職場風土の改革

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア
男女共同参画情報紙等において、イクメン等に
ついての記事を掲載します。

男女共同参画情報紙「かけはし10月号」で、令和元年度に実施した、市民意識調査の結果（「男は
仕事、女は家庭」という考え方について）を紹介し、男女がお互い支え合い、ワーク・ライフ・バ
ランスの調整を図っていくことの大切さについて掲載しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

イ
☆男性の自立を図るため、家庭生活に関する講
座を開設します。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止。 Ｎ 人権・男女共同参画課 Ⅱ－１５

ウ
☆家族のふれあいと、子育てへの男女共同参画
を進めるための講座を開設します。

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、中止。 Ｎ 人権・男女共同参画課 Ⅱ－１６

エ

父親の育児への積極的な参加を促進するため、
妊婦・出産・育児について母親の体調や精神状
態に合わせた、サポートの方法等、父親ならで
はの役割や、子育てのための総合的な情報を掲
載した「父子手帳」の周知を行い、意識啓発に
努めます。

県で作成した父子手帳の電子データを県のホームページからダウンロードして利用できることを母
子健康手帳の交付に合わせて周知しました。

Ａ 健康増進課

オ
管理者に対し、ワーク・ライフ・バランスセミ
ナー等の研修会を実施します。

7月1日に女性管理者等を対象に、「女性リーダー研修」を実施しました。
女性管理者8名参加

Ａ 人事課
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（続き）１　男性の意識と職場風土の改革

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

国や県の作成したチラシを市民ホールへ設置し情報提供を行いました。

【商業振興課】

中小企業のための女性活躍推進事業として国が取り組む説明会や相談会のチラシを男女共同参画セ
ンター内に配架し、情報提供しました。

 【人権・男女共同参画課】

施策２　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備

２　職業生活と家庭生活の両立のための環境整備

（１）職業生活と家庭生活の両立に向けた子育て支援環境の整備

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア
３歳未満で保育が必要な子どもを対象とした地
域型保育事業について、事業者に対し、必要に
応じ支援していきます。

該当事業者１か所について、必要な支援を実施しました。 Ａ こども課

イ
☆多様な保育需要に対応するため、民間保育園
が行う施設・環境整備に対して支援を行いま
す。

実施なし Ｎ こども課 Ⅱ－３３

ウ
☆乳児、発達支援が必要な児童の受け入れを円
滑にし、仕事と子育ての両立を支援し、安心し
て子育てができる環境づくりを進めます。

【0歳児・1歳児受入れ児童数】
公立保育所　　143　 人
民間保育園　　364   人
認定こども園　115　 人
【すこやか保育・特別支援教育受入れ児童数】
公立保育所　　35　人
民間保育園　　28　人
認定こども園・幼稚園　45　人

Ａ こども課 Ⅱ－３４

エ
☆保護者の労働時間による保育ニーズに応じら
れるよう、延長保育を実施し、仕事と子育ての
両立支援を行います。

【延長保育受入れ児童数】
公立保育所　 8408 人
民間保育園　17177 人
認定こども園 4208 人

Ａ こども課 Ⅱ－３５

オ
☆保護者の就労や就学、育児疲れ等の理由によ
り、一時的に保育を希望する保護者のニーズに
応え、一時預かり事業を進めます。

【利用延べ児童数】
公立保育所　　679 人
民間保育園　　802 人
認定こども園　940 人

Ｂ こども課 Ⅱ－３６

カ
国や県が開催する企業向けのワーク･ライフ･バ
ランスセミナーなど研修会の情報提供を行いま
す。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（続き）（１）職業生活と家庭生活の両立に向けた子育て支援環境の整備

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

カ
☆日曜・祝日などの休日に保護者の就労等で保
育が困難となった場合に、一時的に子どもを預
かる休日保育を実施します。

両野保育園で実施
年間開設日数  68　日
利用延べ人数　298 人

Ｂ こども課 Ⅱ－３７

キ

☆病気やけがのために集団保育の困難な乳幼児
及び小学校就学児童を一時的に施設において保
育をする病児保育事業を実施することで、仕事
と子育ての両立を図れるよう支援します。

利用延べ児童数　41人
(小学生児童数再掲 5人)

Ａ こども課 Ⅱ－３８

ク
☆施設、育児、健康、福祉、教育などの子育て
関連情報を集約したホームページの充実を図り
ます。

関係機関との連携をとりながら、一貫した情報提供ができる「いいとこだがネット」を開設してい
ます。

Ａ こども課 Ⅱ－３９

ケ
☆子どもの養育の問題で困ったり、悩んでいる
人からの相談に応じ、必要な助言や指導を行い
ます。

令和２年度より子ども家庭総合支援拠点を設置し、児童及び妊産婦の福祉に関する各種相談への対
応を行いました。
相談受付件数　　202件
相談指導回数　9,616回

Ａ 児童家庭課 Ⅱ－４０

コ
☆育児の手助けができる人と手助けが必要な人
が会員となって、相互に援助し合う組織の活動
の支援をします。

育児の手助けができる人と手助けが必要な人が会員となって、相互に援助し合う組織の活動を支援
しました。
会員数　543　人
件数　　472　件

Ｂ こども課 Ⅱ－４１

サ
☆在宅の高齢者やその家族のために、日常生活
用具の給付や貸与を行います。

在宅高齢者やその家族のために、日常生活用具（品）の給付や貸与を行いました。
・寝具乾燥事業268 枚、リース　3枚
・日常生活用具（品）給付（3種類）3 台(IH2名、補聴器1名)
・紙おむつ券給付　1,628人

Ａ 元気高齢課 Ⅱ－４２

シ
☆65歳以上で環境上の理由や経済的理由などに
より、家庭での生活が困難な方の養護老人ホー
ムへの入所措置を行います。

65歳以上で環境上の理由や経済的理由などにより、家庭での生活が困難な方の養護老人ホームへの
入所措置を行いました。
・年間延720名

Ａ 元気高齢課 Ⅱ－４３

ス

☆介護が必要な高齢者に住み慣れた自宅で、本
人の希望を尊重し、安心して生活を送れるよ
う、居宅サービスを提供するとともに、家庭で
介護を受けることが困難な高齢者に施設サービ
スを提供します。

足利市ゴールドプラン２１（第7期計画）に基づき、公募による施設整備を令和元年度に実施し、令
和２年４月に開所しました。
①特別養護老人ホーム　50床×1か所＝50床（開所済）
②グループホーム　18床（開所済）

Ａ 元気高齢課 Ⅱ－４４
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（続き）（１）職業生活と家庭生活の両立に向けた子育て支援環境の整備

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

セ
地域子育て支援センターなどで、子育て親子の
交流の場の提供と交流の促進、地域の子育て関
連情報の提供などを行います。

【子育てサロン利用状況】
　　　　　　　　　　　　　　　開設日数　　　利用人数
さいこう子育て支援センター　　236　日　　　　9549　人
やまがわ子育て支援センター　　242　日　　　　6010　人
にし子育て支援センター　　　　242　日　　　　2696　人
梁田こども館ふれあい広場　　　147　日　　　　 840　人
しゃんしゃん広場　　　　　　　181　日　　　　3056　人
おひさま　　　　　　　　　　　142　日　　　　 674　人
八幡こども館                  124  日         636  人
にしこども館                  132  日         760　人

Ａ こども課 Ⅱー５２

ソ
☆保護者の就労等により、放課後児童の養育が
困難な家庭の児童を預かる放課後児童クラブの
開設と支援をします。

新型コロナウイルス感染症の影響により、実施を予定していた職員研修会が中止となりました。 Ｎ 児童家庭課 Ⅱ－４７

タ
☆市内4か所にあるこども館の活動を充実さ
せ、その利用を推進します。

【利用延べ人数】
山川こども館　　　9482　人
梁田こども館　　　7388　人
八幡こども館　　 10227　人
にしこども館　　　7505　人
合計　　　　　　 34602　人

Ｂ こども課 Ⅱ－４８

チ
☆こども館を拠点として活動を行っている地域
活動クラブの運営を支援します。

地域活動クラブ4ケ所に補助金を交付し、運営を支援。
1クラブ　80,000円×4ケ所＝320,000円

Ａ こども課 Ⅱ－５０

ツ
☆各保育施設において、子育ての不安や悩みの
相談を行うとともに、人権や個人の尊厳に配慮
したアドバイスを行います。

各施設において、相談しやすい環境づくりを心がけました。
【子育て相談受付状況】
公立保育所 　　1055 件　　子育て支援センター（3か所）
民間保育園　　　969 件　　　　　　　　　　　2251　件
認定こども園　 1571 件　  こども館(5館)　　　956　件
幼稚園　　　　　107 件

Ａ こども課 Ⅱ－５１

テ
☆地域における子育て支援を行うため、子育て
支援センター等の環境整備を行います。

【子育てサロン利用状況】
　　　　　　　　　　　　　　　開設日数　　　利用人数
さいこう子育て支援センター　　236　日　　　　9549　人
やまがわ子育て支援センター　　242　日　　　　6010　人
にし子育て支援センター　　　　242　日　　　　2696　人
梁田こども館ふれあい広場　　　147　日　　　　 840　人
しゃんしゃん広場　　　　　　　181　日　　　　3056　人
おひさま　　　　　　　　　　　142　日　　　　 674　人
八幡こども館                  124  日         636  人
にしこども館                  132  日         760　人

Ａ こども課 Ⅱ－５２
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（続き）（１）職業生活と家庭生活の両立に向けた子育て支援環境の整備

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ト

☆ひとり暮らしの方や在宅でねたきり等の高齢
者及びその家族の介護に関する総合的な相談
と、その利用者の希望に沿った生活ができるよ
うに支援を行います。

高齢者の介護予防支援や在宅介護支援、権利擁護に関する支援を行いました。
・地域包括支援センター　7か所

Ａ 元気高齢課 Ⅱ－５３

ナ
足利市女性職員輝きプランに基づき、市役所の
男性職員の育児参画を進めます。

・10月28日に中級職員を対象に、「男女共同参画を考える」をテーマに研修を実施しました。男性
職員18名参加
・職場の上司に電話・メール等により各種休暇制度説明及び職場内の活用促進に関する助言を行い
ました。

Ａ 人事課

（２）長期時間労働の是正・休暇の取得促進

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア
「企業活動と人権に関するガイドブック」を企
業に配布し、意識啓発を行います。

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布や企業訪問により、啓発を行
いました。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

Ａ 商業振興課

イ
生活や健康に配慮した労働時間の設定や年次有
給休暇の取得促進等に向けて、各種広報媒体を
活用した意識啓発に努めます。

国や県の作成したチラシを市民ホールへ設置し情報提供を行いました。 Ａ 商業振興課

認定農業者の個別指導会又は後継者の就農を契機に適切な環境で働くことができるよう家族協定の
締結を推進しました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実績2件

【農政課・農林整備課】

（３）職業生活と家庭生活の両立に向けた企業の取組促進

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布や企業訪問により、啓発を行
いました。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作作成）

【商業振興課】

育児・介護休業法に関連した、就業機会に役立つ情報を記載したチラシを、男女共同参画センター
内に配架し周知啓発しました。

 【人権・男女共同参画課】

国や県の作成したチラシを市民ホールへ設置し、県との企業訪問で情報提供を行いました。

【商業振興課】

男女共同参画センターにおいて、次世代育成支援対策推進法に関する資料を配架し啓発しました。

 【人権・男女共同参画課】

Ａ

イ
栃木県等と連携して、次世代育成支援対策推進
法について、様々な広報媒体により啓発を行い
ます。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

ウ

☆家族経営協定締結を推進することにより、女
性の経営参画や農林業に従事する女性につい
て、適切な所得・労働時間を確保し、環境の整
備を図ります。

農政課
農林整備課

Ⅱ－１３

ア
育児・介護休業法等、制度の周知啓発に努めま
す。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課
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【別紙２】
［足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画］

進捗状況調査票（令和２年度実施状況）

（４）柔軟な働き方の推進

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア
国の行う「テレワークの導入支援並びにフレッ
クス制度の導入及び活用の促進に向けた支援」
に関する情報の効果的な発信に努めます。

国の作成したチラシを市民ホールへ設置し情報提供を行いました。 Ａ 商業振興課

イ
クラウドソーシングの活用など、子育て中や在
宅の方に有効な働き方の情報提供を行い、多様
な働き方の普及啓発を図ります。

働きたい子育て期の女性向けに、子育てをしながら市内企業で働く先輩の体験談や就労支援情報の
発信などを行いました。

Ａ 商業振興課

施策２　職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備

３　ハラスメントのない職場の実現

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布や企業訪問により、啓発を行
いました。
・企業活動と人権に関するガイドブックの配布（3000部作成）

【商業振興課】

チラシをカウンターに配架、ポスターを館内掲示して意識啓発を行いました。

 【人権・男女共同参画課】

関係機関と連携を図り、チラシの配布や企業訪問により啓発を行いました。

【商業振興課】

R2.6月よりハラスメント防止対策が強化されたことに伴う、事業主及び労働者の責務等が掲載され
たハラスメントに関するチラシを男女共同参画センターに配架し、意識啓発を行いました。

 【人権・男女共同参画課】

施策３　女性の職業生活における活躍の推進施策に関するその他の重要事項

１　庁内横断的な推進体制の整備

事業
番号

具体的取組 令和２年度実施状況 評価 担当課 備考

ア

市長を本部長とする足利市男女共同参画推進本
部において、女性の職業生活における活躍の推
進に関する施策を総合的かつ効果的に推進しま
す。

各課における令和元年度の実施状況及び令和２年度の事業計画を示し、女性活躍の推進について解
析し施策を推進しました。また、「足利市女性の職業生活における活躍の推進に関する計画」の見
直しについて、推進本部関係各課と個別に施策事業の見直し等を行い、計画の検討を行いました。

Ａ 人権・男女共同参画課

イ

本計画に掲げた各種施策については、足利市男
女共同参画推進本部及び足利市男女共同参画審
議会において、推進状況を継続的に評価し、
PDCAサイクルにより関係各課等と連携して必要
な改善策を図ります。あわせて、その内容につ
いては、各種媒体を通じ、公表します。

本計画に掲げた令和元年度の実施状況及び令和２年度の事業計画の解析と公表を行いました。ま
た、足利市男女共同参画推進本部で検討した「男女共同参画基本計画（第４期）」（「足利市女性
の職業生活における活躍の推進に関する計画」を統合）について足利市男女共同参画審議会で協議
し、施策内容を精査しました。

Ａ 人権・男女共同参画課

イ
セクハラ防止、マタハラ、パタハラに関する関
係機関（国・県・関連団体等）が発行する資料
を活用し、企業等への啓発を行います。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課

ア
☆「企業活動と人権に関するガイドブック」を
企業に配布し、意識啓発を行います。

Ａ
商業振興課

人権・男女共同参画課
Ⅳ－３
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別紙３

計画策定時
現状値

目標値

平成28年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和2年度

1

☆アンケート調査で職場の人
事配置や昇進で「平等、ある
程度平等」と回答した者の割
合※

44.1%
（H26）

ー 46.9% ー 50%
人権・男女
共同参画課

2

アンケート調査で職場の募集
や採用の条件で「平等、ある
程度平等」と回答した者の割
合※

55.1%
（H26）

ー 63.3% ー 60%
人権・男女
共同参画課

3

アンケート調査で就業の機会
や職場の中での男女平等が
「平等、ある程度平等」と回
答した者の割合※

33.6％
（H26）

ー 38% ー 40%
人権・男女
共同参画課

4
女性活躍法に基づく一般事業
主行動計画策定（事業所：従
業員300人以下の事業所）数

1事業所 12事業所 12事業所 18事業所 11事業所 商業振興課

5
☆足利市役所の女性管理監督
職（副主幹以上）の割合

18.50% 20.30% 21.0% 20.1%
19.6%
23.7%

人事課

6 ☆家族経営協定締結数 105経営体 110経営体 114経営体 116経営体 109経営体 農政課

7
☆ファミリーサポートセン
ター利用者の年間延べ人数

769人 944人 725人 543人 1,500人 こども課

8
放課後児童クラブの通年利用
者登録児童数

1,760人 1,861人 1,909人 1,958人 1,828人 児童家庭課

9
地域包括支援センターにおけ
る年間相談数

6,738件 8,315件 8,046件 7,694件 7,500件 元気高齢課

10 保育所待機児童数 0人 0人 0人 0人 0人 こども課

№ 施策内容 指標

計画が目指す数値目標の推移（実績値）

〇No.5「足利市役所の女性管理監督職（副主幹以上）の割合」について、目標値の見直しを行い、目標値（R２年度）を
   19.6%から、23.7%に修正しました（Ｈ30修正）

担当課

１　女性の職業
生活における活
躍を推進するた
めの支援措置

２　職業生活と
家庭生活との両
立を図るために
必要な環境の整
備

〇指標の※は、R元年度「人権・男女共同参画についてのアンケート調査」の数値

実績値
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「足利市男女共同参画基本計画（第 4 期）」における  

令和 3 年度事業計画について  

 

総務部  人権・男女共同参画課  

 

１  趣旨  

   本市では、今年度からスタートした「足利市男女共同参画基本計

画（第 4 期）」（推進期間：令和 3 年度～令和 7 年度）に基づき男女

共同参画社会の実現に向けた取組を前進させるため、各種施策を進

めています。  

   本計画は、これまで取り組んできたワーク・ライフ・バランスや

配偶者からの暴力の根絶などの施策に加え、女性活躍や多様な働き

方を推進するための支援や環境整備などの取組を盛り込んでいます。  

このたび、本計画に掲げた男女共同参画に関する施策の令和３年度

事業計画を報告するものです。  

 

２  事業計画の内容  

別紙１、２のとおり  

 



【別紙１】

大項目（施策の方向） 新規 計画元

1 男女共同参画に関する啓発事業の開催 Ⅰ-1 人権・男女共同参画課
４月キャッチフレーズ募集、６月表彰
出前講座（公民館）

男女

2 男女共同参画講座の開催 Ⅰ-2 人権・男女共同参画課 男女共同参画セミナー 男女

3 人権に関する啓発事業の開催 Ⅰ-3 人権・男女共同参画課、生涯学習課
人権問題講演会
出前講座（公民館）

男女

4 市役所内における啓発活動の充実 Ⅰ-4 人事課 男女共同参画の視点を取り入れた階層別研修の実施 男女

5 子ども向け啓発冊子の配布 Ⅰ-5 人権・男女共同参画課 啓発冊子を市内小学校５年生に配付 男女

6 情報紙「かけはし」の発行 Ⅰ-6 人権・男女共同参画課 あしかがみと一緒に全戸配布 男女

7 ホームページ、情報コーナー等の活用 Ⅰ-7 人権・男女共同参画課、生涯学習課 基本計画の概要、事業の案内や結果等を発信 男女

ウ ＬＧＢＴへの理解の促進 8 ＬＧＢＴに関する啓発 Ⅰ‐8 人権・男女共同参画課、学校教育課
出前講座等で周知啓発
小中教研の関係部会において周知、情報提供

新規

ア
幼児期からの性別にとらわ
れない人権教育の推進

9
保育士の研修の充実（保育所(園)職員に対する意識の
啓発）

Ⅰ-9 こども課 公立保育所、民間保育園関係者を対象とした人権研修 男女

10 教職員の研修の充実と意識の高揚 Ⅰ-10 学校教育課 市教委主催人権教育研修会 男女

11 各教科・領域等の指導 Ⅰ-11 学校教育課 性の多様性を理解した各教科指導 男女、女活集約

12 家庭教育通信による啓発 Ⅰ-12 生涯学習課 各小中学校を通じて家庭への配布 男女

13 家庭教育懇談会の開催 Ⅰ-13 生涯学習課 市内３地区において家庭教育懇談会を開催 男女

14 学級・講座等の充実 Ⅰ-14 生涯学習課 各家庭教育学級を開催 男女

15 若年層へのキャリア教育等の啓発活動 Ⅰ—15 商業振興課 中高生を対象に職業に関する講演会 女活

16 男女共同参画センターの機能の充実 Ⅰ—16 人権・男女共同参画課
各種講座の開催
女性団体連絡協議会や市民などの活動の支援

男女

17 女性団体の育成・支援 Ⅰ—17 人権・男女共同参画課 補助金の交付　各種事業の実施、参加の支援 男女

18 足利市女性大学　（成人大学講座） Ⅰ-18 生涯学習課 ９月から１１月にかけて５回程度の講座 男女

19 女性活躍応援講座の開催 Ⅰ-19 人権・男女共同参画課 女性活躍応援講座の開催 新規 女活

20 女性の政治参画の積極的な推進 Ⅰ—20 人権・男女共同参画課 女性の政治参画に関する啓発資料の掲示 新規 女活

21 各種審議会等委員への女性の登用 Ⅰ-21 人権・男女共同参画課
３月に登用率調査を実施し登用状況の把握
女性委員登用の働きかけ

男女

22 自治会役員等への女性の参画促進 Ⅰ-22 市民生活課 自治会長連絡協議会と連携 男女

23 人材の発掘・育成とリストの整備・活用 Ⅰ-23 人権・男女共同参画課 人材情報を庁内及び関係機関に提供 男女、女活集約

足利市男女共同参画基本計画（第４期） 令和３年度事業計画一覧

基本目標
項　　　　目

施策
Ｎｏ

担当課（室）
備考

中項目（取り組むべき施策） 小項目（施策事業）
R3年度事業計画

基本目標Ⅰ

 男女(だれも）が
お互いの個性を
認め合い参画で
きるまちづくり

(1)男女共同参画の意
識の高揚

ア 啓発活動の充実

イ 情報提供の充実

(2)男女平等観に立っ
た教育の推進

イ
男女平等意識を育む学校
における人権教育の推進

ウ
男女共同参画の視点に
立った家庭教育・社会教育
の推進

(3)政策・方針決定の場
への女性の参画の促
進

ア 女性活躍の推進
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【別紙１】

大項目（施策の方向） 新規 計画元

足利市男女共同参画基本計画（第４期） 令和３年度事業計画一覧

基本目標
項　　　　目

施策
Ｎｏ

担当課（室）
備考

中項目（取り組むべき施策） 小項目（施策事業）
R3年度事業計画

24 事業者等への意識啓発と情報提供 Ⅱ-1 商業振興課、人権・男女共同参画課
企業活動と人権に関するガイドブックの配布
男女共同参画センター内でパンフレット設置

男女、女活集約

25 長時間労働の是正・休暇の取得促進 Ⅱ-2 商業振興課、人権・男女共同参画課
企業活動と人権に関するガイドブックの配布
広報紙等を活用し、周知啓発

女活

26 テレワークの推進 Ⅱ—3 人権・男女共同参画課、商業振興課
男女共同参画センター内で啓発チラシの設置
市民ホールで情報提供

新規 女活

27 ハラスメント防止等の啓発 Ⅱ-4 人権・男女共同参画課、商業振興課、人事課

栃木労働局と共催で、ハラスメント講座開催
企業活動と人権に関するガイドブックの配布
職員を対象にハラスメントに関する研修を実施

人事課（新） 男女、女活集約

28 相談体制の充実 Ⅱ-5 人権・男女共同参画課、商業振興課
毎週木曜日「女性の生き方何でも相談」を実施
関係機関との連携

男女、女活

29 中小企業における一般事業主行動計画の策定の支援等 Ⅱ－6 商業振興課、人権・男女共同参画課
企業活動と人権に関するガイドブックの配布
栃木労働局と共催で、説明会や相談会を実施

女活

30 くるみん・えるぼし認定の取得促進 Ⅱ—7 人権・男女共同参画課、商業振興課
栃木労働局と共催の説明会で周知
企業活動と人権に関するガイドブックの配布

新規 女活

31 女性の活躍に関する情報公表の促進 Ⅱ-8 人権・男女共同参画課、商業振興課
ホームページ等で周知啓発
企業活動と人権に関するガイドブックの配布

女活

32 働く場における男性の意識と職場風土の改革 Ⅱ-9
商業振興課、人権・男女共同参
画課、人事課

市民ホールで情報提供
情報紙「かけはし」で記事掲載
職員を対象にワーク・ライフ・バランスを取り入れた研修を実施

女活

33

女性の職業生活における活躍推進法に基づく「足利市
特定事業主行動計画（足利市女性職員輝きプラン）」の
推進

Ⅱ—10 人事課 女性職員の活躍に資する研修を実施 男女、女活

34
次世代育成支援対策推進法に基づく、「足利市特定事
業主行動計画（子育て応援プラン）」の推進

Ⅱ—11 人事課 職員の階層別研修、専門研修において、制度の周知 男女、女活

35 人材育成事業の推進及び、再就職に関する情報提供やセミナーの開設 Ⅱ—12
人権・男女共同参画課、商業振
興課

求人情報を男女共同参画センターや市民ホールに掲示 男女、女活

36 起業・創業支援 Ⅱ‐13 商業振興課 市融資制度や創業塾等の周知啓発 女活

37 あしかがおしごと研究所実証事業 Ⅱ‐14 商業振興課 情報発信やイベントを通じ、事業実施 新規 女活

ウ 農業における男女共同参画の推進 38 足利市農業・農村男女共同参画ビジョンの推進
 Ⅱ‐15 農政課、農林整備課
委員会を中心に研修会や講習会を開催
ビジョンに基づき、農林業に従事する者の環境整備

男女、女活

39 家庭における男性の役割意識の醸成 Ⅱ-16 人権・男女共同参画課 「キッズとパパのいっしょにクッキング」の講座開催 男女、女活

40 育児における男女平等の役割分担 Ⅱ-17 人権・男女共同参画課
「キッズとパパのいっしょにクッキング」、「スイーツづくり教室」
の２講座開催

男女、女活

41 地域自治組織の支援 Ⅱ-18 市民生活課 自治会長連絡協議会への支援・協力 男女

42 公民館の利用促進 Ⅱ-19 生涯学習課 学級・講座の充実 男女

43 男女共同参画センターの利用促進 Ⅱ-20 人権・男女共同参画課 「俳句入門教室」、「カラーコーディネート教室」２講座開催 男女

44 地域ふれあい事業 Ⅱ-21 生涯学習課 公民館での世代間交流活動 男女

45 指導者の育成 Ⅱ-22 人権・男女共同参画課 「とちぎウーマン応援塾」情報提供 男女

基本目標Ⅱ

男女(だれも）
がさまざまな場
面で輝けるま

ちづくり

(2)　家庭・地域にお
ける男女共同参画の
促進

ア
家庭と地域活動における
パートナーシップの促進

人材育成と再就職支援

(1)働く場における男
女平等の推進

ア
男女の雇用機会の均等・
待遇確保の啓発・推進

イ
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【別紙１】

大項目（施策の方向） 新規 計画元

足利市男女共同参画基本計画（第４期） 令和３年度事業計画一覧

基本目標
項　　　　目

施策
Ｎｏ

担当課（室）
備考

中項目（取り組むべき施策） 小項目（施策事業）
R3年度事業計画

46 子育て世代包括支援センター Ⅱ-23 こども課、健康増進課
子育て期における支援活動の実施
妊娠初期からの相談体制の充実

新規

47 地域子育て支援拠点事業 Ⅱ-24 こども課 育児に不安を抱える母親に寄り添う支援、講習会の実施 男女、女活集約

48 子育て相談 Ⅱ-25 こども課 幼稚園、保育所（園）、認定こども園で子育て相談実施 男女、女活

49 保育の充実 Ⅱ-26 こども課
保育所（園）、認定こども園等での保育の実施による仕事と子
育ての両立支援

男女、女活集約

50 すこやか（発達支援）保育・特別支援教育 Ⅱ-27 こども課 受け入れ体制整備 男女、女活

51 病児保育事業 Ⅱ-28 こども課 病児保育事業により仕事と子育ての両立支援 男女、女活

52 一時預かり事業 Ⅱ-29 こども課 受け入れ体制整備 男女、女活

53 ファミリー・サポート・センター事業 Ⅱ-30 こども課 組織の活動支援 男女、女活

54 放課後児童クラブ Ⅱ-31 児童家庭課 放課後児童クラブの運営支援（クラブ数53か所） 男女、女活

55 放課後等デイサービス Ⅱ-32 障がい福祉課 市窓口や障がい者基幹相談支援センターで事業の周知 男女

56 「足利市子ども子育て支援事業計画」の推進 Ⅱ-33 こども課、児童家庭課
「足利市子ども子育て支援事業計画」に基づき、各種施策の推
進

男女、女活集約

57 介護保険サービスの推進 Ⅱ-34 元気高齢課
公募による施設整備の実施
（特別養護老人ホーム1か所（50床）、特定施設入所者生活介
護1か所（50床））

男女、女活

58 地域包括支援センター運営事業 Ⅱ-35 元気高齢課
高齢者の介護予防支援や在宅介護支援、権利擁護に関する
支援（地域包括支援センター　7か所）

男女、女活

59 「ゴールドプラン21」の推進 Ⅱ-36 元気高齢課
令和３年度からの足利市ゴールドプラン21（第8期計画）に基づ
き、各種施策を推進

男女

60 女性に対する暴力をなくす運動週間等における意識啓発 Ⅲ－1 人権・男女共同参画課、児童家庭課
相談窓口パンフレットの配布等による意識啓発
11月の運動期間中に街頭啓発

男女

61 市役所内における啓発活動の充実 Ⅲ－2 人事課 職員に対する啓発及び他機関への職員派遣 男女

62 相談体制の充実 Ⅲ－3
人権・男女共同参画課、
市民生活課、児童家庭課

相談関連資料の情報提供や、専門研修の受講を通じ相談員
の資質向上を図る
必要に応じ、無料弁護士相談の案内（毎週月曜日）

男女

63 休日・夜間の緊急相談への対応 Ⅲ－4 児童家庭課 被害者の自立支援を行うための連携体制の検討 男女

64 子ども家庭総合支援拠点事業 Ⅲ－5 児童家庭課
子ども家庭支援員及び虐待対応専門員を配置し、総合的な支
援を実施

新規

65 被害者の自立支援に向けての支援 Ⅲ－6 児童家庭課、建築住宅課
関係課との調整を図り、自立支援を実施
被害者の市営住宅への優先入居枠の確保

建築住宅課（新） 男女

66 母子、高齢者、障がい者施設等との連携 Ⅲ－7
元気高齢課、障がい福祉課
児童家庭課

関係機関との連携による支援の充実
被害者の自立に向けた支援

男女

67 配偶者暴力相談支援センターや他市町村との連携 Ⅲ－8 児童家庭課
県の配偶者暴力相談支援センターとの連携により、迅速に保
護等対応

男女

（続き）
基本目標Ⅱ

男女(だれも）
がさまざまな場
面で輝けるま

ちづくり

基本目標Ⅲ

男女(だれも）
が人権を守ら
れ、健康で安

心して暮らせる
まちづくり

(3)　仕事やその他の
活動の両立を可能に
する環境の整備

ア 子育てサービスの充実

イ 介護サービスの充実

（１）暴力を許さない
社会づくり

ア 啓発活動の充実

イ
被害者の相談・支援体制
の充実

ウ
関係機関・団体等との連
携
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【別紙１】

大項目（施策の方向） 新規 計画元

足利市男女共同参画基本計画（第４期） 令和３年度事業計画一覧

基本目標
項　　　　目

施策
Ｎｏ

担当課（室）
備考

中項目（取り組むべき施策） 小項目（施策事業）
R3年度事業計画

68 思春期講座 Ⅲ-9 健康増進課 市内小中学校において、思春期講座を実施（各校年１回） 男女

69 性に関する学習 Ⅲ-10 学校教育課
性的少数者がいることを前提とした性に関する指導の実施及
び、教師の性の多様性への理解促進

男女

70 妊婦、乳幼児のいる家庭の喫煙予防 Ⅲ-11 健康増進課
母子健康手帳交付時面接、妊婦保健指導、乳児全戸訪問、乳
幼児健診等で喫煙予防についての啓発

新規

71 不妊・不育症に悩む人への支援 Ⅲ-12 健康増進課 経済的支援（特定不妊治療、特定不妊治療外、不育症治療） 新規

72 母親、両親学級「ハローベビークラス」 Ⅲ-13 健康増進課
子育て支援センター及び足利大学看護学部と連携し、母親学
級と両親学級を実施

新規

73 「健康あしかが２１プラン」の推進 Ⅲ-14 健康増進課
市民の主体的な健康づくりを定着化していくために、各種施策
を推進

男女

74 高齢者元気アップトレーニング事業の推進 Ⅲ-15 元気高齢課 高齢者に対する運動教室を開催 男女

75 ささえ愛ボランティアポイント事業 Ⅲ-16 元気高齢課
ささえ愛ボランティア養成講座の実施
ボランティア希望者と高齢者の居宅や受入施設等のマッチン
グを実施

新規

76 認知症施策の推進 Ⅲ-17 元気高齢課 認知症への理解促進 新規

77 「あしかがし障がい児者福祉プラン」の推進 Ⅲ-18 障がい福祉課
圏域調整会議や地域自立支援協議会等に参加し、計画の実
現に向けた関係機関と連携を図る

男女

78 在住外国人への支援 Ⅲ-19 市民生活課
多言語版あしかがみ（要約版）の配布（毎月２回）
外国人のための在留資格相談を開催（毎月第2水曜日）
足利市ボランティア通訳人材バンクの運営

男女

79 子育て・生活支援策等の充実 Ⅲ-20 児童家庭課、建築住宅課
母子・父子自立支援員及び父子家庭巡回指導員等による各
種相談事業の実施
ひとり親家庭の市営住宅への優先入居枠の確保

新規

80 就業支援策の充実 Ⅲ-21 児童家庭課 各種給付金の支給や、貸付金の情報提供 男女

81 各種資金等の貸付 Ⅲ-22 児童家庭課 就学支度資金や住宅資金等の貸付金のあっせん 男女

82 相談体制の充実 Ⅲ-23 市民生活課
消費生活相談体制の充実
専門研修の受講を通じ相談員の資質向上を図る

男女

83 消費者への啓発事業の開催 Ⅲ-24 市民生活課
消費生活展の開催
出前講座の開催（一般（高齢者含む）・若者（小中学生・高校生
等）を対象）

男女

84 自主防災組織の育成 Ⅲ-25 危機管理課 地区合同防災訓練、防災リーダー研修会、防災講話等実施 男女

85 避難所の設置・運営への女性の参画 Ⅲ-26
教育総務課、社会福祉課
危機管理課、人権・男女共同参
画課

女性の視点を活かした避難所の設置・運営
避難所に従事する職員等に対する避難スペースのゾーニング
確認及び避難所用資器材の使用方法の周知徹底

新規

86 住民に対する応急手当普及啓発活動 Ⅲ-27 警防指揮課 上級救命講習、普通救命講習、応急手当講習実施 男女

87 避難行動要支援者名簿の整備 Ⅲ-28 社会福祉課
住基情報等を基に、避難行動要支援者名簿を更新し、避難時
協力者に配布

男女

88 福祉避難所の設置・運営の体制整備 Ⅲ-29 社会福祉課、危機管理課 災害時に要配慮者のケアをする職員の配置調整 男女

（続き）
基本目標Ⅲ

男女(だれも）
が人権を守ら
れ、健康で安

心して暮らせる
まちづくり

性に関する正しい認識と
理解に関する教育・啓発

イ 健康維持・増進への支援

(３)その他の困難を
抱える女性等への支
援

ア
様々な人の生活の安定と
自立の支援

イ
ひとり親家庭等の生活の
安定と自立の支援

（２）生涯を通じた健
康支援

（４）誰もが安心して
暮らせる地域づくり
の支援

ア 消費生活の安定と向上

イ 防災対策の充実

ア
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【別紙２】

(1)男女共同参画意識の高揚

　ア　啓発活動の充実 目標Ｉ（１）ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-1
男女共同参画に関する啓
発事業の開催

各種講演会等を開催します。
・男女共同参画週間事業
　 （キャッチフレーズの募集、表彰）
・ひとtoひとのフォーラム
・出前講座

・４月に小中高校生からキャッチフレーズを募集し、６月（男女共同参画週間事業中）
に優秀作品を表彰します。　年１回
・１２月に「ひとtoひとのフォーラム足利２０２１」を開催し、男女共同参画の意識啓
発を行います。
・生涯学習課の要望に応じ、公民館で男女共同参画に関する出前講座を実施します。

人権･男女共同参画課

Ⅰ-2 男女共同参画講座の開催
男女共同参画センター等で行うセミナー等により、男女
共同参画に基づいた新しいライフスタイルのための意識
づくりを図ります。

男女共同参画セミナーを年２回開催し、男女共同参画意識の啓発を図ります。 人権･男女共同参画課

Ⅰ-3
人権に関する啓発事業の
開催

さまざまな人権問題を取り上げたリーフレットや人権問
題の早期解決に向けた啓発資料を作成し配布します。ま
た、市民一人ひとりが人権の大切さを認識するための研
修会や講演会を開催します。
・人権問題講演会
・幼保小中学校関係人権教育研修会
・人権教育指導者養成講座
・ひとtoひとのフォーラム
・出前講座

・栃木県「人権教育・啓発推進県民運動強調月間」期間中等に、人権問題講演会などに
よって、人権意識の醸成を図ります。
・１２月の「人権週間」にあわせた催しにおいて、人権意識の醸成を図ります。
・生涯学習課の要望に応じ、公民館で人権に関する出前講座を実施します。
（人権・男女共同参画課）

市及び関係機関・団体等と連携しながら各人権研修会を実施していきます。
内容については、新しい人権問題が生まれている事なども踏まえて、ニーズを的確にと
らえながら一層の充実を図っていきます。（生涯学習課）

人権･男女共同参画課
生涯学習課

Ⅰ-4
市役所内における啓発活
動の充実

職員を対象とした研修や講演会に、人権・男女共同参画
の視点を取り入れます。
・階層別研修
・人権問題研修

職員を対象とした階層別研修に、男女共同参画の視点を取り入れます。 人事課

Ⅰ-5
子ども向け啓発冊子の配
布

児童期から男女共同参画意識の醸成を図るため、市内の
小学校５年生児童に啓発冊子を配付します。

４月に、男女共同参画のキャッチフレーズの募集時期に合わせて、啓発冊子を市内小学
校５年生に配付し、男女共同参画意識の醸成を図ります。

人権･男女共同参画課

　イ　情報提供の充実 目標Ｉ(１) イ
事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-6
情報紙「かけはし」の発
行

女性のエンパワーメントや男性への意識啓発を進め、男
女共同参画に向けた啓発と情報提供を行います。

男女共同参画に関する情報を編集委員により作成し、令和４年４月に全戸配布します。
年１回

人権･男女共同参画課

Ⅰ-7
ホームページ、情報コー
ナー等の活用

ホームページやＳＮＳを充実し、タイムリーな情報を発
信します。また、男女共同参画センターや生涯学習セン
ターの情報コーナー及び市内公民館の男女共同参画コー
ナーにおいて、啓発情報を提供します。

条例や基本計画の概要、事業の案内や結果等を発信します。（人権・男女共同参画課）

各施設の男女共同参画コーナーについては、整理整頓を心がけ、見やすく、手に取りや
すいよう工夫し、情報発信を行っていきます。（生涯学習課）

人権･男女共同参画課
生涯学習課

　ウ　ＬＧＢＴへの理解の促進 目標Ｉ(１)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-8 ＬＧＢＴに関する啓発
ＬＧＢＴへの理解を深めるため、啓発情報を提供しま
す。

性的少数者に関する理解を広めるため、男女共同参画センター内に関係チラシの配架ま
た、出前講座等で周知啓発を行います。（人権・男女共同参画課）

小中教研の人権教育部会等において、性の多様性やＬＧＢＴへの理解について周知及び
情報提供をします。（学校教育課）

人権･男女共同参画課
学校教育課

「足利市男女共同参画基本計画（第４期）」令和３年度事業計画

基本目標Ⅰ　 男女（だれも）がお互いの個性を認め合い参画できるまちづくり
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【別紙２】(2)男女平等観に立った教育の推進

　ア　幼児期からの性別にとらわれない人権教育の推進 目標Ｉ(２)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-9
保育士の研修の充実（保
育所(園)職員に対する意
識の啓発）

職員が男女平等を含めた人権教育について、共通理解を
深めるため研修を実施します。

公立保育所、民間保育園関係者を対象に人権研修を実施予定です。（９月頃） こども課

　イ　男女平等意識を育む学校における人権教育の推進 目標Ｉ(２)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-10
教職員の研修の充実と意
識の高揚

男女平等観に立った意識の高揚を図るため、校内研修等
を充実します。

教師の、人権問題に対する認識を深めるとともに、児童生徒一人一人を丁寧に見つめる人権教育の実
践を積み重ねるよう働きかけます。（各学校における人権に係る校内研修の実施）
市教委主催人権教育研修会の実施　１回　6月

学校教育課

Ⅰ-11 各教科・領域等の指導
各教科・領域等、全教育活動を通して、男女が互いに相
手の立場と特性を理解すること、認め合い、励まし合う
ことの大切さを指導します。

教師が性の多様性を理解し、人権教育を基盤とした、違いを認め合い自分らしさを大切
にできるような学級経営を通して、性的少数者がいることを前提に、グループ編成や座
席、活動内容を工夫して、各教科指導を行うよう周知します。

学校教育課

目標Ｉ(２)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-12 家庭教育通信による啓発
子どもの年齢に合わせて家庭教育通信「父の力・母の
力」を配付し、家庭教育についての情報の提供と啓発を
行います。

年に１回各小中学校を通じて家庭への配布を行い、家庭教育についての情報の提供と啓
発を継続していきます。

生涯学習課

Ⅰ-13 家庭教育懇談会の開催
地区ごとに実施委員会を組織し、家庭教育に関する自由
な意見交換を行う懇談会を開催します。

市内３地区において家庭教育懇談会を開催する予定です。令和３年度は名草・筑波・葉
鹿の３地区を対象に７月から１１月に開催の予定です。

生涯学習課

Ⅰ-14 学級・講座等の充実

公民館において家庭教育に関する学級を開設し、家庭の
教育的機能を高めるとともに、受講者の交流を通して地
域の連帯を深めます。また、女性のライフスタイルに対
応した知識・技術の習得や今日的課題等についての学習
をします。
・家庭教育学級
・乳幼児学級
・父親学級
・女性学級

各家庭教育学級を開催し、より一層の内容の充実を図っていきます。 生涯学習課

Ⅰ-15
若年層へのキャリア教育
等の啓発活動

中高生を対象に職業等に対する講演会を実施します。 中高生を対象に職業に関する講演会を開催します。 商業振興課

(３)政策・方針決定の場への女性の参画の促進

目標Ｉ(３)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-16
男女共同参画センターの
機能の充実

男女共同参画社会の実現に向け、男女共同参画センター
を活用して各種講座を開催し、女性団体等の活動、ま
た、市民への啓発活動の拠点とします。

男女共同参画センターにおいて各種講座を開催し、また女性団体連絡協議会や市民など
の活動の支援をします。

人権･男女共同参画課

　ア　女性活躍の推進

　ウ　男女共同参画の視点に立った家庭教育・社会教育の推進
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【別紙２】
目標Ｉ(３)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅰ-17 女性団体の育成・支援
女性の地位向上を目標に、女性団体の育成を一層推進
し、組織の活性化を進めます。

女性団体連絡協議会に補助金を交付して、各種事業の実施及び参加を支援します。ま
た、女性団体連絡協議会の事務局からの自立を促していきます。

人権･男女共同参画課

Ⅰ-18
足利市女性大学（成人大
学講座）

市民から企画運営委員を公募し、市民ニーズに対応した
学習を企画し提供します。

９月から１１月にかけて５回程度の講座を実施します。 生涯学習課

Ⅰ-19 女性活躍応援講座の開催
意欲ある女性の活躍を広げ、キャリア形成に寄与すると
ともに、異業種間のネットワークを構築することを目的
に開催し、女性活躍を支援します。

女性活躍応援講座を開催し、女性のエンパワーメントの強化及び男性の意識改革を図り
ます。年２回

人権･男女共同参画課

Ⅰ-20
女性の政治参画の積極的
な推進

諸外国の取組や日本の状況、女性の政治参画の意義等を
周知啓発します。

女性の政治参画に関する啓発資料を男女共同参画センター内に掲示し、政治分野におけ
る女性の参画意識を高めます。

人権･男女共同参画課

Ⅰ-21
各種審議会等委員への女
性の登用

足利市の各種審議会等における女性委員の登用率の上昇
を図り、全庁を挙げて政策・方針決定の場での男女共同
参画を進めます。
・登用率調査の実施、登用状況の把握
・委員会委員選任基準の見直しと設定
・女性委員０(ゼロ)の委員会へ女性委員登用の積極的な
働きかけ

３月に登用率調査を実施し登用状況の把握をします。また、必要に応じて委員会委員選
任基準の見直しと設定を行い、女性委員０の委員会へ女性委員登用の積極的な働きかけ
をします。

人権･男女共同参画課

Ⅰ-22
自治会役員等への女性の
参画促進

自治会長連絡協議会と連携し、自治会活動において男女
共同参画の推進が図れるよう、女性役員の登用について
協力を求めます。

自治会長連絡協議会と連携し、自治会活動において、男女共同参画の推進が図れるよ
う、女性役員の登用について協力を求めます。

市民生活課

Ⅰ-23
人材の発掘・育成とリス
トの整備・活用

各種審議会・委員会等への女性委員を積極的に登用する
ために、新たな人材の発掘や育成を行い、的確な人材情
報を提供します。
また、幅広い視野に立った地域リーダーを養成します。

女性人材リスト登録者を募集する等により、新たな人材を発掘しリストを充実するとと
もに、人材情報を庁内及び関係機関に提供します。

人権･男女共同参画課

(1)働く場における男女平等の推進

　ア　男女の雇用機会の均等・待遇確保の啓発・推進 目標Ⅱ(１)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-1
事業者等への意識啓発と
情報提供

関係機関と連携を図り、男女雇用機会の均等確保並びに
各種制度等の啓発を行います。
・育児・介護休業制度
・パートタイム労働法
・最低賃金

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布及びポスターの掲
示、パンフレットの配布やホームページ・あしかがみへの掲載等で啓発に努めます。
（商業振興課）

育児・介護休業制度、パートタイム労働法、最低賃金に関するチラシを男女共同参画セ
ンター内に配架し、周知啓発を行います。（人権・男女共同参画課）

商業振興課
人権・男女共同参画課

Ⅱ-2
長時間労働の是正・休暇
の取得促進

生活や健康に配慮した労働時間の設定や年次有給休暇の
取得促進等に向けて、各種広報媒体を活用した意識啓発
に努めます。

企業活動と人権に関するガイドブックの配布等により啓発に努めます。（商業振興課）

長時間労働是正・休暇の取得促進に関する啓発に関する記事を広報紙等を活用し、周知
啓発します。
（人権・男女共同参画課）

商業振興課
人権・男女共同参画課

基本目標Ⅱ　男女(だれも)がさまざまな場面で輝けるまちづくり

　ア　女性活躍の推進（続き）
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【別紙２】　（続き）ア　男女の雇用機会の均等・待遇確保の啓発・推進 目標Ⅱ(１)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-3 テレワークの推進
企業等において、柔軟な働き方ができるようテレワーク
を推進します。

テレワークに関する啓発チラシを男女共同参画センター内に配架し、周知啓発します。
（人権・男女共同参画課）

国の作成したチラシを市民ホールへ設置し情報提供を行います。（商業振興課）

人権・男女共同参画課
商業振興課

Ⅱ-4
ハラスメント防止等の啓
発

ハラスメント防止等に関する対策をはじめ、事業主が講
ずべき措置について、周知・啓発を行い、ハラスメント
問題に関する関心と理解を深めます。
また、市役所内における取組として、ハラスメントの防
止等に関する基本指針に基づき、ハラスメントの防止等
に努めます。

栃木労働局と共催で、職場におけるハラスメントについて講座を開催し、事業主への周
知啓発を図ります。（人権・男女共同参画課）

企業活動と人権に関するガイドブックの配布等により啓発に努めます。（商業振興課）

職員を対象としたハラスメント防止に関する研修を実施します。（人事課）

人権・男女共同参画課
商業振興課

人事課

Ⅱ-5 相談体制の充実
働く男女が抱える仕事や職場の悩みについて、関係機関
と連携を図り、情報提供と相談体制を充実します。

毎週木曜日、「女性の生き方何でも相談」を実施し、働く女性の悩みに対応します。
（人権・男女共同参画課）

働く方が抱える仕事や職場の悩みについて、関係機関と連携を図り、情報提供と相談体
制を充実します。（商業振興課）

人権・男女共同参画課
商業振興課

Ⅱ-6
中小企業における一般事
業主行動計画の策定の支
援等

女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動計画及び次世
代育成支援対策推進法に基づく、一般事業主行動計画の
策定に取り組む中小企業に対し、策定に必要な支援・情
報提供を行います。

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布等により啓発に努
めます。（商業振興課）

栃木労働局と共催で、一般事業主行動計画の策定や届出等に関する説明会や相談会を実
施し、事業主への周知啓発を行います。（人権・男女共同参画課）

商業振興課
人権・男女共同参画課

Ⅱ-7
くるみん・えるぼし認定
の取得促進

次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計
画を策定した企業に対し、子育てサポート企業として、
「くるみん認定」の取得促進を促します。また、女性活
躍推進法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業
のうち、女性の活躍に関する取組の実施状況が優良な企
業に対し、えるぼし認定の取得促進を促します。
　・市融資制度における認定企業への貸付利率の引き下
げ
　・足利市建設工事入札参加資格における加点の周知

栃木労働局と共催で実施する一般事業主行動計画の策定や届出等に関する説明会におい
て、事業主に対し取得促進を促します（人権・男女共同参画課）

関係機関と連携を図り、企業活動と人権に関するガイドブックの配布等により啓発に努
めます。（商業振興課）

人権・男女共同参画課
商業振興課

Ⅱ-8
女性の活躍に関する情報
公表の促進

国や県が行う女性の活躍推進に関する好事例や企業情報
を市ホームページ等において周知し、効果的な発信に努
めます。

女性の活躍に関する好事例企業に関する情報を当課ホームページにおいて掲載し、周知
啓発を行います。（人権・男女共同参画課）

県が作成したチラシを市民ホールへ設置し周知啓発を行います。（商業振興課）

人権･男女共同参画課
商業振興課

Ⅱ-9
働く場における男性の意
識と職場風土の改革

国や県、市が開催する企業向けのワーク･ライフ･バラン
スセミナーなど研修会の情報提供を行うとともに、男女
共同参画情報紙等において、男性の意識改革等について
の記事を掲載します。
また、市職員を対象に、ワーク・ライフ・バランス等の
内容を取り入れた研修を実施します。

国や県の作成したチラシを市民ホールへ設置し情報提供を行います。（商業振興課）

男女共同参画情報紙「かけはし」に男性の意識改革を促す記事を掲載します。（人権・
男女共同参画課）

職員を対象に、ワーク・ライフ・バランス等の内容を取り入れた研修を実施します。
（人事課）

商業振興課
人権・男女共同参画課

人事課

Ⅱ-10

女性の職業生活における
活躍推進法に基づく「足
利市特定事業主行動計画
（足利市女性職員輝きプ
ラン）」の推進

「足利市女性職員輝きプラン」に基づき、市役所内の女
性職員の活躍を推進します。

女性職員を管理部門、事業部門等、多様なポストに配置するとともに、女性職員の活躍
に資する研修を行います。

人事課

Ⅱ-11

次世代育成支援対策推進
法に基づく、「足利市特
定事業主行動計画（子育
て応援プラン）」の推進

「子育て応援プラン」に基づき、市役所内の女性の職業
生活と家庭生活の両立及び子育て支援に関する諸制度に
ついて、計画を推進します。

「子育て応援プラン」に基づき、職業生活の両立及び子育て支援に関する諸制度につい
て職員に周知するため、研修を実施します。
・階層別研修
・専門研修

人事課
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【別紙２】
　イ　人材育成と再就職支援 目標Ⅱ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-12
人材育成事業の推進及
び、再就職に関する情報
提供やセミナーの開設

主に女性の資質の向上のため、人材育成事業を進めると
ともに、関係機関と連携し、求人情報や女性労働者の再
就職支援制度についての情報を提供します。また、再就
職を希望する社会人を対象に、職業技術を習得する機会
を提供します。

ハローワークからの求人情報を定期的に男女共同参画センター内に掲示します。（人
権・男女共同参画課）

公共職業訓練施設での訓練をあしかがみやホームページ等で周知します。
年間を通してハローワーク求人情報を市民ホールへ掲示し情報提供をします。（商業振
興課）

人権･男女共同参画課
商業振興課

Ⅱ-13 起業・創業支援
起業に関する情報提供や起業に要する資金の融資などの
相談、創業塾や創業相談等を実施し、女性の起業支援等
を行います。

関係機関と連携を図り、市融資制度や創業塾等の周知啓発を行います。 商業振興課

Ⅱ-14
あしかがおしごと研究所
実証事業

あしかがおしごと研究所実証事業を行い、子育てをして
いる女性の就労ニーズを掘り起こし、企業のニーズと
マッチングさせることで、多様な働き方を促進します。

情報発信やイベントを通じ、働きたい子育て期の女性と就労支援機関や企業を繋ぎま
す。

商業振興課

　ウ　農業における男女共同参画の推進 目標Ⅱ(１)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-15
足利市農業・農村男女共
同参画ビジョンの推進

足利市農業・農村男女共同参画ビジョンに基づき、農業
における男女共同参画を推進します。
・農村女性活動の推進
・家族経営協定締結の推進

足利市農業・農村男女共同参画ビジョン推進委員会を開催し、事業計画等を決定しま
す。また、委員会を中心に研修会または講習会を開催します。
第四次足利市農業・農村男女共同参画ビジョンに基づき、農林業に従事する者が適正な
所得・労働時間を確保できるよう環境の整備を図ります。

農政課
農林整備課

(2)　家庭・地域における男女共同参画の促進

　ア　家庭と地域活動におけるパートナーシップの促進 目標Ⅱ(２)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-16
家庭における男性の役割
意識の醸成

男性の自立を図るため、家庭生活に関する講座を開設し
ます。

市民プラザにおいて、「キッズとパパのいっしょにクッキング」を開催し、男性の家庭
参画意識の醸成を図ります。年１回

人権･男女共同参画課

Ⅱ-17
育児における男女平等の
役割分担

家族のふれあいと、子育てへの男女共同参画を進めるた
めの講座を開催します。

市民プラザにおいて、「キッズとパパのいっしょにクッキング」を開催します。また、
同施設において、「スイーツづくり教室」を開催し、子育てへの男女共同参画意識を醸
成します。

人権・男女共同参画課

Ⅱ-18 地域自治組織の支援
身近な生活の課題解決を男女共同参画の視点をもって地
域の人たちの協力で進められるよう、地域自治組織の強
化及び活動を支援します。

市内全自治会長によって構成される自治会長連絡協議会に対し、支援・協力します。 市民生活課

Ⅱ-19 公民館の利用促進
市民が性別にかかわりなく、学び集い、語り合える場と
して、公民館の利用を進めます。

生涯学習の場として、引き続き公民館において学級・講座を企画し利用を進め、もって
地域の男女共同参画の促進を図っていきます。

生涯学習課

Ⅱ-20
男女共同参画センターの
利用促進

市民の趣味教養を高め心にゆとりを持ち、豊かな生活を
送るために、余暇を活用した講座を開設し、修了生の
サークル化を促進します。

９月～１０月、市民プラザにおいて、社会人を対象に、「俳句入門教室」、「カラー
コーディネート教室」を開催します。

人権･男女共同参画課

Ⅱ-21 地域ふれあい事業
地域の子どもと大人の世代間の交流活動を通して、高齢
者の持つ優れた知識や技術を地域に生かし、意欲的な社
会参加を進めます。

地域の子どもと大人の交流活動を通して、高齢者の持つ優れた知識や技術を地域に活か
し、意欲的な社会参加を進め、男女が共同参画できるよう、事業を実施していきます。

生涯学習課

Ⅱ-22 指導者の育成
性別にかかわらず、地域の指導者として、積極的に行動
できる市民となるよう、国、県等が主催する各種事業、
学習講座へ人材を派遣し、活動を支援します。

各分野で活躍している女性に、「とちぎウーマン応援塾」の情報提供をし、各事業所に
派遣を促します。

人権･男女共同参画課
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【別紙２】(3)　仕事やその他の活動の両立を可能にする環境の整備

ア　子育てサービスの充実 目標Ⅱ(3)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-23
子育て世代包括支援セン
ター

妊娠初期から子育て期にわたり、妊娠・出産・子育てに
関する相談に専門支援員が応対し、必要な情報提供や助
言、保健指導を行いながら、切れ目のない支援を行いま
す。

親子の絆づくりプログラム（BP)の実施を行います。
産後セルフケアの実施します。
子育て支援コーディネーター（保育士）による支援活動を行います。（こども課）

保健センターに設置した母子保健型とさいこう子育て支援センターに設置した基本型の
２カ所の子育て世代包括支援センターに支援専門員を配置し、妊娠期から子育て期まで
切れ目なく相談対応します。（健康増進課）

こども課
健康増進課

Ⅱ-24 地域子育て支援拠点事業

乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設
し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の
援助を行う事業を実施します。
子育て支援センターやこども館等を通じて、地域の子育
て資源の発掘・育成に継続的に取り組み、子育て支援機
能の充実を図り、子どもの健やかな育ちを促進していき
ます。

子育てサロンやあそびの広場を設け、電話相談や来所相談を行い、育児の不安や子育て
の負担を感じている母親に寄り添う支援を充実させていきます。子育てについての講習
会を実施します。

こども課

Ⅱ-25 子育て相談
幼稚園、保育所（園）、認定こども園で子育てに関する
悩みごとや心配ごとの相談に随時応じます。

幼稚園、保育所（園）、認定こども園で子育てに関する悩みごとや心配ごとの相談に応
じ、母親の困り感に寄り添う支援を行います。

こども課

Ⅱ-26 保育の充実

保護者の労働又は疾病などにより、また、保護者の就労
形態の多様化に対応するため、保護者の代わりに保育所
（園）、認定こども園等での保育を実施します。
・通常保育（特定地域型保育事業を含む）
・延長保育
・休日保育
・乳児保育
・病児保育（体調不良児対応型）

保護者の労働又は疾病などにより、また、保護者の就労形態の多様化に対応するため、
保護者の代わりに保育所（園）、認定こども園等での保育を実施します。通常保育のほ
か、特別保育等の充実を図り、仕事と子育ての両立を支援します。

こども課

Ⅱ-27
すこやか（発達支援）保
育・特別支援教育

幼稚園、保育所（園）、認定こども園で障がい児の受け
入れが可能となるよう、保育士や幼稚園教諭の配置や施
設等環境整備を行います。

障がい児、発達支援が必要な児童の受け入れ体制を整備し、心身障がい児・発達支援児
の育ちを保障し、安心して子育てできる環境を整えます。

こども課

Ⅱ-28 病児保育事業
病児又は病気の回復期の児童で、集団保育や通学ができ
ない児童（小学校６年生まで）を一時的に預かります。

病児保育事業を実施することにより、仕事と子育ての両立を支援します。 こども課

Ⅱ-29 一時預かり事業
保護者の出産や、疾病等による通院、社会参加のため
に、一時的に家庭での保育が困難となったとき、週３日
程度の保育を実施します。

保護者の突発的な事情や社会参加、育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担軽減の
ため、一時的に子どもを預かり、安心して子育てができる環境を整備します。

こども課

Ⅱ-30
ファミリー・サポート・
センター事業

子育ての手助けが必要な人（依頼会員）と、手助けがで
きる人（協力会員）が会員となって、相互に援助し合う
活動を行うことにより、地域における子育て機能を強化
します。また、同時に働く人々がゆとりをもって子育て
ができるよう、子育てと仕事の両立を支援します。

育児の手助けができる人と手助けが必要な人が会員となって、相互の援助し合う組織の
活動を支援します。

こども課

Ⅱ-31 放課後児童クラブ

保護者の就労等により、放課後や学校休業日に家族と一
緒に過ごすことのできない小学校に就学している児童に
対し、生活の場を提供し、適切な遊びなどを通じて、健
全育成を図ります。

放課後の児童の健全育成のため、放課後児童クラブの運営支援を行います。（クラブ数
53か所）

児童家庭課

Ⅱ-32 放課後等デイサービス
障がい者（児）の放課後等デイサービス、日中一時支援
事業等の利用推進を図ります。

障がい福祉課窓口や障がい者基幹相談支援センター、その他広報紙やホームページ等で
事業の周知に努めます。

障がい福祉課
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【別紙２】（続き）ア　子育てサービスの充実 目標Ⅱ(3)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-33
「足利市子ども子育て支
援事業計画」の推進

「足利市子ども子育て支援事業計画」に基づき、各種施
策を進めます。

「足利市子ども子育て支援事業計画」に基づき、各種施策を進めます。
こども課

児童家庭課

イ　介護サービスの充実 目標Ⅱ(３)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅱ-34 介護保険サービスの推進

介護が必要な高齢者に住み慣れた自宅で、本人の希望を
尊重し、安心して生活を送れるよう在宅サービスを提供
するとともに、自宅で生活することが困難な高齢者に施
設サービスを提供します。

足利市ゴールドプラン２１（第8期計画）に基づき、公募による施設整備を実施しま
す。
①特別養護老人ホーム　50床×1か所＝50床
②特定施設入所者生活介護　50床×1か所＝50床

元気高齢課

Ⅱ-35
地域包括支援センター運
営事業

ひとり暮らしの方や在宅でねたきり等の高齢者及びその
家族の介護に関する総合的な相談と、その利用者の希望
に沿った生活ができるよう支援を行います。

高齢者の介護予防支援や在宅介護支援、権利擁護に関する支援を行います。
・地域包括支援センター　7か所

元気高齢課

Ⅱ-36
「ゴールドプラン21」の
推進

｢ゴールドプラン21(足利老人福祉計画・足利介護保険事
業計画)」に基づき、各種施策を進めます。

令和３年度からの足利市ゴールドプラン21（第8期計画）に基づき、各種施策を進めま
す。

元気高齢課

ア　啓発活動の充実 目標Ⅲ(１)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-１
女性に対する暴力をなく
す運動週間等における意
識啓発

女性に対する暴力をなくす運動、男女共同参画週間、人
権週間等において、ＤＶについての啓発を強化するとと
もに、広く市民に通報先や相談機関について周知を徹底
し、被害者への理解、孤立させない地域社会づくりのた
めの啓発を行います。

６月の「男女共同参画週間」等において、相談窓口パンフレットを配布し、１１月の
「女性に対する暴力をなくす運動週間」に街頭啓発を実施します。（人権・男女共同参
画課）

チラシの配布や相談等の機会をとらえて、ＤＶについての意識啓発を図ります。（児童
家庭課）

人権・男女共同参画課
児童家庭課

Ⅲ-2
市役所内における啓発活
動の充実

市職員に対し、ＤＶ被害を含む人権の尊重について啓発
に努めるとともに、ＤＶ被害者支援に職務上関連が深い
と思われる窓口の職員に対しては、二次被害の防止と適
切な対応をするために、他機関の研修に派遣を行いま
す。

職員に対し人権の尊重について啓発に努めるとともに、ＤＶ被害者支援に職務上関連が
深いと思われる窓口の職員に対しては、二次被害の防止と適切な対応をするために、他
機関の研修に派遣を行います。

人事課

　イ　被害者の相談・支援体制の充実 目標Ⅲ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-3 相談体制の充実

婦人相談員等の専門相談員を配置し、各種相談について
必要に応じて法律相談等を実施します。また、各種専門
相談員の専門研修を受講するなど、相談員の資質の向上
を図ります。

相談員に、全国規模の研修会及び相談関連資料の情報提供をします。（人権・男女共同
参画課）

弁護士相談が必要な方には、毎週月曜日に実施している無料の弁護士相談を案内しま
す。（市民生活課）

専門相談員を配置するとともに、専門研修の受講を通じて、相談員の資質の向上を図り
ます。（児童家庭課）

人権・男女共同参画課
市民生活課
児童家庭課

Ⅲ-4
休日・夜間の緊急相談へ
の対応

休日・夜間の緊急相談に対応するため、県をはじめ、関
係機関との連絡体制の強化を推進します。

休日、夜間の緊急対応は警察等で行うこととし、その後の被害者の自立支援を行うため
の連携を密に行えるような体制を検討します。

児童家庭課

基本目標Ⅲ　男女（だれも）が人権を守られ、健康で安心して暮らせるまちづくり

（１）暴力を許さない社会づくり
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【別紙２】
（続き）　イ　被害者の相談・支援体制の充実 目標Ⅲ(１)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-5
子ども家庭総合支援拠点
事業

児童虐待の背後にあるＤＶ被害に気づき、被害者の保護
とそれに伴う子どもへの対応について、より専門的な相
談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャル
ワーク業務を行います。

子ども家庭支援員及び虐待対応専門員を配置し、子ども等に関する相談対応や必要な調
査、訪問等による継続的なソーシャルワーク業務を行い、総合的な支援を行います。

児童家庭課

Ⅲ-6
被害者の自立支援に向け
ての支援

被害者の自立に向けて、生活、就労、住居等に関する支
援を行います。

被害者個々のニーズを把握し、自立に必要な支援内容に関する課との調整を図り、支援
を行います。（児童家庭課）

被害者の市営住宅への優先入居枠の確保に努めます。（建築住宅課）

児童家庭課
建築住宅課

　ウ　関係機関・団体等との連携援 目標Ⅲ(１)ウ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-7
母子、高齢者、障がい者
施設等との連携

一時保護退所後も施設における支援が必要な母子につい
ては、母子生活支援施設等への入所や住居の確保につい
て調整します。また、被害者が高齢者、障がい者で施設
入所が適切と認められる場合は、関係機関と連携を図り
ます。

事案が発生した場合に必要な支援が行えるように、関係者間で情報共有と連携を図りま
す。（元気高齢課）

関係機関と連携を図り、適切な支援に努めます。（障がい福祉課）

一時保護施設退所後も支援が必要な母子については、母子生活支援施設への入所を検討
します。また施設入所時及び入所後は施設と連携して被害者の自立に向けた支援を行い
ます。（児童家庭課）

元気高齢課
障がい福祉課
児童家庭課

Ⅲ-8
配偶者暴力相談支援セン
ターや他市町村との連携

緊急性のある被害者には迅速かつ適切な対応が必要なこ
とから、県の配偶者暴力相談支援センターと被害者を支
援するために、密接な連携をします。また、被害者に対
し適切な対応ができるよう、他市町村等の関係機関と連
携します。

緊急性のある被害者への対応に際し、県の配偶者暴力相談支援センターと密に連絡をと
り、迅速な保護等の対応を行います。

児童家庭課

　ア　性に関する正しい認識と理解に関する教育・啓発 目標Ⅲ(2)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-9 思春期講座
小・中学校と連携を図り、授業の一環として自己の性を
受容し、自分を大切にすることを学び、性にかかわる自
己決定能力を獲得する場を設けます。

市内小中学校において、思春期講座を実施します。
　各校年１回

健康増進課

Ⅲ-10 性に関する学習
体育・保健体育や学級活動などにおける性に関する指導
を通して、男女の性の発達について理解させるととも
に、生命を尊重する意識の育成を図ります。

違いを認め合い自分らしさを大切にできるような学級経営を通し、性的少数者がいるこ
とを前提に、体育・保健体育、家庭科、理科、学級活動等において、性に関する指導の
実施及び生命尊重の意識の育成に努めるよう周知します。

学校教育課

　イ　健康維持・増進への支援 目標Ⅲ(2)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-11
妊婦、乳幼児のいる家庭
の喫煙予防

喫煙予防について啓発します。
母子健康手帳交付時面接、妊婦保健指導、乳児全戸訪問、乳幼児健診等で喫煙予防につ
いて啓発します。

健康増進課

Ⅲ-12
不妊・不育症に悩む人へ
の支援

不妊・不育症の治療を行った際に費用の一部を助成しま
す。

・特定不妊治療分　　 60件
・特定不妊治療外分　 15件
・不育症治療分　　  　1件

健康増進課

Ⅲ-13
母親、両親学級「ハロー
ベビークラス」

母親、父親になる市民を対象に、出産後の育児への不安
を和らげ、安心して子育てができるよう支援をします。

母親学級：子育て支援センターと連携し、年５回実施
両親学級：足利大学看護学部と連携し、年５回実施

健康増進課

Ⅲ-14
「健康あしかが２１プラ
ン」の推進

「健康あしかが２１プラン」に基づき、各種施策を進め
ます。

「健康あしかが２１プラン」に基づき、市民の主体的な健康づくりを定着化していくた
めに、各種施策を進めます。

健康増進課

(2)　生涯を通じた健康支援
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【別紙２】

　ア　様々な人の生活の安定と自立の支援 目標Ⅲ(3)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-15
高齢者元気アップトレー
ニング事業の推進

高齢者に対する運動教室を開催し、要介護状態にならな
いよう予防します。

・高齢者元気アップ教室　12回×4教室
・元気アップサポーター養成講座　10回×2講座
・地域元気アップ教室　10自治会
・元気アップサークルの育成・支援
・簡単筋トレ等紹介・普及出前講座
・高齢者「元気アップ☆体操」

元気高齢課

Ⅲ-16
ささえ愛ボランティアポ
イント事業

市が実施する講座を修了した登録ボランティアが介護保
険施設や高齢者の居宅等でボランティア活動を実施しま
す。ボランティア活動に対して、ポイントを付与し、申
請によりポイントに応じた金券等を交付することで、活
動の推進を図ります。

健幸で安心して暮らせる地域社会づくりを進めていきます。
・ささえ愛ボランティア養成講座
・ボランティアを希望する方と高齢者の居宅や受入施設等のマッチングを行う

元気高齢課

Ⅲ-17 認知症施策の推進

認知症になっても安心して暮らし続けられるように、認
知症に関する正しい知識を持つ人を増やします。また、
地域・医療・介護等連携し、本人及び家族を支援する体
制の構築を進めます。

認知症になっても安心して暮らし続けられるように、本人及び家族の声を聞きながら、
認知症に関する正しい知識を持つ人を増やします。

元気高齢課

Ⅲ-18
「あしかがし障がい児者
福祉プラン」の推進

「あしかがし障がい児者福祉プラン」に基づき、各種施
策を進めます。

本年度は実施年度のため、圏域調整会議や地域自立支援協議会等に参加し、計画の実現
に向けて関係機関と連携を図ります。

障がい福祉課

Ⅲ-19 在住外国人への支援

多言語に対応したホームページやパンフレット等を通
し、外国人が理解しやすい生活情報やイベント等の情報
を提供します。また、外国人が安定して生活できる環境
を整備するため、相談事業や通訳ボランティア等を活用
した言葉の支援に取り組みます。

・毎月2回、多言語版あしかがみ（要約版）を配布及び市ホームページに掲載します。
・市ホームページ掲載の市民生活課ガイドブック（多言語版）の管理、更新を行いま
す。
・毎月第2水曜日に、外国人のための在留資格相談を開催します。
・足利市ボランティア通訳人材バンクの運営をします。

市民生活課

　イ　ひとり親家庭等の生活の安定と自立の支援 目標Ⅱ(3)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-20
子育て・生活支援策等の
充実

母子・父子自立支援員及び父子家庭巡回指導員等が行う
様々な相談を通じて、ひとり親家庭等の早期自立を図る
ため、生活、住居等、子育てなどに対する支援に取り組
みます。

母子・父子自立支援員及び父子家庭巡回指導員等による各種相談事業を行い、ひとり親
家庭等の早期自立を図ります。（児童家庭課）

ひとり親家庭の市営住宅への優先入居枠の確保に努めます。（建築住宅課）

児童家庭課
建築住宅課

Ⅲ-21 就業支援策の充実

ひとり親家庭の親の雇用の安定及び就業促進を図るた
め、ひとり親家庭の親に対して、申請に基づき給付金を
支給するほか、各種資金の情報提供を推進します。
　・高等職業訓練促進給付金、自立支援教育訓練給付金
　・技能習得資金、生活資金、事業開始資金

ひとり親家庭の親の雇用の安定及び就業促進を図るため、各種給付金の支給や、能力開
発支援及び技能習得期間中の生活安定のための貸付金の情報提供を行います。

児童家庭課

Ⅲ-22 各種資金等の貸付

ひとり親家庭等の生活安定とひとり親家庭等の児童福祉
向上を図るため、就学支度資金・修学資金・就職支度資
金・住宅資金等の貸付を無利子・低利子で行います。ま
た、貸付金の申請時に個々の事情に応じて就労や自立に
向けた相談にも対応し、資金貸付が借受者への自立支援
に結びつくよう配慮します。
・母子父子寡婦福祉資金の貸付

ひとり親家庭等に対し、就学支度資金や住宅資金等の貸付金のあっせんを行います。 児童家庭課

(３)その他の困難を抱える女性等への支援
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【別紙２】

　ア　消費生活の安定と向上 目標Ⅲ(4)ア

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-23 相談体制の充実
消費生活に関する相談体制を充実し、市民の消費生活の
安定と向上を図ります。

消費生活相談窓口として電話または来所により相談を受け付けます。また、高度化する
相談に対応するため、相談員の研修受講の機会を確保し、相談対応能力の向上を図りま
す。

市民生活課

Ⅲ-24
消費者への啓発事業の開
催

消費者トラブルや消費者被害に対処するため、消費者の
基本的な知識と判断力を身に着ける講座等を開催し、啓
発を図ります。

・消費生活展の開催
環境・防犯・金融・相続・健康など暮らしに役立つ情報の提供や相談受付を実施しま
す。
・出前講座の開催
一般（高齢者含む）・若者（小中学生・高校生等）を対象に消費者教育推進のため出前
講座を実施します。

市民生活課

　イ　防災対策の充実 目標Ⅲ(4)イ

事業
番号

施 策 事 業 具 体 的 内 容 令和３年度事業計画 担　当　課

Ⅲ-25 自主防災組織の育成

「自分たちのまちは、自分たちで守る」の意識のもと、
防災活動に必要な知識、技術の習得を支援します。
・防災訓練の支援
・防災リーダー研修会
・防災講話等

・地区合同防災訓練の実施【年３カ所】
・防災リーダー研修会の実施【年２回】
・防災講話等【公民館や各種団体へ出前講座を実施】

危機管理課

Ⅲ-26
避難所の設置・運営への
女性の参画

避難所の設置・運営に際し、女性の視点を活かし、特に
女性への人権に配慮した体制を整えます。

避難所の設置・運営に際し、女性の視点を活かし、特に女性への人権に配慮した体制を
整えます。（教育総務課）

指定避難場所が開設された際は、着替え等で使うための専用スペースが確保できるよう
調整します。（社会福祉課）

避難所に従事する職員等に対し、女性や要配慮者が過ごしやすい環境とするため、避難
所の避難スペースのゾーニングの確認を改めて行います。
また、令和２年度に配備した間仕切りやベッド等の避難所用資器材の活用について、そ
の使用方法の周知徹底を図ります。（危機管理課）

避難所の設置・運営における男女共同参画の視点に関するチラシを男女共同参画セン
ター内に配架し、周知・啓発をします。（人権・男女共同参画課）

教育総務課
社会福祉課
危機管理課

人権・男女共同参画課

Ⅲ-27
住民に対する応急手当普
及啓発活動

住民に対して応急手当に関する正しい知識と技術の習得
を図るため講習会を開催します。
・普通救命講習
・応急手当講習

各講習会を実施します。
・上級救命講習　　　１回
・普通救命講習　　４０回
・応急手当講習　１００回

警防指揮課

Ⅲ-28
避難行動要支援者名簿の
整備

災害発生時に、要介護者や障がい者等の避難行動要支援
者の安否確認や生命又は身体を保護するための避難行動
要支援者名簿を整備します。

住基情報（死亡・転出・転居）等を基に、避難行動要支援者名簿を更新し、避難時協力
者に配布します。

社会福祉課

Ⅲ-29
福祉避難所の設置・運営
の体制整備

災害時、高齢者や障がい者等の要配慮者が、安心して生
活ができる福祉避難所の設置及び運営のための体制整備
を行います。

災害時に要配慮者のケアができる職員を効率的に配置できるよう調整します。（社会福
祉課）

災害時に要配慮者のケアができる職員を配置できるよう整備します。
福祉避難所特有の必要物資を整備します。
福祉避難所として設置される４幸楽荘の運用方法について精査します。
避難所（学校施設）におけるバリアフリー化を検討します。（危機管理課）

社会福祉課
危機管理課

（４）誰もが安心して暮らせる地域づくりの支援
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目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第８条） 

第２章 男女共同参画社会の形成の推進に関する基本的施

策（第９条－第１７条） 

第３章 足利市男女共同参画審議会（第１８条） 

第４章 補則（第１９条） 

附則 

 

すべての人は、個人として尊重され、法の下に平等で

あり、男女の人権は、性別にかかわりなく尊重されなけ

ればならない。 

これまで、足利市においては、男女共同参画社会の実

現に向けて、男女共同参画社会基本法の制定を踏まえ、

足利市男女共同参画プランを作成し、さまざまな取組み

を進めてきた。 

しかしながら、人為的につくられた性別観や性別によ

る固定的な役割分担に基づく制度や慣行、あらゆる形態

の人権侵害が依然として存在し、多くの解決すべき問題

が残されている。 

こうした状況の中、真の男女平等を達成し、豊かで活

力ある足利市を築いていくためには、性別にとらわれる

ことなく、男女が共にその個性と能力を十分に発揮でき

る男女共同参画社会の形成が急務となっている。 

ここに、足利市は、男女共同参画社会の早期実現を目

指し、男女共同参画社会の形成の推進に取り組んでいく

ことを決意し、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画社会の形成の推進に

ついて、基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務

を明らかにするとともに、市の男女共同参画社会の形

成の推進に関する施策の基本となる事項を定め、これ

を総合的かつ計画的に推進し、男女共同参画社会の形

成に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員

として、自らの意思によって、社会のあらゆる分野

における活動に参画する機会が確保されることによ

り、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化

的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担

う社会のことをいう。 

⑵ 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女

間の格差を改善するため必要な範囲内において、男 

女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供

することをいう。 

⑶ セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、 

相手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対 

 

 

する相手方の対応によりその者に不快感や不利益を

与えることをいう。 

⑷ ドメスティック・バイオレンス 配偶者等に身体

的又は精神的な苦痛を与える暴力その他心身に有害

な影響を及ぼす言動をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画社会の形成の推進は、次に掲げる

事項を基本理念として推進されなければならない。 

⑴ 男女の個人としての尊厳が重んじられること、男

女が直接的であるか間接的であるかを問わず性別に

よる差別的扱いを受けないこと、男女が個人として

能力を発揮する機会が確保されることその他の男女

の人権が尊重されること。 

⑵ 社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等を反映して、男女の社会における活動

の選択について、偏った影響を及ぼすことのないよ

う配慮されること。 

⑶ 男女が社会の対等な構成員として、市における政

策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共

同して参画する機会が確保されること。 

⑷ 男女が相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、

家族の介護その他の家庭生活における活動及び当該

活動以外の職業生活における活動その他の活動を両

立して行うことができること。 

⑸ 男女がお互いの性について理解を深め、尊重し合

うことにより、生涯にわたり健康な生活を営むこと

ができること。 

⑹ 男女共同参画社会の形成の推進と密接な関係を有

する国際社会の動向に留意すること。 

（市の責務） 

第４条 市は、男女共同参画社会の形成を重要課題とし

て位置付け、その推進に関する施策（積極的改善措置

を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施しな

ければならない。 

２ 市は、男女共同参画社会の形成の推進に当たり、市

民、事業者、国及び県と相互に連携を図り、率先して

これに取り組むものとする。 

３ 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策

を実施するため必要な措置を講ずるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地

域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の推進に積極的に取り組むととも

に、市が実施する男女共同参画社会の形成の推進に関

する施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、

基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の推進

に積極的に取り組むとともに、市が実施する男女共同

参画社会の形成の推進に関する施策に協力するよう努

（平成１６年足利市条例第６号） 
足利市男女共同参画推進条例 
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めなければならない。 

（性別による人権侵害の禁止） 

第７条 何人も、職場、学校、地域、家庭その他の社会

のあらゆる分野において、性別による差別的扱いをし

てはならない。 

２ 何人も、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、ドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。 

（公衆に表示する情報への配慮） 

第８条 何人も、公衆に表示する情報が社会に及ぼす影

響を考慮し、その情報において、性別による固定的な

役割分担若しくは前条に規定する人権侵害を助長し、

若しくは連想させる表現又は不必要な性的表現を行わ

ないよう努めなければならない。 

第２章 男女共同参画社会の形成の推進に関する

基本的施策 

（基本計画） 

第９条 市長は、男女共同参画社会の形成の推進に関す

る施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共

同参画社会の形成の推進に関する基本的な計画（以下

「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、基本計画を策定し、又は変更するに当たっ

ては、あらかじめ、市民の意見を反映することができ

るよう適切な措置を講ずるとともに、足利市男女共同

参画審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴くも

のとする。 

３ 市長は、基本計画を策定し、又は変更したときは、

遅滞なく、これを公表するものとする。 

（積極的改善措置） 

第１０条 市長その他の市の執行機関は、その設置する

附属機関等の委員を任命し、又は委嘱する場合には、

積極的改善措置を講ずることによりできる限り男女の

均衡を図るものとする。 

２ 市は、あらゆる分野における活動において、男女間

に参画する機会の格差が生じている場合には、市民及

び事業者と協力し、積極的改善措置が講じられるよう

努めなければならない。 

（市民の理解を深めるための措置） 

第１１条 市は、男女共同参画社会の形成の推進につい

て市民の理解を深めるとともに、男女共同参画社会の

形成の推進に向けた取組みを積極的に行うことができ

るよう、普及啓発、情報提供その他必要な措置を講ず

るものとする。 

（教育の分野における措置） 

第１２条 市は、学校教育、社会教育、家庭教育等のあ

らゆる教育の分野において、男女平等意識の醸成、個

性と能力の育成等男女共同参画社会の形成を推進する

ため必要な措置を講ずるものとする。 

（施策に関する意見への対応） 

第１３条 市長は、市が実施する男女共同参画社会の形

成の推進に関する施策又は男女共同参画社会の形成の

推進に影響を及ぼすと認められる施策に関し、市民又

は事業者から意見等の申出があった場合には、当該申

出に適切に対応するものとする。 

２ 市長は、必要があると認めるときは、前項の申出へ

の対応に当たり、審議会の意見を聴くものとする。 

（相談への対応） 

第１４条 市長は、性別による差別的扱いその他の男女

共同参画社会の形成の推進を阻害する人権の侵害に関

し、市民又は事業者からの相談に適切に対応するため、

必要な体制を整備するものとする。 

２ 市長は、前項の相談があったときは、関係機関と連

携し、適切な措置を講ずるものとする。 

（情報の収集及び調査研究） 

第１５条 市は、男女共同参画社会の形成の推進に関し、

必要な情報の収集及び調査研究を行うものとする。 

（活動の支援等） 

第１６条 市は、市民及び事業者の男女共同参画社会の

形成の推進に関する活動について、情報の提供その他

の必要な支援を行うものとする。 

２ 市は、前項の支援について商工業、農林業その他の

産業の自営業に従事する女性に対し、特に配慮するも

のとする。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、

雇用その他の事業活動における男女共同参画の状況等

について報告を求めることができる。 

（年次報告） 

第１７条 市長は、毎年、男女共同参画社会の形成の推

進に関する施策の実施状況を明らかにした報告書を作

成し、これを公表するものとする。 

第３章 足利市男女共同参画審議会 

（足利市男女共同参画審議会） 

第１８条 男女共同参画社会の形成の推進に資するため、

市長の諮問に応じ、男女共同参画社会の形成の推進に

関する重要事項について調査し、及び審議するため、

審議会を置く。 

２ 審議会は、前項に規定するもののほか、男女共同参

画社会の形成の推進に関する施策について、市長に意

見を述べることができる。 

３ 審議会は、委員１５人以内で組織する。この場合に

おいて、男女いずれの委員の数も、委員の総数の１０

分の４未満とならないものとする。 

４ 委員は、学識経験者その他規則で定める者のうちか

ら市長が委嘱する。 

５ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の

任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 委員は、再任されることができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営

に関し必要な事項は、規則で定める。 

第４章 補則 

（細目） 

第１９条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１６年４月１日から施行する。 
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（趣旨） 

第１条 この規則は、足利市男女共同参画推進

条例（平成１６年足利市条例第６号。以下「条

例」という。）第１８条第７項の規定に基づき、

足利市男女共同参画審議会（以下「審議会」

という。）の組織及び運営について必要な事

項を定めるものとする。 

（委員） 

第２条 条例第１８条第４項の規則で定める

審議会の委員は、次に掲げる者とする。 

(1) 関係機関及び団体の代表者 

(2) 市民 

(3) 市職員 

２ 前項第２号の委員は、公募の応募者のうち

から市長が選考したものとする。 

３ 前項の公募及び選考の実施に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

（会長及び副会長） 

第３条 審議会に会長及び副会長１人を置き、

委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある

とき又は会長が欠けたときは、その職務を代

理する。 

（会議） 

第４条 審議会の会議は、会長が招集し、会長

がその議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、

会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数を持っ

て決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

（部会） 

第５条 審議会に、特定の事項を調査し、及び

審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。 

 

３ 部会の会議は、会長が招集する。 

４ 部会における調査及び審議の状況並びに

結果は、次の審議会にこれを報告する。 

（関係人の出席） 

第６条 審議会及び部会は、関係人の出席を求

め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要

な資料の提出を求めることができる。 

（会議録） 

第７条 審議会は、次に掲げる事項を記載した

会議録を作成しなければならない。 

(1) 開催日時 

(2) 出席者氏名 

(3) 会議に付した議案の件名 

(4) 議事の結論 

(5) その他必要な事項 

（庶務） 

第８条 審議会の庶務は、総務部人権・男女共

同参画課において処理する。 

（細目） 

第９条 この規則に定めるもののほか、審議会

の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に

諮って定める。 

附 則 

１ この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日以後最初に開かれる

審議会は、第４条第１項の規定にかかわらず、

市長が招集する。 

   附 則 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則 

１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

  この規則は、平成２８年６月１日から施行する。 

足利市男女共同参画審議会規則 
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（目的） 

第１条 男女共同参画社会の実現をめざし、男女共同参

画行政の総合的かつ効果的な推進を図るため、足利市

男女共同参画推進本部（以下「本部」という。）を設置

する。 

 （所掌事務） 

第２条 本部は次の事務を所掌する。 

 ⑴ 男女共同参画行政の推進に係る基本方針の決定に

関すること。 

⑵ 男女共同参画プランの策定及び推進に関すること。 

 ⑶ その他男女共同参画社会づくりに関し、重要な事

項に関すること。 

 （組織） 

第３条 本部は、別表第１に掲げる庁議の構成員をもっ

て組織する。 

２ 本部長は、市長をもって充てる。 

３ 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。 

 （本部長及び副本部長の職務） 

第４条 本部長は、本部を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あると

きは、本部長があらかじめ指定した副本部長がその職

務を代理する。 

 （会議） 

第５条 本部の会議（以下「会議」という。）は、本部長

が招集し、会議の議長となる。この場合、本部会議に

付議した事項は、庁議の議を経たものとみなす。 

２ 本部長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席

させ、その意見を求めることができる。 

 （幹事会） 

第６条 本部のもとに幹事会を置く。 

２ 幹事会の所掌事務は、次のとおりとする。 

 ⑴ 本部会議に付議する事案の調整に関すること。 

 ⑵ 男女共同参画行政施策の企画、調整及び推進に関

すること。 

 ⑶ その他男女共同参画社会づくりに関し必要な事項

に関すること。 

３ 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織

する。 

４ 幹事長は、総務部長の職にある者をもって充てる。 

５ 副幹事長は、男女共同参画課長の職にある者をもっ

て充てる。 

６ 幹事は、別表第２に掲げる職にある者をもって充て

る。 

 （幹事長及び副幹事長の職務） 

第７条 幹事長は、幹事会を総括し、必要に応じ幹

事会を招集し、その議長となる。 

２ 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あると 

き又は欠けたときは、その職務を代理する。 

 （推進担当） 

 

第８条 幹事は、幹事の属する部（相当する組織を含む。）

内の、男女共同参画行政施策の推進担当となる。 

 （ワーキンググループ） 

第９条 幹事会は、男女共同参画行政の推進に関し、調

査、研究の必要があると認めるときは、ワーキンググ

ループを設置することができる。 

 （事務局） 

第１０条 本部及び幹事会（ワーキンググループを含

む。）の庶務は、総務部人権・男女共同参画課において

処理する。 

 （補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、本部及び幹事

会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 足利市女性行政庁内連絡会設置要綱（昭和６０年６

月１日実施）は、廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

 

 
別表第１（第３条関係） 

推進本部 

本 部 長 市 長 

副本部長 
副市長 

教育長 

本 部 員 

総合政策部長 

総務部長 

福祉部長 

生活環境部長 

産業観光部長 

都市建設部長 

会計管理者 

議会事務局長 

上下水道部長 

消防長 

教育次長 

行政委員会事務局長 

農業委員会事務局長 

 

別表第２（第６条第６項関係） 

幹 事 会 

幹事長 総務部長 

副幹事長 人権・男女共同参画課長 

総合政策部 
企画政策課長 

秘書広報課長 

総務部 

行政管理課長 

人事課長 

危機管理課長 

福祉部 

社会福祉課長 

障がい福祉課長 

元気高齢課長 

児童家庭課長 

こども課長 

健康増進課長 

生活環境部 

クリーン推進課長 

環境政策課長 

保険年金課長 

市民生活課長 

産業観光部 

商業振興課長 

工業振興課長 

観光振興課長 

農政課長 

都市建設部 
都市計画課長 

建築住宅課長 

議会事務局 議事課長 

上下水道部 企業経営課長 

消防本部 消防総務課長 

教育委員会 

教育総務課長 

生涯学習課長 

学校教育課長 

市民スポーツ課長 

行政委員会 事務局次長 

農業委員会 事務局次長 
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